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Ⅰ 宮城県教育振興基本計画の点検及び評価について 
 
１ 趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条

第１項の規定により，各教育委員会は毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行うこととされています。この度，同法の規定に基づき，

平成２７年度における教育に関する事務に係る点検及び評価を実施し，その結果をこ

の報告書にまとめました。 

なお，今回の点検及び評価は，平成２２年３月に策定した宮城県教育振興基本計画

の体系に沿って実施しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２ 宮城県教育振興基本計画の進行管理について 

宮城県教育振興基本計画では，計画の着実な推進を図るため，実施する施策を具体

的に示すアクションプランを策定し，そのアクションプランに定めた施策については，

ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を行うこととしています。 

 

 

３ 宮城県教育振興基本計画の点検・評価方法等について 

点検・評価に当たっては，知事部局を含む各担当課室において「宮城県教育振興基

本計画第２期アクションプラン（平成２６年度～平成２９年度）平成２７年度改訂版」

に掲載している平成２７年度事業の点検を行い，その評価の中で，宮城県教育振興基

本計画に掲げる６つの基本方向と２６の取組の成果を明らかにするとともに，課題等

を分析し，今後の対応の方向性を示しました。 

 

なお，本計画の点検・評価を実施するに当たっては，行政活動の評価に関する条

例(平成１３年宮城県条例第７０号)に基づき実施される，県の総合計画である「宮城

の将来ビジョン（平成１９年度～平成２８年度）」及び「宮城県震災復興計画（平成

２３年度～平成３２年度）」に係る「政策評価・施策評価」と一体的に実施するとと

もに，宮城県行政評価委員会から指摘された宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興

計画の教育施策に関する御意見等を踏まえながら，当該評価を行いました。 

 

 

 

 

 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）】 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第二十六条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第一項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事

務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点

検及び評価を行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出するととも

に，公表しなければならない。 

２ 教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 
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４ 評価の判定区分及び判定基準等について 
（１）基本方向評価 
基本方向評価は，６つの基本方向ごとに，基本方向を構成する取組の状況を分析し，

基本方向の成果（進捗状況）を「順調・概ね順調・やや遅れている・遅れている」の
区分により総合的に評価するとともに，基本方向を推進する上での課題等と次年度の
対応方針を総括的に示すものです。 
なお，「次年度」は，「評価実施年度の次年度（平成２９年度）」を指しています（取

組評価についても同じ）。 
 

【基本方向評価の判定区分及び判定基準】 
基本方向を構成する取組の必要性，有効性，効率性を考慮し，取組の成果等から見て，次のとおり 

判断されるもの。 

順     調：基本方向の成果が十分にあり,進捗状況が順調であると判断されるもの。 

概 ね 順 調：基本方向の成果がある程度あり,進捗状況が概ね順調であると判断されるもの。 

やや遅れている：基本方向の成果があまりなく,進捗状況がやや遅れていると判断されるもの。 

遅 れ て い る：基本方向の成果がなく,進捗状況が遅れていると判断されるもの。 

  

（２）取組評価 
 取組評価は，２６の取組ごとに，目標指標等の達成状況（１１の重点的取組にのみ設
定）や取組を構成する事業の実績及び成果等を分析し，取組の成果（進捗状況）を「順
調・概ね順調・やや遅れている・遅れている」の区分により総合的に評価するとともに，
取組を推進する上での課題等と次年度の対応方針を示すものです。 
 

【取組評価の判定区分及び判定基準】 
取組を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指標等の達成状況，社会経済情勢， 

事業の実績及び成果等から見て，次のとおり判断されるもの。 

順     調：取組の成果が十分にあり,進捗状況が順調であると判断されるもの。 

概 ね 順 調：取組の成果がある程度あり,進捗状況が概ね順調であると判断されるもの。 

やや遅れている：取組の成果があまりなく,進捗状況がやや遅れていると判断されるもの。 

遅 れ て い る：取組の成果がなく,進捗状況が遅れていると判断されるもの。 

 

【目標指標等の達成度の区分】 

A：目標値を達成している。 

B：目標値を達成しておらず，達成率が８０％以上１００％未満 

C：目標値を達成しておらず，達成率が８０％未満 

N：実績値が把握できない等の理由で，判定できない。 

 

【目標指標等の達成率】 
目標指標等を次のストック型とフロー型に分類し，対応する計算式により達成率を算出 

  ストック型：事業活動に伴う成果を累積して把握する指標 （実績値－初期値）／（目標値－初期値） 
  フロー型：事業活動に伴う成果を単年度ごとに把握する指標  実績値／目標値 

 
※目標値を下回ることを目標とする指標の場合などはストック型を準用して算出 
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※　実施する取組のうち，網かけ部分は重点的取組

Ⅱ 宮城県教育振興基本計画の構成について 

【目標２】  
次代を支える社会の一員とし
て，歴史が培ってきた文化や
規範を尊重し，思いやりの心
に富んだ人間を育む。 

【目標３】  
学校・家庭・地域の教育力の
充実と連携の強化を図り，宮
城の豊かな教育資源を生か
しながら，社会全体で子ども
を守り育てる環境をつくる。 

【目標４】  
生涯にわたり学び，互いに高
め合い，充実した人生を送る
ことができる地域社会をつく
る。 

【基本方向１】 
 学ぶ力と自立する力の育成 

【基本方向２】 
 豊かな人間性や社会性，健
やかな体の育成 

【基本方向５】 
 家庭・地域・学校が協働して
子どもを育てる環境づくり 

【基本方向３】 
 障害のある子どもへのきめ
細かな教育の推進 

【基本方向４】 
 信頼され魅力ある教育環境
づくり 

【基本方向６】 
 生涯にわたる学習･文化・ス
ポーツ活動の推進 

 学校・家庭・地域の強

い絆のもとで，よりよい

未来を創造する高い志

を持った，心身ともに健

やかな子どもが育って

います。 

 そして，人々が生きが

いを持って，生涯にわた

り，多様に学び，交流す

る中で，潤いのある文化

を守り育む地域社会が

形成されています。 

２ 基礎的な学力の定着と活用する力の伸長 
 〈重点的取組２〉 

３ 幼児教育の充実 
４ 伝統・文化の尊重と国際理解を育む教育の推進 

５ 時代の要請に応えた教育の推進 

１ 感性豊かでたくましい心を持つ子どもの育成と支援 

 〈重点的取組３〉 

２ 健康な体づくりと体力・運動能力の向上 
 〈重点的取組４〉 

３ 災害に積極的に向き合う知識と能力の育成 

４ 食に関心を持ち，元気な子どもの育成 

５ 心身の健康を保つ学校保健の充実 

１  一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進 

  〈重点的取組５〉 

２ 障害のある子どもの自立と社会参加の支援 

１ 教員が学び続けるための体系的な研修の推進 

 〈重点的取組６〉 

３ 優れた人材の確保と能力を発揮できる教職員人事システムの確立  
４ 教職員を支える環境づくりの推進 
５ 県立高校の改革の推進 
６ 学習環境の整備充実 
７ 私学教育の振興 

２ 開かれた学校づくりの推進 
 〈重点的取組７〉 

２ 地域と学校との協働による学校支援の仕組みづくり 
 〈重点的取組９〉 

１ 親の「学び」と「子育て」を支える環境づくり 

 〈重点的取組８〉 

３ 子どもたちの体験活動の推進 

１ 地域をつくる生涯学習・文化芸術の推進 
 〈重点的取組１０〉 

４ 競技スポーツ選手の強化に向けた環境の充実 

３ 生涯スポーツ社会の実現に向けた環境の充実 
 〈重点的取組１１〉 

２ 文化財の保護と活用 

１ インクルーシブ教育システム構築モデル事業等 ２４事業 

２ 県立特別支援学校就労支援事業等 １０事業 

１ 放課後子ども教室推進事業等 ２９事業 

２ 協働教育推進総合事業等 １２事業 

３ 人と自然の交流事業等 １３事業 

1  志教育支援事業等 ２５事業 

２ 学力向上推進事業等  １６事業 

３ 「学ぶ土台づくり」普及啓発事業等 ８事業 

４ 実践的英語教育充実支援事業等  ７事業  

５ ＩＣＴ利活用向上事業等 ９事業 

１ 教育相談充実事業等 ２０事業 

２ みやぎの子ども体力運動能力充実プロジェクト事業等  ８事業                   

３ 防災教育推進事業等 １０事業 

４ 食育・地産地消推進事業等 ８事業 

５ 学校・地域保健連携推進事業等 ６事業 

１ 教職員ＣＵＰ事業等 １８事業 

２ 学校評価事業等 ５事業 

３ 教員採用選考事業事務費等 ４事業 

４ 教職員健康管理事業等 ５事業 

５ 県立高校将来構想推進事業等 ７事業 

６ 県立学校施設災害復旧事業等 ３２事業 

７ 私立学校運営費補助等 １４事業 

１ 松島自然の家再建事業等 ３９事業 

２ 指定文化財等災害復旧支援事業等 ３２事業 

３ 広域スポーツセンター事業等 ７事業 

４ スポーツ選手強化対策事業等 １３事業 

基本方向 取       組 
第２期アクションプラン 

平成２７年度掲載事業（再掲あり） 全３８１事業 

目指す姿 計画の目標 
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【目標１】  
夢と志を持ち，その実現に向
けて自ら考え行動し，社会を
生き抜く人間を育む。 

１ 小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進 
 〈重点的取組１〉 



Ⅲ 宮城県教育振興基本計画の点検及び評価の総括 

 

１ 宮城県教育振興基本計画の成果について 

 

宮城県教育振興基本計画の点検及び評価を実施した結果，宮城県教育振興基本計画

に掲げる６つの基本方向及び２６の取組の成果について，基本方向においては「概ね

順調」が２件，「やや遅れている」が４件と判断されました。また，取組においては「概

ね順調」が２１件，「やや遅れている」が５件と判断されました。 

以上のことから総合的に判断すると，宮城県教育振興基本計画の成果については，

「やや遅れている」と考えています。 

 

 

２ 宮城県教育振興基本計画の今後の推進に当たって 

 

今回の点検及び評価の結果を踏まえ，宮城県教育振興基本計画の進捗状況は，やや

遅れていると判断できることから，今後は，宮城の将来ビジョンや宮城県震災復興計

画との一体性に配慮しながら，教育施策の総合的かつ体系的な推進に一層取り組んで

いく必要があると考えています。 

その上で，特に注力すべき取組として，本県教育の復興に向けて，「志教育」の一

層の推進に取り組むほか，社会を生き抜くために必要となる確かな学力の定着や体

力・運動能力の向上に取り組み，宮城の将来を担う人材の育成を図っていきます。ま

た，家庭や地域における教育を支援し，子どもたちの基本的生活習慣の定着促進や防

災教育をはじめとした学校安全教育の系統的な実施等に取り組み，学校・家庭・地域

の協働による教育を推進していきます。 

さらに，学校施設等の復旧・再建に継続して取り組むとともに，心のケアやいじめ・

不登校等の問題を解決するための教育相談体制・生徒指導体制の充実を図り，児童生

徒等が安心して学べる教育環境の整備を推進していくほか，県民が生きがいを持って

生活を送ることができるよう，生涯学習・文化・スポーツ活動の推進に取り組みます。 
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Ⅳ　点検・評価結果及び目標指標等の達成度状況一覧

番号 基本方向名（評価担当課室）
基本方向評価
（前年度評価）

番号 取組名（評価担当課室）
取組評価

（前年度評価）
目標指標等 達成度

体験活動，インターンシップの実施校率（小学校での農林漁業体験実施校率） Ｂ

体験活動，インターンシップの実施校率（中学校での職場体験実施校率） Ａ

体験活動，インターンシップの実施校率（高等学校でのインターンシップ実施校率） Ｂ

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒の割合（小学６年生） Ａ

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒の割合（中学３年生） Ｂ

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのかい離 Ａ

高校卒業者の進路希望決定率（卒業者に占める進学・就職等希望者の割合） Ａ

児童生徒の家庭等での学習時間（小学６年生：３０分以上の児童の割合） Ａ

児童生徒の家庭等での学習時間（中学３年生：１時間以上の生徒の割合） Ｂ

児童生徒の家庭等での学習時間（高校２年生：２時間以上の生徒の割合） Ｃ

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（小学６年生） Ｂ

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（中学３年生） Ｂ

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（高校２年生） Ｂ

全国平均正答率とのかい離（小学６年生） Ｃ

全国平均正答率とのかい離（中学３年生） Ｃ

大学等への現役進学達成率の全国平均値とのかい離 Ｂ

県立高校における無線ＬＡＮ整備率 Ａ

3
幼児教育の充実
（教育企画室）

概ね順調
（概ね順調）

4
伝統・文化の尊重と国際理解を育む教育の推進
（義務教育課）

概ね順調
（概ね順調）

5
時代の要請に応えた教育の推進
（高校教育課）

概ね順調
（概ね順調）

不登校児童生徒の在籍者比率（小学校） Ｃ

不登校児童生徒の在籍者比率（中学校） Ｃ

不登校生徒の在籍者比率（高等学校） Ｃ

不登校児童生徒の再登校率（小・中） Ｂ

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離
（小学５年生男子） Ｃ

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離
（小学５年生女子） Ｃ

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離
（中学２年生男子） Ｃ

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離
（中学２年生女子） Ｃ

3
災害に積極的に向き合う知識と能力の育成
（スポーツ健康課）

概ね順調
（概ね順調）

4
食に関心を持ち，元気な子どもの育成
（スポーツ健康課）

概ね順調
（概ね順調）

5
心身の健康を保つ学校保健の充実
（スポーツ健康課）

概ね順調
（概ね順調）

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と交流及び共同学習した割合 Ｂ

特別支援学校の幼稚園，小学校，中学校，高校に対する支援活動の実施回数（訪問助言・研修会への講師派遣） Ａ

特別支援教育研修の受講者数 Ｂ

2
障害のある子どもの自立と社会参加の支援
（特別支援教育室）

概ね順調
（概ね順調）

１０年経験者研修（共通研修）における受講者アンケート（４段階評価）の
平均評価点 Ａ

公立学校（小・中・高・特別支援）教員の総合教育センターにおける専門研修（希望研修）受講率 Ｂ

外部評価を実施する学校の割合（小学校） Ａ

外部評価を実施する学校の割合（中学校） Ａ

外部評価を実施する学校の割合（高等学校） Ａ

学校外の教育資源を活用している高校の割合 Ａ

学校評価研修会に参加する学校の割合 Ｂ

3
優れた人材の確保と能力を発揮できる教職員人事シス
テムの確立（教職員課）

概ね順調
（概ね順調）

4
教職員を支える環境づくりの推進
（福利課）

概ね順調
（概ね順調）

5
県立高校の改革の推進
（高校教育課）

概ね順調
（概ね順調）

6
学習環境の整備充実
（義務教育課）

概ね順調
（概ね順調）

7
私学教育の振興
（私学文書課）

概ね順調
（概ね順調）

朝食を欠食する児童の割合（小学６年生） Ｃ

保育所入所待機児童数（仙台市を除く） Ｃ

目標とする数の子育てサポーターリーダーが養成された市町村の割合 Ｂ

協働教育推進協議会等を設置している市町村数 Ａ

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録数（企業・団体） Ｂ

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録数（個人） Ａ

3
子どもたちの体験活動の推進
（生涯学習課）

概ね順調
（概ね順調）

公立図書館等における県民１人当たりの図書資料貸出数 Ｂ

みやぎ県民文化創造の祭典参加者数（うち出品者・出演者等の数） Ｂ

みやぎ県民大学講座における受講率 Ｂ

2
文化財の保護と活用
（文化財保護課）

概ね順調
（概ね順調）

総合型地域スポーツクラブの市町村における育成率 Ｃ

4
競技スポーツ選手の強化に向けた環境の充実
（スポーツ健康課）

概ね順調
（概ね順調）

2
健康な体づくりと体力・運動能力の向上
【重点的取組４】
（スポーツ健康課）

やや遅れている
（概ね順調）

3
生涯スポーツ社会の実現に向けた環境の充実
【重点的取組１１】
（スポーツ健康課）

やや遅れている
（やや遅れている）

概ね順調
（概ね順調）

6

生涯にわたる学習・文
化・スポーツ活動の推進

（生涯学習課）

やや遅れている

（概ね順調）

1
地域をつくる生涯学習・文化芸術の推進
【重点的取組１０】
（生涯学習課）

概ね順調
（概ね順調）

2
開かれた学校づくりの推進
【重点的取組７】
（高校教育課）

概ね順調
（概ね順調）

やや遅れている
（やや遅れている）

5

家庭・地域・学校が協働
して子どもを育てる環境
づくり

（生涯学習課）

やや遅れている

（概ね順調）

1
親の「学び」と「子育て」を支える環境づくり
【重点的取組８】
（生涯学習課）

2
地域と学校との協働による学校支援の仕組みづくり
【重点的取組９】
（生涯学習課）

4

信頼され魅力ある
教育環境づくり

（高校教育課）

概ね順調

（概ね順調）

1
教員が学び続けるための体系的な研修の推進
【重点的取組６】
（教職員課）

概ね順調
（概ね順調）

3

障害のある子どもへの
きめ細かな教育の推進

（特別支援教育室）

概ね順調

（概ね順調）

1
一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進
【重点的取組５】
（特別支援教育室）

概ね順調
（概ね順調）

2

豊かな人間性や社会性，
健やかな体の育成

（義務教育課）

やや遅れている

(やや遅れている)

1
感性豊かでたくましい心を持つ子どもの育成と支援
【重点的取組３】
（義務教育課）

やや遅れている
（やや遅れている）

2
基礎的な学力の定着と活用する力の伸長
【重点的取組２】
（義務教育課）

やや遅れている
（概ね順調）

概ね順調
（概ね順調）

1

学ぶ力と自立する力
の育成

（高校教育課）

やや遅れている

（概ね順調）

1
小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進
【重点的取組１】
（義務教育課）

5
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Ⅴ 点検・評価の結果について 
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基本方向　１ 学ぶ力と自立する力の育成

◇宮城の復興を支える人材育成の視点も踏まえ，児童生徒の発達段階に応じ，自己の適性等と社会の中で果たすべき役割，「学ぶ
ことの意義」の理解を促しながら，勤労観や職業観を涵養し，主体的に進路を選択する能力や態度を育成する「志教育」の取組を進
める。
◇基礎的・基本的な知識・技能の更なる定着を図るとともに，学んだことを基に，主体的に考え，判断し，課題を解決する力の育成に
取り組む。
◇幼稚園や保育所等における幼児教育の充実や小学校との円滑な接続に向けた取組を進める。
◇国際理解，環境問題，情報化，福祉等，今日的課題に関する学習を通して，激しく変化する社会を生き抜くための力を育成する。
◇ＩＣＴを活用した学習活動を展開し，発達の段階に応じた情報活用能力を育成するとともに，情報活用のルール，セキュリティ等の
情報モラル教育を推進する。

基本方向を構成する取組の状況

取組
番号

取組の名称 目標指標等の状況 取組評価実績値
達成度

(指標測定年度)

概ね順調

(平成26年度)
体験活動，インターンシップの実施校率
（中学校での職場体験実施校率）（％）

96.5%
Ａ

(平成26年度)
体験活動，インターンシップの実施校率
（高等学校でのインターンシップ実施校率）（％）

66.7%
Ｂ

(平成27年度)

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのかい離
（ポイント）

1.4ポイント
Ａ

(平成26年度)
高校卒業者の進路希望決定率（卒業者に占める進
学・就職等希望者の割合）（％）

99.8%
Ａ

大学等への現役進学達成率の全国平均値とのかい
離（ポイント）

0.9ポイント

1
小・中・高等学校を通じた
「志教育」の推進
【重点的取組１】

体験活動，インターンシップの実施校率
（小学校での農林漁業体験実施校率）（％）

84.2%
Ｂ

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒
の割合（小学６年生）（％）

87.5%

(平成27年度)

Ａ
(平成27年度)

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒
の割合（中学３年生）（％）

72.4%
Ｂ

(平成27年度)

Ｃ
(平成27年度)

(平成27年度)
「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（高校２年
生）（％）

48.9%
Ｂ

(平成27年度)

(平成27年度)
児童生徒の家庭等での学習時間（高校２年生：２時
間以上の生徒の割合）（％）

12.8%

-1.5ポイント

Ｃ
(平成27年度)

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（小学６年
生）（％）

80.9%
Ｂ

(平成27年度)

全国平均正答率とのかい離（中学３年生）（ポイント）

児童生徒の家庭等での学習時間（小学６年生：３０分
以上の児童の割合）（％）

91.1%
Ａ

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」
　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

4
伝統・文化の尊重と国際理
解を育む教育の推進

－ 概ね順調

3 幼児教育の充実 － 概ね順調

5
時代の要請に応えた教育の
推進

－ 概ね順調

やや
遅れている

(平成27年度)
児童生徒の家庭等での学習時間（中学３年生：１時
間以上の生徒の割合）（％）

67.0%
Ｂ

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（中学３年
生）（％）

73.5%
Ｂ

2
基礎的な学力の定着と活用
する力の伸長
【重点的取組２】

Ｂ
(平成26年度)

県立高校における無線ＬＡＮ整備率（％）
15.1%

Ａ
(平成27年度)

全国平均正答率とのかい離（小学６年生）（ポイント）
-5.3ポイント

Ｃ
(平成27年度)

8



■　基本方向評価 やや遅れている

評価の理由・各取組の成果の状況

・取組1「小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進」では，7つの目標指標のうち，達成度Ａが4つ，達成度Ｂが3つであった。「志教
育」の更なる推進を図るため，「みやぎの先人集・未来への架け橋」の朗読ＤＶＤや教師用指導資料の活用を促す実践事例紹介リー
フレットを作成・配布するとともに，「志教育フォーラム2015」や「みやぎ高校生フォーラム」の開催等を通じて普及啓発を図った。また，
「みやぎ産業教育フェア」を開催し，次代につながる新たな産業教育の在り方を発信することで，次代を担う産業人・職業人としての意
識啓発と志の醸成を図ったほか，県内全ての県立高校にキャリアアドバイザーを配置するなど，進路指導体制の充実が図られ，過去
最高記録を達成したことなどから，「概ね順調」と判断する。

・取組2「基礎的な学力の定着と活用する力の伸長」では，10の目標指標のうち，達成度Ａが2つ，達成度Ｂが5つ，達成度Ｃが3つで
あった。全国学力・学習状況調査の結果は，前年度に続き小・中学生ともに全国平均を下回るとともに，「全国平均正答率とのかい
離」については前年度よりやや大きくなっており，基礎的・基本的な学習内容の定着に課題が見られる。また，被災地における児童生
徒の放課後や週末，長期休業期間等の学習支援を行う「学び支援コーディネーター等配置事業」を継続して実施し，学習習慣の形
成を図ったほか，算数・数学の学力向上に向けては，「宮城県学力向上対策協議会」で学力向上対策を取りまとめ，リーフレット「算
数・数学ステップ・アップ5」にして，実践化・自校化を推進するなど，各取組において一定の成果が見られたものの，目標指標の状況
等を勘案し，「やや遅れている」と判断する。

・取組3「幼児教育の充実」では，「学ぶ土台づくり」推進連絡会議を継続して開催するとともに，幼児教育関係者を対象とした「学ぶ土
台づくり」研修会や保護者等を対象とした圏域別親の学び研修会を県内全圏域で開催するなど，関係主体が一同に集まる機会の提
供や共通認識の形成等を図った。また，幼・保・小連携推進地区において，幼稚園教諭，保育士及び小学校教諭を対象に合同研修
会を開催したほか，幼稚園等の新規採用職員等を対象に段階に応じた研修を実施するなど，幼児教育関係者の資質能力の向上を
図った。さらに，被災した幼児を対象に幼稚園就園奨励事業を行った市町村を継続して支援するなど，一定の成果が見られたことな
どから，「概ね順調」と判断する。

・取組4「伝統・文化の尊重と国際理解を育む教育の推進」では，英語教育充実支援事業において「外国語指導助手の指導力等向上
研修」を実施し，学習指導要領のねらいを達成するための授業づくりについて共通理解を深めた。また，高等学校では，実践的英語
教育充実支援事業によりＡＬＴ26人を90校に配置し，外国語教育の充実と地域での国際交流の推進を図ったほか，指定高校9校が
近隣の中学校と連携しながら生徒の英語力の検証や指導改善を行い，生徒の英語使用機会の拡充や英語学習への意欲向上等の
成果を公開研究会等を通じて広く普及を図るなど，一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・取組5「時代の要請に応えた教育の推進」では，松島高校観光科でＩＣＴ機器を活用した指導方法等の実践研究を継続して実施し，
大学等と連携した「みやぎのＩＣＴ教育研究専門部会」で実践報告を行ったほか，情報化推進リーダー研修会や教育の情報化担当者
会議を開催した。また，一斉学習によるＩＣＴを活用した授業スタイルである「MIYAGI Style」を考案し，プロモーションビデオを作成す
るなど，普及・定着を推進したほか，県立高校全校に成績処理やグループウエア機能等を有する「学校運営支援統合システム」を整
備するなど，一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・以上のことから，各取組において一定の成果が見られたものの，「全国平均正答率とのかい離」など目標指標の状況を勘案し，本基
本方向の評価は「やや遅れている」と判断する。

基本方向を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・取組1「小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進」では，宮城の
復興を担う人材を育成するため，小・中・高等学校の全時期にお
いて「志教育」の一層の推進が必要である。また，インターンシッ
プなどの学校外の教育資源を活用した取組を更に推進するほ
か，就業観の多様化に対応した支援が必要である。

・取組2「基礎的な学力の定着と活用する力の伸長」では，学力の
定着を図るため，小・中学校段階での主体的な学習習慣と確かな
学力の定着を図り，高校での学習につなげていくことが必要であ
る。特に算数・数学については，全国平均正答率を下回っている
ことなどから，教員の教科指導力の向上を図る必要がある。また，
児童生徒やその保護者に対してスマートフォン等の使用に関する
問題点や危険性等について注意喚起を図る必要がある。

・「志フォーラム」の開催，「みやぎの先人集」朗読ＤＶＤや教師用
指導資料の活用促進等を通じて，引き続き小・中・高等学校にお
ける「志教育」の推進に取り組む。また，高等学校においては生徒
の希望進路に配慮したインターンシップの受入先の確保を図ると
ともに，「みやぎ産業教育フェア」を継続して開催し，発表・体験・
交流を通じて産業人・職業人としての意識啓発と志の醸成を図
る。

・小・中学校及び高等学校において県独自の調査を継続して実
施し，学習指導の改善と家庭学習の充実を図るとともに，被災地
を中心に学習支援を継続するなど，学習習慣の定着と学力向上
に向けた各取組を進めていく。また，「算数・数学ステップ・アップ
5」の実践化・自校化による授業改善を推進していくため，「算数・
数学ステップ・アップ5実践事例集」を作成し，活用促進を図って
いくほか，スマートフォン等の使用については，児童生徒及び保
護者に「小・中・高校生スマホ・フォーラム」における宣言やルール
づくりを啓発するチラシを配布するなど，家庭や学校におけるルー
ルづくりを推奨していく。
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基本方向を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・取組3「幼児教育の充実」では，幼児期を生涯にわたる人間形成
の基礎を形づくる重要な時期と捉え，関係主体がそれぞれの役割
を果たしながら，幼児教育の充実に取り組むとともに，幼児教育に
おいて中核的な役割を担う幼稚園教諭や保育士等の資質及び専
門性の向上を図る必要があるほか，被災した幼児の就園支援を継
続していく必要がある。

・取組4「伝統・文化の尊重と国際理解を育む教育の推進」では，
小学校，中学校，高等学校のそれぞれの段階において，学習指
導要領のねらいを踏まえた英語教育を推進するとともに，指導の
系統性を踏まえた継続的・発展的な指導を行うことで児童生徒の
英語によるコミュニケーション能力の向上を図る必要がある。

・取組5「時代の要請に応えた教育の推進」では，学校におけるＩＣ
Ｔ環境の整備や教員のＩＣＴ活用指導力が全国平均を下回ってい
ることから，本県の実態に即した着実な教育の情報化を推進して
いく必要がある。また，自然との共生，環境の保全，社会の発展と
資源・エネルギー供給のバランス等の在り方が改めて問い直され
ており，環境に対応できる人材の育成が求められている。

・「学ぶ土台づくり」通信や出前講座等により広く周知を図るととも
に，幼児教育の関係者や保護者等を対象とした研修会を継続し
て開催するなど，「学ぶ土台づくり」の重要性について理解促進と
普及啓発を図っていく。また，幼稚園教諭や保育士等を対象とし
た研修会を継続して実施し，ニーズに合わせて研修内容等の一
層の充実を図るほか，就園支援を長期的・継続的に行うため，必
要な財源措置を国に引き続き要望していく。

・中学校区内の小・中学校が連携し，学習の系統性や継続性に配
慮した指導計画の作成等を進めるとともに，教員研修の充実やみ
やぎの先生「授業の技」配信事業の活用等を推進していく。また，
各校がＣＡＮ－ＤＯリストの形で設定した学習到達目標を活用しな
がら，指導と評価の改善を行い，児童生徒の4技能（聞く，話す，
読む，書く）の向上を図っていく。

・情報化推進リーダー研修会等の各種研修会の実施及び校内研
修を推進するとともに，ＩＣＴを活用することによる教育効果につい
て明確化し，周知を行うほか，学力向上や教員のＩＣＴ活用指導力
の向上に向けて，県教育委員会として提案している「MIYAGI
Style」（ＩＣＴを活用した授業スタイル）の普及・定着に向けた取組
を進める。また，クリーンエネルギーの利活用や理系教育の充実
等により，児童生徒の環境問題に対応できる能力の向上を図る。

■　関連する「宮城の将来ビジョン」・「宮城県震災復興計画」の施策評価の状況

行
政
評
価
委
員
会
の
意
見

■宮城の将来ビジョン　政策7施策15「着実な学力向上と希望する進路の実現」
・評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判断される。
・スマートフォンの過度な使用がもたらす問題及び危険性並びにＩＣＴを活用した授業スタイル「MIYAGI Style」の普及・定着に向
けた取組について，より具体的な課題と対応方針を示す必要があると考える。
・また，「授業が分かる」と答える児童生徒の割合を増やす取組や学力向上策について，専門的な検討を踏まえ，計画の実施に
ついて県民に分かりやすく示す必要があると考える。

■宮城県震災復興計画　政策6施策1「安全・安心な学校教育の確保」
・評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると
判断される。
・設定されている目標指標の実績値のみでは，施策の評価を十分に把握することができないので，学校評価やスクールカウンセ
ラーのニーズ，教育相談についてもその実績値の分析を行い，施策の評価として分かりやすく示す必要があると考える。
・沿岸被災地において，長時間のバス通学をしている児童生徒の学習への影響や心のケア等の対応についても，課題と対応方
針を示す必要があると考える。
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■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・「体験活動，インターンシップの実施校率」は，中学校では目標値を達成したことから達成度「Ａ」に区分され，小学校及び高等学校
では目標値に達しなかったものの，達成率はいずれも90%を超えており，達成度「Ｂ」に区分される。また，他の目標指標も概ね順調に
推移しており，「将来の夢や目標を持っていると答えた児童生徒の割合」については小学校は達成度「Ａ」，中学校は達成度「Ｂ」，「新
規高卒者の就職決定率の全国平均値とのかい離」及び「高校卒業者の進路希望決定率」は前年度に続き目標値を上回ったことか
ら，ともに達成度「Ａ」に区分される。
・「志教育」の更なる推進を図るため，志教育推進会議（年3回）を開催し，事業の進行管理とともに必要な指導助言を行ったほか，推
進指定地区（6地区）での事例発表会，「志教育フォーラム2015」や「みやぎ高校生フォーラム」の開催等を通じて普及啓発を図った。
また，児童生徒が先人の生き方や考え方について学ぶ「みやぎの先人集・未来への架け橋」の朗読ＤＶＤや教師用指導資料の活用
を促す実践事例紹介リーフレットを作成し，県内各学校及び教育関係機関に配布した。
・「みやぎ産業教育フェア」を開催し，専門高校等の学習成果を広く紹介するとともに，次代につながる新たな産業教育の在り方を発
信することで，次代を担う産業人・職業人としての意識啓発と志の醸成を図った。
・現場実習や企業等の熟練技能者による実践授業等を通じて，実践的な知識や技能，ものづくり産業に対する理解を図り，地域産業
を支える人材の育成・確保を図った。
・進路達成については，県内全ての県立高校にキャリアアドバイザーを配置したことなどから，進路指導体制の充実が図られ，就職内
定率は記録のある平成元年以降で過去最高記録を達成した。

・以上のことから，目標指標の状況や各取組の成果等を勘案し，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

99.7%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 100.1% (平成29年度)

4
高校卒業者の進路希望決定率（卒業者に占め
る進学・就職等希望者の割合）（％）

97.4% 99.7% 99.8%
Ａ

0.5ポイント
(平成20年度) (平成26年度) (平成26年度) 100.9% (平成29年度)

3
新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのか
い離（ポイント）

-0.7ポイント 0.5ポイント 1.4ポイント
Ａ

74.9%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 97.4% (平成29年度)

2-2
「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生
徒の割合（中学３年生）（％）

72.0% 74.3% 72.4%
Ｂ

88.0%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 100.3% (平成29年度)

2-1
「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生
徒の割合（小学６年生）（％）

84.0% 87.2% 87.5%
Ａ

1-2
体験活動，インターンシップの実施校率
（中学校での職場体験実施校率）（％）

95.2% 96.5% 96.5%
Ａ

80.0%
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) 91.7% (平成29年度)

1-3
体験活動，インターンシップの実施校率
（高等学校でのインターンシップ実施校率）（％）

62.2% 72.7% 66.7%
Ｂ

(指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

98.0%
(平成24年度) (平成26年度) (平成26年度) 100.0% (平成29年度)

1-1
体験活動，インターンシップの実施校率
（小学校での農林漁業体験実施校率）（％）

81.7% 87.0% 84.2%

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ｂ
90.0%

(平成24年度) (平成26年度) (平成26年度) 96.8% (平成29年度)

(指標測定年度)

基本方向１

取組　１ 小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進【重点的取組１】

主な取組
内容

◇「志教育」を推進するため，推進指定校を指定するとともに，先行的な取組を県内の各学校に発信する。また，児童
が生き方や考え方について学び，夢や志をもつことができる教育資料として作成した「みやぎの先人集」の活用促進を
図る。
◇学校，行政，産業界をつなぐ「産業人材育成プラットフォーム」などを活用し，「志教育」の推進を図る。
◇高校生の進路の探求に向けたワークショップの開催や進路希望の実現を支援するセミナーを実施する。
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･宮城の復興を担う人材を育成するためには，小・中・高等学校の
全時期において，社会における自己の果たすべき役割を主体的
に考えながら，より良い生き方を主体的に探求するように促す「志
教育」の一層の推進が必要である。

・生徒の望ましい職業観や勤労観を育み，進路選択の積極性を
醸成するため，企業等と連携を図りながら，インターンシップなど
の学校外の教育資源を活用した取組を更に推進していく必要が
ある。

・高校卒業後の進路目標実現に向けては，就職決定率が前年度
を上回り，高水準となっているが，定着率の向上や専門性の高い
職業の人材育成等の質的な向上も課題になっていることから，就
業観の多様化に対応した支援が必要である。

・「志教育」の更なる推進を図るため，推進地区の指定や「志教育
フォーラム」の開催，「みやぎの先人集」朗読ＤＶＤや教師用指導
資料の活用促進等を通じて，引き続き小・中学校及び高等学校等
における「志教育」の推進に取り組むとともに，学校だけでなく，家
庭や地域への「志教育」の理解促進と普及啓発をはじめ，ボラン
ティア活動や地域と連携して地域の課題に取り組む貢献活動等
の充実を図っていく。

・各学校における「志教育」の理念の一層の理解促進を図るととも
に，適切な進路指導を行うため，企業や関係機関等との連携を積
極的に進めながら，民間企業の他に大学の研究機関など生徒の
希望進路に配慮したインターンシップの受入先の確保を図るととも
に，多くの社会人講師を学校へ招聘するキャリアセミナーの開催
を引き続き支援していく。

・復興を担う人材を育成するため，小・中・高等学校における「志
教育」や学力向上に向けた取組を一層推進するほか，高等学校
においては，「みやぎ産業教育フェア」を継続して開催し，本県施
策の実現につながる新たな産業教育の在り方を発信するほか，発
表・体験・交流を通じて産業人・職業人としての意識啓発と志の醸
成を図る。また，進路を主体的に選択する能力・態度を育成し，進
路の実現の状況についての成果の把握手法を検討するなど，希
望する進路の実現を図る進路達成支援に取り組むとともに，産業
界の協力により，現場実習や企業等の熟練技能者による実践授
業等を通じた地域産業を支える人材の育成・確保を図っていく。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針

評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。
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■　取組評価 やや遅れている

評価の理由

・児童生徒の学習状況に関する目標指標である「児童生徒の家庭等での学習時間」及び「授業が分かると答える児童生徒の割合」に
ついては，家庭等で2時間以上学習する高校生の割合が前年度より減少し，達成度「Ｃ」に区分されるものの，その他はいずれも前年
度より増加しており，「学力向上に係る５つの提言」の徹底や学習習慣形成等に向けた取組について一定の成果が見られた。
・全国学力・学習状況調査の結果は，前年度に続き小・中学生ともに全国平均を下回るとともに，「全国平均正答率とのかい離」につ
いては達成度「Ｃ」に区分され，前年度よりやや大きくなっており，基礎的・基本的な学習内容の定着に課題が見られる。
・進路達成に関する目標指標である「大学等への現役進学達成率の全国平均値とのかい離」については，高等学校における進学重
点校学力向上事業の指定校増加等により進路指導体制の充実が図られたことなどから，達成率が99.9%とほぼ目標値に達している。
・「県立高校における無線ＬＡＮ整備率」については，着実に整備が進み目標値を上回ったことから，達成度「Ａ」に区分される。
・県内外の大学生等が被災地における児童生徒の放課後や週末，長期休業期間等の学習支援を行う「学び支援コーディネーター等
配置事業」を継続して実施し，児童生徒の学びの機会を確保するとともに，学習習慣の形成を図った。平成27年度は27市町村で実
施し，利用者は延べ16万人を超えた。
・算数・数学の学力向上に向けては，大学教授や校長会代表，PTA代表，小・中学校教員代表，算数・数学指導主事等から成る「宮
城県学力向上対策協議会」を平成27年2月に立ち上げ，これまで4回にわたり協議を行い，学力向上対策を取りまとめるとともに，リー
フレット「算数・数学ステップ・アップ5」にして，県内小・中学校の全ての教職員に配布し，実践化・自校化を推進した。

・以上のことから，各取組において一定の成果が見られたものの，目標指標の状況等を勘案し，本取組の評価は「やや遅れている」と
判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

100.0%
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) 143.8% (平成29年度)

5 県立高校における無線ＬＡＮ整備率（％）
1.3% 10.5% 15.1%

Ａ

1.0ポイント
(平成20年度) (平成26年度) (平成26年度) 99.9% (平成29年度)

4
大学等への現役進学達成率の全国平均値との
かい離（ポイント）

-1.0ポイント 1.0ポイント 0.9ポイント
Ｂ

5.0ポイント
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) -25.0% (平成29年度)

3-2
全国平均正答率とのかい離（中学３年生）（ポイ
ント）

-0.6ポイント 3.0ポイント -1.5ポイント
Ｃ

1.1ポイント
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) -12.7% (平成29年度)

3-1
全国平均正答率とのかい離（小学６年生）（ポイ
ント）

-4.6ポイント 0.9ポイント -5.3ポイント
Ｃ

50.0%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 99.8% (平成29年度)

2-3
「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（高校
２年生）（％）

43.8% 49.0% 48.9%
Ｂ

76.0%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 99.3% (平成29年度)

2-2
「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（中学
３年生）（％）

67.1% 74.0% 73.5%
Ｂ

85.5%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 95.7% (平成29年度)

2-1
「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（小学
６年生）（％）

78.4% 84.5% 80.9%
Ｂ

1-2
児童生徒の家庭等での学習時間（中学３年生：
１時間以上の生徒の割合）（％）

63.1% 69.5% 67.0%
Ｂ

30.0%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 44.1% (平成29年度)

1-3
児童生徒の家庭等での学習時間（高校２年生：
２時間以上の生徒の割合）（％）

13.4% 29.0% 12.8%
Ｃ

(指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

70.5%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 96.4% (平成29年度)

1-1
児童生徒の家庭等での学習時間（小学６年生：
３０分以上の児童の割合）（％）

83.5% 89.5% 91.1%

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ａ
90.5%

(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 101.8% (平成29年度)

(指標測定年度)

基本方向１

取組　２ 基礎的な学力の定着と活用する力の伸長【重点的取組２】

主な取組
内容

◇学習習慣の形成に密接な関係がある基本的生活習慣の定着について，社会全体で取り組むとともに，科学的見地
に基づいたパンフレットを作成する。
◇小・中学校の学力や学習意識の実態を把握するための独自調査や学力向上に取り組む市町村教育委員会に対す
る事業費の支援等を実施し，児童生徒へのよりきめ細かな指導を行うほか，指導主事のチームによる小・中学校の継
続的・個別的な指導を通じて，教員の指導力の向上と校内研修等の充実を図る。
◇各高校を対象に学力テスト，アンケートを実施し，生徒の学力・学習状況を把握するとともに，研修や研究会の開
催，学校への指導主事の派遣等を通して教員の指導力向上を図る。
◇将来医師を目指す生徒等，高い志をもった生徒が希望する進路を達成できるよう，学力や学習意欲の向上に向け
た支援を行う。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・学力の定着を図るためには，小・中学校段階で主体的な学習習
慣と確かな学力の定着を図り，高校での学習につなげていくこと
が必要であるほか，平日に2時間以上学習する高校生の割合が低
い水準にとどまっていることから，引き続き家庭における学習習慣
の形成を図る必要がある。また，沿岸被災地を中心に，県全体で
は2,700人を超える児童生徒が市町村が運行するスクールバスを
利用しており，登下校の長時間化に伴い，学習時間の確保等へ
の対応が必要である。

・全国及び県独自の学力・学習状況調査の結果から各教科にお
ける基礎的・基本的な学習内容の定着に課題が見られるととも
に，特に算数・数学については，小・中学校ともに全国平均正答
率を下回っていることなどから，教員の教科指導力の向上を図る
必要がある。

・スマートフォン等の急速な普及に伴い，児童生徒の所有率が
年々増加しているほか，高校生においては1日1時間以上使用し
ている生徒の割合が77.1%に及んでおり，過度な使用による児童
生徒の学力や生活習慣等への影響が懸念されていることから，児
童生徒やその保護者に対してスマートフォン等の使用に関する問
題点や危険性等について注意喚起を図る必要がある。

・小・中学校における「全国学力・学習状況調査」のほか，小・中学
校及び高等学校において県独自の調査を継続して実施し，分析
結果等を踏まえ，学習指導の改善と家庭学習の充実を図るととも
に，被災地を中心に児童生徒の放課後や週末，長期休業期間等
の学習支援を継続するなど，学習習慣の定着と学力向上に向け
た各取組を進めていく。高等学校においては，課題や小テストの
実施など家庭学習習慣の定着と確保に向けた取組を継続するとと
もに，「分かる授業」の実践，「志教育」の充実による学習意欲の喚
起，家庭との連携による生活習慣の改善や自己教育力を高める
取組を進めていく。

・算数・数学の学力向上対策として取りまとめた「算数・数学ステッ
プ・アップ5」の実践化・自校化を一層推進するとともに，普及によ
る授業改善を推進していくため，リーフレットに即した実践事例を
取りまとめた「算数・数学ステップ・アップ5実践事例集」を作成し，
活用促進を図っていく。

・県内の通信事業者や大型販売店に協力を呼びかけ，児童生徒
及びその保護者に「小・中・高校生スマホ・フォーラム」における宣
言やルールづくりを啓発するチラシを配布するとともに，庁内関係
課室で連携を図りながら，各家庭，学校及び市町村教育委員会
等におけるスマートフォン等の使用に関する取組やルールを取り
まとめ，ホームページやリーフレット等により周知を図るなど，家庭
や学校におけるルールづくりを推奨していく。また，情報モラル周
知カードを作成し，県内児童生徒に配布するなど，スマートフォン
等を介したいじめ対策等にも取り組む。

評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

14



取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・幼児期を生涯にわたる人間形成の基礎を形づくる重要な時期と
捉え，小学校へ入学する時期までに，子どもたちが豊かな心情や
学ぼうとする意欲，健全な生活を送る態度などを身につけることを
目指し，幼児教育に関係する様々な主体がそれぞれの役割を果
たしながら，幼児教育の充実に取り組んでいく必要がある。

・質の高い幼児教育を提供するとともに，様々な教育課題に適切
に対応するため，幼児教育において中核的な役割を担っている
幼稚園教諭や保育士等の資質及び専門性の向上を図る必要が
ある。

・震災により生活環境が大きく変化し，経済的な支援等を必要とす
る家庭が未だ多数あることから，就園支援を継続していく必要があ
る。

・第2期「学ぶ土台づくり」推進計画の目標として掲げた親子間の
愛着形成の促進，基本的生活習慣の確立，豊かな体験活動によ
る学びの促進，幼児教育の充実のための環境づくりに向けて，パ
ンフレットの配布，「学ぶ土台づくり」通信や出前講座等により広く
周知を図るとともに，幼児教育の関係者や保護者等を対象とした
研修会を継続して開催するなど，「学ぶ土台づくり」の重要性につ
いて理解促進と普及啓発を図っていく。

・保健福祉部とそれぞれが実施する研修の調整を図りながら，幼
稚園教諭や保育士等を対象とした研修会を継続して実施するとと
もに，幼児教育に関する最新の情報提供や実践的な指導方法な
ど，ニーズに合わせて研修内容等の一層の充実を図っていく。

・被災した幼児を対象に必要な就園支援を長期的・継続的に行う
ため，必要な財源措置を国に引き続き要望していく。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・平成27年3月に策定した第2期「学ぶ土台づくり」推進計画を着実に推進するため，幼児教育の関係主体が連携し，情報共有や課
題解決に向けた意見交換を行う「学ぶ土台づくり」推進連絡会議を継続して開催するとともに，平成27年度から，幼稚園教諭や保育
士等の幼児教育関係者を対象とした「学ぶ土台づくり」研修会の開催のほか，保護者等を対象とした圏域別親の学び研修会を県内
全圏域で合計20回開催するなど，関係主体が一同に集まる機会の提供や共通認識の形成等を図った。また，親育ちや子育てに関
する講話や保育体験を高校生を対象に10校で実施したほか，独自に普及啓発を行う市町村（4市町）やＮＰＯ（1法人）への支援等を
行うなど，「学ぶ土台づくり」の理解促進と普及啓発を図った。
・幼・保・小連携については，村田町と大崎市松山地区を推進地区に指定し，幼稚園教諭，保育士及び小学校教諭を対象に合同研
修会を開催したほか，村田町では公開研究会を開催し，2年間の事業成果の共有と普及を図った。
・幼稚園等の新規採用職員や現任の保育士を対象に実践的指導力と使命感を養成するとともに，幅広い知見を習得する研修を段階
に応じて実施するなど，幼児教育関係者の資質能力の向上を図った。
・被災した世帯の就園機会を確保するため，被災した幼児を対象に幼稚園就園奨励事業を行った市町村（17市町）を継続して支援し
た。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

基本方向１

取組　３ 幼児教育の充実

主な取組
内容

◇幼児期における質の高い教育を提供する施策をまとめた第２期「学ぶ土台づくり」推進計画の普及啓発を図る。
◇幼稚園教諭や保育士等に対する研修を行い，資質の向上を図る。

15



取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・小学校，中学校，高等学校のそれぞれの段階において，学習指
導要領のねらいを踏まえた英語教育を推進するとともに，指導の
系統性を踏まえた継続的・発展的な指導を行うことで児童生徒の
英語によるコミュニケーション能力の向上を図る必要がある。

・小学校での英語学習を生かした指導を円滑に行うため，中学校
区内の小・中学校が連携し，学習の系統性や継続性に配慮した
指導計画の作成等を進めるとともに，英語科教員の英語力向上に
向け，教員研修の充実やみやぎの先生「授業の技」配信事業の
活用等を推進していく。また，各校がＣＡＮ－ＤＯリストの形で設定
した学習到達目標を活用しながら，指導と評価の改善を行い，児
童生徒の4技能（聞く，話す，読む，書く）の向上を図っていく。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・ＡＬＴを活用した英語でコミュニケーションする楽しさを味わえる授業を通じて，児童生徒の英語学習への積極的な取組を促すととも
に，英語によるコミュニケーション能力の向上を図るため，英語教育充実支援事業において「外国語指導助手の指導力等向上研修」
を実施した。研修にはＡＬＴ（117人）と中学校英語教員（135人）が参加し，学習指導要領のねらいを達成するための授業づくりについ
て共通理解を深めた。
・高等学校では，実践的英語教育充実支援事業によりＡＬＴ26人を90校に配置するとともに，外国語教育の充実と地域での国際交流
の推進を図った。また，当該事業の一つである先進的英語教育充実支援事業において，指定高校9校が近隣の中学校と連携しなが
ら生徒の英語力の検証や指導改善を行い，生徒のコミュニケーション能力の向上を図るとともに，取組を通じて得られた生徒の英語
使用機会の拡充や英語学習への意欲向上等の成果を公開研究会等を通じて広く普及を図った。
・東北歴史博物館においては，こども歴史館・図書情報室の運営のほか，館長講座（土曜日開催，年間6回），民俗芸能講座等（土曜
日開催・各講座全4回），多賀城跡巡りや民話を聞く会等を開催するなど，各種講座等を通じて伝統文化に係る教育普及活動を行っ
た。また，教職員向け指導者養成講座や博物館利用説明会など，学校等が博物館を効果的に活用できるよう，学校教育との連携を
深めた。
・宮城県図書館においては，所蔵している貴重資料の修復・保存を進め，その成果を公開するとともに，学校教育・生涯学習の場で
活用を図るため，貴重資料複製や古典名作複製資料を市町村図書館や公民館，学校等へ貸し出す取組を行った。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

基本方向１

取組　４ 伝統・文化の尊重と国際理解を育む教育の推進

主な取組
内容

◇外国語教育の充実と地域レベルの国際交流を推進し，諸外国との相互理解を深め，国際化の促進に役立てるた
め，語学指導等を行う外国語指導助手を招致する。
◇東北歴史博物館を活用した伝統文化の教育普及や図書館所蔵資料の代替資料を作成し，県民への理解の促進を
図る。
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基本方向１

取組　５ 時代の要請に応えた教育の推進

主な取組
内容

◇「みやぎの教育情報化推進計画」に基づき，２１世紀を生きる子どもたちに求められる力を育む教育を推進するた
め，ＩＣＴ導入による実践研究や情報化推進リーダー研修会等を実施する。
◇情報モラル教育の調査研究や啓発リーフレットを作成するとともに，生徒のネット被害を未然に防止するため，掲示
板やＳＮＳ等のネットパトロールを実施する。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・平成26年度に松島高校観光科に整備した無線ＬＡＮ，電子黒板，一人一台のタブレット端末を商業科目等の日常的な授業で活用
しながら，ＩＣＴ機器を活用した指導方法等の実践研究を継続して実施し，大学等と連携した「みやぎのＩＣＴ教育研究専門部会」で実
践報告を行った。
・教育の情報化を推進するため，情報化推進リーダー研修会や教育の情報化担当者会議を開催したほか，一斉学習によるＩＣＴを活
用した授業スタイルである「MIYAGI Style」を考案し，プロモーションビデオを作成するなど，普及・定着を推進した。さらに校務の情報
化を進めるため，県立高校全校に成績処理やグループウエア機能等を有する「学校運営支援統合システム」の整備を行った。
・携帯電話やインターネット等の利用における情報モラルを身につけさせるネット被害未然防止講演会の開催や，児童生徒のネット被
害を未然に防止するために掲示板，ブログ，プロフ，ツイッター等のＳNＳ検索・監視を行った。
・水産高校では，ソーラー発電を利用した植物プランクトン培養施設での有効活用に関する研究に取り組んだ。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・普通教室における校内LAN整備率等の学校におけるICT環境の
整備や，授業中にICTを活用して指導する能力等の教員のICT活
用指導力が全国平均を下回っていることから，本県の実態に即し
た着実な教育の情報化を推進していく必要がある。

・自然との共生，環境の保全，社会の発展と資源・エネルギー供
給のバランス等の在り方が改めて問い直されており，環境に対応
できる人材の育成が求められている。

・情報化推進リーダー研修会等の各種研修会の実施及び校内研
修を推進し，教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図るとともに，ＩＣＴを
活用した授業の動機づけや機器整備を促進するため，ＩＣＴを活
用することによる教育効果について明確化し，周知を行う。また，
学力向上や教員のＩＣＴ活用指導力の向上に向けて，県教育委員
会として提案している「MIYAGI Style」（ＩＣＴを活用した授業スタイ
ル）については，各種研修会や学校長会議等で「MIYAGI Style」
の考えや授業での活用方法等を周知するとともに，プロモーション
ビデオを県教育委員会のホームページや「YouTube」等に掲載す
るなど，普及・定着に向けた取組を進める。
　
・関係部署と連携を図りながら，クリーンエネルギーの利活用，廃
棄物の再利用や理系教育の充実等により，児童生徒の環境問題
に対応できる能力の向上を図る。
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　【取組を構成する事業一覧】

基本方向１　学ぶ力と自立する力の育成

取組１　小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進【重点的取組１】

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

志教育支援事業

義務教育課

◎
[震災]

高等学校「志教
育」推進事業

高校教育課

◎
[震災]

豊かな体験活動推
進事業
【非予算的手法】

（再掲）

義務教育課

◎
[震災]

進路達成支援事業

高校教育課

◎ クリーンエネル
ギー利活用実践推
進事業

高校教育課

[震災] みやぎの専門高校
展事業

高校教育課

新規 ◎
[震災]

みやぎ産業教育
フェア開催事業

高校教育課

◎
[震災]

みやぎクラフトマ
ン２１事業 高校教育課

◎
[震災]

産業人材育成重点
化モデル事業 高校教育課

新規 ◎ スーパーグローバ
ルハイスクール事
業 高校教育課

新規 ◎
[震災]

スーパープロ
フェッショナルハ
イスクール事業

高校教育課

◎
[震災]

ネクストリーダー
養成塾実施事業 共同参画社会推進

課

◎
[震災]

ものづくり人材育
成確保対策事業

産業人材対策課

◎
[震災]

産業人材育成プ
ラットフォーム推
進事業

産業人材対策課

◎ 若年者就職支援ワ
ンストップセン
ター設置事業

雇用対策課

◎
[震災]

高卒就職者援助事
業

雇用対策課

・専門高校において，大学・研究機関・企業等との連携の強化等により，社会の変化や産業の動
向等に対応した，高度な知識・技能を身につけ，社会の第一線で活躍できる専門的職業人の育成
を図る。

・県内中学生を対象とし，知事や様々な分野の第一人者の講話，グループワークなどを通して，
東日本大震災後の宮城を支える次代のリーダーを育成する。

・ものづくり産業への興味関心や認知度を向上させるため，工場見学会の開催や，副読本及び広
報誌を作成・配布する。
・キャリアカウンセラーを高校等に派遣し，県内製造業への就職拡大や早期離職の防止を図る。
・熟練技能者を工業系高校に派遣し，高校生の技能向上等を支援する。

・産業人材育成関連機関の情報共有等を図るため「みやぎ産業人材育成プラットフォーム｣及び
「圏域版産業人材育成プラットフォーム｣を設置･運営する。
・産業人材育成の機運を醸成するためのフォーラム等を開催する｡

・フリーター等若年求職者を対象に，企業・学校等と連携し，キャリアカウンセリング，職業能
力開発等から職業紹介までをワンストップで行うジョブカフェを核とした就職支援を促進する。

・県内３地域で合同就職面接会を開催する。(年２回)
・県内６地域で企業説明会を開催する。
・県内５地域で新規採用者職場定着セミナーを開催する。(年２回)

・文部科学省から指定されたスーパーグローバルハイスクール事業指定校において，グローバ
ル・リーダー育成に資する教育課程を研究・開発するとともに，生徒に地球規模で生じている社
会課題に対する関心と深い教養，コミュニケーション能力や問題解決力等の国際的素養を育み，
将来，国際的に活躍できるグローバル・リーダーの育成を図る。

　　　　　　　　　　◎　：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城の将来ビジョン推進事業」
　　　　　　　　［震災］：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城県震災復興推進事業」

事業概要

　人間の生き方や社会の有様を改めて見つめ直させた今回の震災を踏まえ，小学校から高等学校
までの系統的な教育活動を通じ，常に社会の中における人間の生き方を考えながら学びに向かう
よう促し，児童生徒が社会人・職業人として自立する上で必要な能力や態度を育てるとともに，
主体的に学ぶ意欲を高める。
・指定校支援・事例発表会
・フォーラムの開催
・「みやぎの先人集　未来への架け橋」の活用促進

　高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より良い生き方を目指し，その実
現に向かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進する。
・研究推進事業
・情報発信事業
・みやぎ高校生マナーアップ運動推進事業
・みやぎ高校生地域貢献推進事業
・魅力ある県立高校づくり支援事業

・震災により地域とのつながりの重要性が再認識されていることから，児童生徒の豊かな人間性
や社会性を育むために，小中学生の民泊による体験学習「子ども農山漁村交流プロジェクト」と
連携し，成長段階に応じて社会奉仕体験や自然体験などの促進を図る。

・高校生に対し，社会の中で果たすべき役割を考えさせるなど，自らの進路を探求するための
ワークショップを開催する。
・生徒の進路希望の実現を支援する就職試験対策セミナー，未内定者向けガイダンス等を行う。

・県立の専門高校において，資源やエネルギーの有限性と環境問題を再認識させ，環境教育設備
の導入によりクリーンエネルギーの利活用などに関する実践的な学習を通し，地球規模の視点に
立って，環境の保全やエネルギー制約などの課題に対応できる職業人の育成を目指す。

・専門高校等における日頃の学習活動や成果を紹介することにより，その魅力的な教育内容につ
いて県民の理解・関心を高め，産業教育の振興を図るとともに，東日本大震災からの復興に向け
て歩みを進める各校の姿を広く発信する。

・専門高校等における学習成果を広く紹介し，魅力的な教育内容について理解・関心を高めると
ともに，｢富県宮城｣｢観光王国みやぎ｣｢食材王国みやぎ｣に取組む本県から，次代につながる新た
な産業教育のあり方を発信する。併せて，大会での発表・体験・交流を通じて，東日本大震災か
らの復興に寄与する次代を担う産業人・職業人としての意識啓発と志の醸成につなげる機会とす
る。

・専門高校生の技術力向上とものづくり産業に対する理解を深め，地域産業を支える人材の確保
と育成につなげるため，現場実習や企業等の熟練技能者による実践的な授業等を行う。

・県内の専門高校を指定校として，各校の地域や特色に応じた専門人材の育成を行う。

18



区分 構成事業名 担当課室

[震災] 新規高卒未就職者
対策事業
【非予算的手法】

高校教育課

[震災] 県立高等学校キャ
リアアドバイザー
事業

高校教育課

◎ 宮城県版キャリア
セミナーコーディ
ネィト事業

高校教育課

子ども農業体験学
習推進事業 農業振興課

[震災] 循環型社会に貢献
できる産業人材育
成事業

高校教育課

 課題研究体験学習
費 高校教育課

[震災] 中高一貫教育推進
事業

高校教育課

[震災] 「地域復興に係る
学校協議会」事業
【非予算的手法】

高校教育課

新規 ◎
[震災]

教育振興基本計画
策定事業

教育企画室

取組２　基礎的な学力の定着と活用する力の伸長【重点的取組２】

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

基本的生活習慣定
着促進事業

教育企画室

◎
[震災]

学力向上推進事業

教職員課
義務教育課
高校教育課

◎ 宮城県学力・学習
状況調査事業 義務教育課

◎
[震災]

小中学校学力向上
推進事業

　児童生徒に基礎・基本を確実に定着させ，学力の全体的な向上を図る。
・研究推進校の指定による教員の指導力向上のための実践研究の推進，研究成果の普及
・学力向上研究校の指定
・指導力に優れた教員の学校等への派遣
・小学校理科中核教員の養成
・英語教育における小中連携の促進
・中学校数学研修会の実施
・正答率の高い学校の取組事例をまとめ，各小中学校に配布
・科学の甲子園ジュニア宮城県予選会の実施
・理科の観察・実験指導等に関する研究協議会の実施
・単元問題ライブラリー「算数・数学チャレンジ大会２０１５」

義務教育課

【学び支援コーディネーター等配置事業】
・被災地における児童生徒の放課後や週末，長期休業期間等の学習支援を行おうとする市町村教
育委員会に，学習活動のコーディネーター等に従事する人材を配置できるよう支援し，児童生徒
等の学習・交流を促進する。

【中学校英語教育充実事業】
・ＣＡＮ－ＤＯリストの趣旨の説明を県内全ての中学校を対象に行うとともに，指導と評価の改
善のためにＣＡＮ－ＤＯリストを活用し，英語教育の充実に資する。

・職業教育を実施する高等学校において，実験・実習等の実際的，体験的な学習の充実と問題解
決能力や創造性の育成を図る。

・中等教育の多様化と魅力ある高校づくりを図る一環として，連携型（志津川高等学校と志津
川，歌津中学校）及び併設型（仙台二華中学校・高等学校，古川黎明中学校・高等学校）の中高
一貫教育の推進を図る。

事業概要

　震災以降，子どもたちの生活リズムが不規則になることが懸念され，規則正しい食習慣や外遊
びなどの重要性がますます高まっていることから，みやぎっ子ルルブル推進会議の設立趣旨に賛
同する企業・団体と連携し，社会総がかりで，幼児児童生徒の基本的生活習慣の定着を図る。
・科学的アプローチに基づいた普及啓発パンフレットの増刷
・優良活動団体・ポスターコンクール入賞者の顕彰
・紙芝居演劇の上演
・普及啓発グッズの作成
・ルルブル運動の啓発

・宮城県総合教育センターに「学力向上に関する総合的な支援機能」を整備の上，全国学力・学
習状況調査及びみやぎ学力状況調査結果の分析内容を踏まえ，児童生徒の更なる学力向上を目指
し，教員の実践力や実践力の基礎となる自己研鑽などを高める総合的な対策を講じる。
　※学力状況調査分析事業

　※高等学校学力向上推進事業（一部）
　※指導力向上長期特別研修事業（一部）【教職員CUP事業】
　※学力向上推進事業（総合教育センター）
　※研修研究事業(総合教育センター)【教職員CUP事業】
　※教員研修支援事業（総合教育センター）

・児童生徒の学力等の実態を把握し，長期間にわたる，よりきめ細かな指導を行うため，県独自
の学力調査等を実施し，授業と研修等の改善を図る。

・高校が地域との役割分担や連携を強化しながら復興の一翼を担っていくとともに，生徒たちに
復興の主体としての自覚や希望を持たせるため，高校が地元の関係者と復興に係る地域の課題を
協議して解決を図っていくための組織を立ち上げる。

・教育制度改革に伴い，教育施策の「大綱」に基づく施策の推進が求められることに加え，震災
により児童生徒を取り巻く環境が大きく変化しており，震災からの単なる復旧にとどまらない本
県教育の復興に向けた施策を推進するため，次期教育振興基本計画を策定する。

・廃棄物の発生抑制やリサイクル産業等について，専門高校生としての基礎的研究を行い,循環
型社会に貢献できる技術者・技能者の育成を図る。

事業概要

・新規高卒者等，若年未就労者の就職支援として，情報教育，家庭科教育，特別支援教育の各分
野における実習補助や事務補助を行う臨時職員を雇用し，県立学校に配置する。

・キャリア教育や職業教育の充実を図るためキャリアアドバイザーをすべての県立高校に配置す
る。

・各県立学校において開催するキャリアセミナーの企画・立案，講師人材の確保等の業務を，啓
発セミナー等の開催ノウハウや実績を有する事業所等に委託し，各学校の取組を支援する。

・小中学校において農業体験学習が有する教材としての価値を周知し，学習内容の充実を図るた
め，教員を対象に実践的知識・技術の習得セミナーを開催する。
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区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

高等学校学力向上
推進事業

高校教育課

◎
[震災]

進学重点校学力向
上事業

高校教育課

◎
[震災]

みやぎフュー
チャースクール事
業
【非予算的手法】

（再掲）

教育企画室

 科学巡回指導費

義務教育課

 原子力エネルギー
教育支援事業

義務教育課

[震災] 東日本大震災みや
ぎこども育英基金
事業（奨学金）
（再掲）

教育庁総務課

[震災] 被災児童生徒就学
支援事業（公立小
中学校）
（再掲）

義務教育課

[震災] 被災児童生徒就学
支援事業（私立小
中学校）
（再掲）

私学文書課

[震災] 被災児童生徒等特
別支援教育就学奨
励事業
（再掲）

特別支援教育室

[震災] 高等学校等育英奨
学資金貸付事業
（再掲）

高校教育課

[震災] 私立学校授業料等
軽減特別補助事業
（再掲）

私学文書課

[震災] 公立専修学校授業
料等減免事業
（再掲）

医療整備課
教育庁総務課
農業振興課

取組３　幼児教育の充実

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

「学ぶ土台づくり｣
普及啓発事業

教育企画室

◎
[震災]

幼・保・小連携推
進事業

義務教育課

◎ 幼稚園等新規採用
教員研修事業
【教職員CUP事業】

教職員課

事業概要

・被災した幼児児童生徒の就学機会を確保するため，授業料等を減免する私立学校の設置者に対
して補助を行う。

・被災した生徒の就学機会を確保するため授業料等を減免するほか，減免した公立専修学校の設
置者に対して補助を行う。

事業概要

・震災により幼児期の多くの子どもが心のケアを必要とする状況となり，「親子間の愛着形成」
が平時以上に欠かせない状況となったことから，その重要性について啓発等を行うとともに，親
育ちの視点から，これから親になる世代に対して，親になることの意義等について意識啓発を行
う。また，関係機関が連携して子どもの育ちを支えるための体制づくりを行う。

　震災により，子どもの生活環境や学習環境が大きく変化したことから，その変化に対応するた
め，保育士・教諭の合同研修会を開催し，子どもの発達を長期的な視野で捉えるとともに，それ
ぞれの教育内容や指導方法について相互理解を図ることにより幼児教育等の充実を図る。
・幼・保・小連携合同研修会
・幼・保・小連携推進地区の指定

・公立の幼稚園等の新任教員を対象とした研修を実施し，実践的指導力と使命感を養うととも
に，幅広い知見を習得させ，幼稚園等の教育水準の維持向上を図る｡

・高校生を対象に学力テスト（２年生），アンケート（１・２年生）を実施し生徒の学力･学習
状況を把握する。

・１学年主任を対象に研修会を実施し，生徒の学力向上及び教員の指導体制の確立を図る。
・指導主事派遣等を通して教員の指導力向上を図る。
・新学習指導要領に対応するため，手引・指導資料等を作成する。
・将来宮城の医師となる志を持つ生徒を対象として，合同学習合宿等を通じて学力，学習意欲の
向上を図る。
・先端科学技術を担う人材，世界に雄飛する人材を高校生段階から育成するための事業を実施す
る。
・高等学校教育の質の保証のための事業を実施する。
　※［関連］学力向上推進事業

・各地域の進学重点校の一層の活性化と県全体の進学達成率の向上を目指し，指定校における生
徒の学習意欲を高め，学力の向上を図るとともに，学校の進学指導体制の改善と教員の指導力向
上を図る。

・「みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて，２１世紀を生きる子どもたちに求められる力を
育む教育を実現するために，大学等と連携し，一人一台の情報端末や電子黒板，無線ＬＡＮ等が
整備された環境において，デジタル教材等を活用した教育の実践研究を行う。

・小学校を訪問し，ものづくりや実験を通した特別授業を行い，科学教育の理解を深めるととも
に，教員の理科指導力向上を図る。

・県立学校及び各市町村教育委員会が実施する原子力やエネルギーに関する教育に係る取組を支
援する。

・国内外からの寄附金を積み立てた東日本大震災みやぎこども育英基金を活用し，震災に起因す
る理由により保護者が死亡又は行方不明となった児童生徒等に対し，安定した学びの機会と希望
する進路選択を実現できるよう，その修学を支援し，有為な人材育成に資する事を目的とした奨
学金を給付する。

・震災により，経済的な理由から就学等が困難となった世帯の公立小中学校(中等教育学校前期
課程含む。)の児童生徒を対象に，学用品費，通学費(スクールバス利用費を含む。)，修学旅行
費，給食費等の就学支援を行う。

・震災による経済的理由から就学が困難となった世帯の私立小・中学校の児童生徒を対象に，学
用品費，通学費，修学旅行費，給食費等の就学支援を行う。

・震災により被災し，就学困難と認められる幼児児童生徒（特別支援学校）の保護者等に対し
て，学用品の購入費や給食費等必要な就学援助を行う。

・経済的理由から修学が困難となった生徒に対し奨学資金を貸し付けるとともに，震災を起因と
した経済的理由により修学が困難となった生徒を対象にした奨学資金を新設し，被災生徒奨学資
金の貸し付け（H23～H27）を行う。

20



区分 構成事業名 担当課室

[震災] 被災幼児就園支援
事業

教育庁総務課

私立学校運営費補
助
（再掲）

私学文書課

私立学校特別支援
教育費補助
（再掲）

私学文書課

私立学校教育改革
特別経費補助
（再掲）

私学文書課

保育士研修事業費

子育て支援課

取組４　伝統・文化の尊重と国際理解を育む教育の推進

区分 構成事業名 担当課室

◎ 図書館貴重資料保
存修復事業
（再掲）

生涯学習課

 実践的英語教育充
実支援事業

高校教育課

英語教育充実支援
事業

義務教育課

 吉林省教育視察団
交流事業費

教育庁総務課

 東北歴史博物館教
育普及事業
（再掲）

文化財保護課

新規 ◎
[震災]

東北歴史博物館教
育普及事業インタ
ラクティブシア
ター整備事業
（再掲）

文化財保護課

・こども歴史館インタラクティブシアターについて，歴史・防災・ＩＣＴ教育を推進するため，
双方向通信参加型体験学習システムを最新機器へリニューアルし，防災教育副読本と連動した映
像コンテンツを制作する。

・県図書館が所蔵している古絵図などの貴重資料を修復し，後世に伝える。また，代替資料（レ
プリカ）の作成により利活用の促進を図り，郷土の歴史・文化への理解促進に役立てる。

・外国語教育の充実と地域レベルの国際交流を推進し，諸外国との相互理解を深め，国際化の促
進に役立てるため，外国語指導等を行う外国語指導助手を民間への業務委託及び派遣契約により
配置する。
・ＣＡＮ－ＤＯリストの作成・活用等及び英語力検証のための先駆的取組を行う先進的英語教育
充実支援事業を行う。

・外国語教育の充実と地域レベルの国際交流を推進し，諸外国との相互理解を深め，国際化の促
進に役立てるため，語学指導等を行う外国語指導助手を招致する。
・小・中学校におけるALTの一層の活用を図り，英語でコミュニケーションする楽しさを味わえ
る授業を通じて児童生徒の英語学習への積極的な取組を促し，英語によるコミュニケーション能
力の向上を図る。

義務教育課

【中学校英語教育充実事業】
・ＣＡＮ－ＤＯリストの趣旨の説明を県内全ての中学校を対象に行うとともに，指導と評価の改
善のためにＣＡＮ－ＤＯリストを活用し，英語教育の充実に資する。

【学び支援コーディネーター等配置事業】
・被災地における児童生徒の放課後や週末，長期休業期間等の学習支援を行おうとする市町村教
育委員会に，学習活動のコーディネーター等に従事する人材を配置できるよう支援し，児童生徒
等の学習・交流を促進する。

・宮城県と中国吉林省との「第１０次交流計画協議書」及び「第Ⅱ期覚書」に基づき，吉林省と
の教育交流を行う。

・東北歴史博物館において教育普及活動及び図書情報室，こども歴史館の運営を行う。

◎
[震災]

小中学校学力向上
推進事業
（再掲）

　児童生徒に基礎・基本を確実に定着させ，学力の全体的な向上を図る。
・研究推進校の指定による教員の指導力向上のための実践研究の推進，研究成果の普及
・学力向上研究校の指定
・指導力に優れた教員の学校等への派遣
・小学校理科中核教員の養成
・英語教育における小中連携の促進
・中学校数学研修会の実施
・正答率の高い学校の取組事例をまとめ，各小中学校に配布
・科学の甲子園ジュニア宮城県予選会の実施
・理科の観察・実験指導等に関する研究協議会の実施
・単元問題ライブラリー「算数・数学チャレンジ大会２０１５」

事業概要

事業概要

・被災した幼児を対象に幼稚園就園奨励事業を行った市町村に対し，所要の経費を補助する。

・私立学校の経常的経費に対して補助を行う｡

・私立学校（特別支援学校，幼稚園）における障害児教育の教育条件の維持向上と保護者負担の
軽減を図るために補助を行う。

・私立学校の活性化・個性化推進及び子育て支援促進の教育改革に資する事業について補助を行
う。

・現任保育士に対する研修を実施する。
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取組５　時代の要請に応えた教育の推進

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

みやぎフュー
チャースクール事
業
【非予算的手法】

教育企画室

組替 ◎ ＩＣＴ利活用向上
事業

教育企画室

◎
[震災]

学校運営支援統合
システム整備事業

教育企画室

◎
[震災]

ネット被害未然防
止対策事業

高校教育課

新規 インターネット安
全利用推進事業 共同参画社会推進

課

◎ クリーンエネル
ギー利活用実践推
進事業
（再掲）

高校教育課

◎ 環境教育実践「見
える化」事業

環境政策課

環境教育リーダー
事業
（再掲）

環境政策課

[震災] 循環型社会に貢献
できる産業人材育
成事業
（再掲）

高校教育課

・環境教育や環境保全活動を目的として開催される講演会や学習会等に，県が委嘱する環境教育
リーダーを派遣し，環境教育の普及及び環境保全活動の円滑な推進を図る。

・廃棄物の発生抑制やリサイクル産業等について，専門高校生としての基礎的研究を行い,循環
型社会に貢献できる技術者・技能者の育成を図る。

・小学校で「環境配慮行動－ｅ行動－」の出前講座を行う。
・児童が取り組んだ「環境日記」の発表会等を開催する。
・ｅ行動によって削減された電力使用量をイラストで「見える化」するＣＤソフトを配布する。
・小学校に電力監視測定器を設置し，電力使用量を「見える化」することにより，学校ぐるみで
の環境配慮行動の実践を促進する。

・「みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて，２１世紀を生きる子どもたちに求められる力を
育む教育を実現するために，大学等と連携し，一人一台の情報端末や電子黒板，無線ＬＡＮ等が
整備された環境において，デジタル教材等を活用した教育の実践研究を行う。

・「みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて，教育の情報化を推進し，本県を担う高度情報通
信ネットワーク社会に対応できる児童生徒の育成を図る。

・学校における教務・校務を支援するシステムを導入することにより，教員の本来の業務である
「生徒に関わる時間」を創出するとともに，ＩＣＴを日常的に活用することによりＩＣＴ教育の
拡がりを促進する。

・児童生徒に携帯電話やスマートフォン等によるネット利用に係る情報モラルを身に付けさせる
とともに，ネット上のいじめや重大な事件等に対する方策として掲示板やＳＮＳ等のネットパト
ロールを行い，ネット被害の未然防止と健全育成を図る。

・青少年の犯罪被害防止等，有害環境浄化のためインターネットの安全利用について啓発を図る
ため「インターネット安全利用推進フォーラム」を実施するとともに啓発パンフレットの作成・
配布などを行う。

・県立の専門高校において，資源やエネルギーの有限性と環境問題を再認識させ，環境教育設備
の導入によりクリーンエネルギーの利活用などに関する実践的な学習を通し，地球規模の視点に
立って，環境の保全やエネルギー制約などの課題に対応できる職業人の育成を目指す。

事業概要
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基本方向　２ 豊かな人間性や社会性，健やかな体の育成

◇本県の多彩な教育資源を活用した体験活動を通して，命を大切にする心や社会的規範意識，美しいものや自然に感動する心を育
てることに取り組む。
◇様々な学習活動や日常生活における外遊びなどを通じて，コミュニケーション能力の育成や言語活動の充実を図るとともに，人と
積極的に交流することにより，社会の中で他者と協調しながら共に生きるために必要な実践的な態度や資質を育成する。
◇いじめ等の問題行動を解消するため，学校・家庭・関係機関が緊密に連携する体制づくりに取り組むとともに，不登校児童生徒の
登校へ向けた支援体制の充実を図る。
◇生涯にわたり健康で活力ある生活を送るための基礎的な体力・運動能力の向上に取り組む。

基本方向を構成する取組の状況

取組
番号

取組の名称 目標指標等の状況 取組評価実績値
達成度

(指標測定年度)

やや
遅れている

(平成26年度)

不登校児童生徒の在籍者比率（中学校）（％）
3.37%

Ｃ
(平成26年度)

不登校生徒の在籍者比率（高等学校）（％）
2.07%

Ｃ
(平成26年度)

Ｂ
(平成26年度)

Ｃ

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計
点の全国平均値とのかい離
（中学２年生女子）（ポイント）

-0.84ポイント Ｃ
(平成27年度)

1
感性豊かでたくましい心を持
つ子どもの育成と支援
【重点的取組３】

不登校児童生徒の在籍者比率（小学校）（％）
0.41%

Ｃ

不登校児童生徒の再登校率（小・中）（％）
31.0%

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」
　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

3
災害に積極的に向き合う知
識と能力の育成

－

やや
遅れている

(平成27年度)

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計
点の全国平均値とのかい離
（小学５年生女子）（ポイント）

-0.78ポイント Ｃ
(平成27年度)

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計
点の全国平均値とのかい離
（中学２年生男子）（ポイント）

-0.23ポイント Ｃ
(平成27年度)

概ね順調

2
健康な体づくりと体力・運動
能力の向上
【重点的取組４】

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計
点の全国平均値とのかい離
（小学５年生男子）（ポイント）

-1.05ポイント

5
心身の健康を保つ学校保健
の充実

－ 概ね順調

4
食に関心を持ち，元気な子
どもの育成

－ 概ね順調
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■　基本方向評価 やや遅れている

評価の理由・各取組の成果の状況

・取組1「感性豊かでたくましい心を持つ子どもの育成と支援」では，4つの目標指標のうち，小・中学校の「不登校児童生徒の再登校
率」が達成度Ｂであったものの，「不登校児童生徒の在籍者比率」については小・中学校で前年度より増加しており，小・中学校，高等
学校のいずれも達成度Ｃであった。スクールカウンセラーの公立全中学校139校への配置や公立全小学校265校への派遣をはじめ，
スクールソーシャルワーカーを22市町に延べ40人を配置して拡充を図り，訪問指導員を増員するとともに，中学1年時に不登校になる
傾向が高い状況を踏まえ，小・中学校間の情報の申し送りや不登校初期段階での迅速かつ組織的な対応等を，リーフレットの作成・
配布や各種研修会等を通じて徹底するよう周知を図るなど，教育相談・生徒指導体制の充実において一定の成果が見られたもの
の，目標指標の状況等を勘案し，「やや遅れている」と判断する。

・取組2「健康な体づくりと体力・運動能力の向上」では，体力・運動能力調査における体力合計点が横ばいの状態が続いており，中
学生の女子で若干の改善が見られたものの，全国平均値の向上により，「児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全
国平均値とのかい離」は前年度より大きくなったことから，小・中学生の男女いずれも達成度Ｃであった。小学校体育主任を悉皆とした
子供の体力・運動能力向上に関する講習会をはじめ，教職員を対象にした講習会や県内小学校への出前研修会等を実施したことに
より，各学校における取組が活発化したほか，「Webなわ跳び広場」を開催するなど，一定の成果が見られたものの，目標指標の状況
等を勘案し，「やや遅れている」と判断する。

・取組3「災害に積極的に向き合う知識と能力の育成」では，指導教材として平成25年度から年次計画で防災教育副読本「未来へのき
ずな」を作成しており，平成27年度は幼稚園，中学校，高等学校用を作成・配布したほか，平成28年4月に多賀城高校に開設する災
害科学科の設置準備を着実に進めるとともに，県内の全公立学校に防災主任を配置し，県内35市町村の小・中学校80校に防災担
当主幹教諭を配置した。また，県内小学校や特別支援学校を防災教育推進協力校として指定し，研究成果の普及を図ったほか，
「みやぎ防災教育推進ネットワーク会議」を継続して開催し，様々な連携が推進できる体制の整備が図られたことなどから，「概ね順
調」と判断する。

・取組4「食に関心を持ち，元気な子どもの育成」では，小・中学校における食に関する年間指導計画が94%の学校で作成が完了した
ほか，学校給食研究協議会や食に関する指導推進研修会を開催し，栄養教諭や学校栄養職員，調理員の資質向上のほか，市町村
教育委員会担当者や給食センター所長等と共通理解を図った。また，学校給食における地場産野菜等の利用品目割合調査を行うと
ともに，地場産物を活用した「伊達な献立コンクール」入賞献立のレシピ集を給食施設に配布し，地場産物の活用促進を図るなど，一
定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・取組5「心身の健康を保つ学校保健の充実」では，学校保健安全法の一部改正に伴う健康診断の変更点について，県のガイドライ
ンを作成し，管理職・学校保健担当者等を対象に説明会を開催したことにより，適切な健康診断の実施に向けて共通理解を図ったほ
か，公立小・中・高等学校・特別支援学校の60校に専門医等を派遣し，保健教育の充実を図った。また，多様化する健康課題に対応
するため，関係機関と協議を行うなど，一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・以上のことから，各取組において一定の成果が見られたものの，「不登校児童生徒の在籍者比率」など目標指標の状況を勘案し，
本基本方向の評価は「やや遅れている」と判断する。

基本方向を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・取組1「感性豊かでたくましい心を持つ子どもの育成と支援」で
は，震災遺児・孤児をはじめ，被災した児童生徒等の心のケアが
今後ますます重要になることから，長期的・継続的な心のケアが必
要であるとともに，いじめ・不登校等の生徒指導上の諸問題に対
応するため，家庭や地域，関係機関等と連携を図りながら，問題
行動等の未然防止，早期発見，早期解決に向けた一層の取組が
必要である。また，児童生徒や保護者への対応と併せて，対応す
る教職員が抱える悩み等への助言や問題解決を支援していく必
要がある。。

・取組2「健康な体づくりと体力・運動能力の向上」では，本県児童
生徒の体力・運動能力は全国平均を下回る傾向が続いており，特
に，沿岸被災地では未だ校庭に仮設住宅等があることなどから，
児童生徒の外遊びや運動する場所が制限されているほか，学校
の統合が進み，スクールバスによる登下校の長時間化に伴い，児
童生徒の体力・運動能力や生活習慣等への影響が懸念されるた
め，効果的な運動プログラムの普及や教職員の指導力の向上の
ほか，規則正しい生活習慣や食生活の定着について学校として
組織的な取組の充実を図っていく必要がある。

・各学校へのスクールカウンセラーの配置・派遣を継続し，スクー
ルソーシャルワーカーの委託市町村数の拡充を進めるとともに，
迅速かつ組織的な対応ができるよう家庭や関係機関等との緊密
な連携体制の構築を図る。また，震災に起因する心のケアやいじ
め・不登校等の問題を抱える学校への教員加配や心のケア支援
員を増員するなど，生徒指導体制の充実を図るとともに，各学校
に「チーム学校」の体制づくりを推進し，学校を外から支える仕組
みを構築していく。さらに，いじめ・不登校等により支援を必要とす
る児童生徒等の学校復帰や自立支援のために市町村が設置する
「みやぎ子どもの心のケアハウス」の運営を支援していく。

・体力・運動能力の向上は全県的な課題であることから，制限され
た運動環境の中でも効果的に運動できる事例や効果を上げた組
織的な取組例の報告書を作成・配布し，運動習慣の確立や食育
の重要性に関する講習会等の充実を図るとともに，「子どもの体
力・運動能力向上拡充合同推進会議」を継続して開催し，対策等
の検討を進める。また，児童生徒の在校時間の中で各学校の実
情に応じた組織的な取組を推進するほか，「Webなわ跳び広場」
を開催し，広報により参加校を拡充しながら，子どもの運動意欲の
向上を図っていく。
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課題 対応方針
･取組3「災害に積極的に向き合う知識と能力の育成」では，児童
生徒の災害対応能力や学校の防災機能・防災拠点機能を高めて
いく必要があるほか，防災主任を中心とした防災体制を含めた防
災教育の充実や防災担当主幹教諭によって地域と連携した取組
等が進められているが，予算や地域協力者の確保が課題となって
いる。また，震災の風化が懸念されており，歴史として残していくた
めの工夫とともに，自分の住む地域の災害特性に目を向けた防災
教育が一層求められる。

・取組4「食に関心を持ち，元気な子どもの育成」では，児童生徒
の食を取り巻く状況は，朝食の欠食や肥満の増加など問題は多
様化しており，生涯にわたる健康への影響が懸念されるため，規
則正しい食生活や食育の理解促進に向けた保護者への啓発が
必要である。また，学校給食における地場産物の利用促進を図る
必要がある。

・取組5「心身の健康を保つ学校保健の充実」では，健康課題の
改善に向けて，各学校で問題意識を持ち，目標の設定や評価が
できるよう，健康課題の項目について統計調査を行う必要がある。
また，各種研修会の充実を図るとともに，地域の関係機関と連携
を図りながら，各学校で課題解決に向けた取組を進める必要があ
る。

・平成28年4月に多賀城高校災害科学科を開設し，防災教育のパ
イロットスクールとしての機能の充実を図るとともに，地域住民や学
校の防災を含む安全教育推進への協力者等と全県を対象とした
フォーラム等を開催し，情報共有を図っていく。また，防災教育副
読本等の活用により指導の充実を図るとともに，地域の防災文化
を根付かせることが風化の防止につながることから，地域講師を活
用するなど，地域と連携した活動の定着を図っていく。

・児童生徒が生活リズムを確立し，食に対する正しい理解を深め
て望ましい食生活を実践できるよう，指導に当たる栄養教諭や学
校栄養職員を対象とする研修会の充実を図り，資質向上を図るほ
か，食育通信等を発行し，引き続き保護者への啓発を図ってい
く。また，関係機関や庁内各課室等との連携を深めながら，地場
産物を利用した食に関する指導に取り組む。

・多様化する健康課題に対応するため，健康課題の項目につい
ての統計調査を毎年実施するとともに，統計調査の結果から県の
健康課題を明確にし，目標を設定して健康課題の改善に取り組
む。また，各種研修会を継続して実施し，養護教諭や保健主事等
の資質向上を図るとともに，地域の関係機関との連携強化に取り
組む。

■　関連する「宮城の将来ビジョン」・「宮城県震災復興計画」の施策評価の状況

行
政
評
価
委
員
会
の
意
見

■宮城の将来ビジョン　政策7施策16「豊かな心と健やかな体の育成」
・評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当で
あると判断される。
・施策の成果の把握には，目標指標の達成状況に加え，施策の方向に沿った各種事業の実施状況や効果をプロセスごとに分
析・評価する視点が重要である。また，目標指標を補完するようなデータや取組を用いて成果の把握に努めるなど，施策の成果
をより分かりやすく示す必要があると考える。
・不登校の問題解決に向けた「県民を巻き込んだ運動」が，保護者以外の一般県民も対象であることが分かるよう，より具体的に
記述する必要があると考える。
・また，特にいじめや不登校の対策と児童生徒の体力・運動能力の向上対策については，沿岸部だけではなく全県的な課題とし
て捉え，その解決に向けた対応方針を示す必要があると考える。

■宮城県震災復興計画　政策6施策1「安全・安心な学校教育の確保」
・評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると
判断される。
・設定されている目標指標の実績値のみでは，施策の評価を十分に把握することができないので，学校評価やスクールカウンセ
ラーのニーズ，教育相談についてもその実績値の分析を行い，施策の評価として分かりやすく示す必要があると考える。
・沿岸被災地において，長時間のバス通学をしている児童生徒の学習への影響や心のケア等の対応についても，課題と対応方
針を示す必要があると考える。

基本方向を推進する上での課題と対応方針
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基本方向２

取組　１ 感性豊かでたくましい心を持つ子どもの育成と支援【重点的取組３】

主な取組
内容

◇豊かな人間や社会性を養うために，自然体験や読書活動等を推進する。
◇心のケアや問題を抱える児童生徒等への対応を図るため，中学校，高校，特別支援学校にスクールカウンセラーを
配置するとともに，市町村教育委員会に派遣し，域内の全ての小学校に対応できるようにする。
◇増加が懸念される不登校児童生徒へのきめ細かな対応を行うために，市町村教育委員会へのスクールソーシャル
ワーカーの配置や適応指導教室への相談員等の派遣を行うとともに，学校・家庭・地域などが一体となり，不登校の早
期発見と早期対応により未然防止を図る。

1-1 不登校児童生徒の在籍者比率（小学校）（％）
0.37% 0.33% 0.41%

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ｃ
0.29%

(平成24度) (平成26年度) (平成26年度) -100.0% (平成29年度)

(指標測定年度) (指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

2.52%
(平成24年度) (平成26年度) (平成26年度) -95.8% (平成29年度)

1-2 不登校児童生徒の在籍者比率（中学校）（％）
3.14% 2.90% 3.37%

Ｃ

1.30%
(平成24年度) (平成26年度) (平成26年度) 25.2% (平成29年度)

1-3 不登校生徒の在籍者比率（高等学校）（％）
2.30% 1.30% 2.07%

Ｃ

41.5%
(平成20年度) (平成26年度) (平成26年度) 83.8% (平成29年度)

2 不登校児童生徒の再登校率（小・中）（％）
37.0% 37.0% 31.0%

Ｂ

■　取組評価 やや遅れている

評価の理由

・「不登校児童生徒の在籍者比率」については，全国的に増加傾向にあり，その要因は様々だが，本県では東日本大震災の影響も
あると考えられる。高等学校では前年度より0.12%減少したものの，小学校では0.01%，中学校では0.2%増加しており，いずれも達成度
「Ｃ」に区分される。
・小・中学校における「不登校児童生徒の再登校率」については，達成率83.8%で，達成度「Ｂ」に区分される。小・中学校における不
登校者在籍者比率は増加傾向にあることから，スクールカウンセラー等を活用して相談体制の充実を図るなど，不登校児童生徒へき
め細やかな対応を行っているものの，再登校率は前年度より2.6%減少し，全国平均を0.5ポイント下回った。
・スクールカウンセラーの公立全中学校139校への配置や公立全小学校265校への派遣をはじめ，スクールソーシャルワーカー，登校
支援ネットワーク事業における訪問指導員を活用することにより，被災児童生徒等への心のケアや不登校児童生徒等の環境改善に
向けた支援を継続するとともに，訪問指導員の増員を図り，個別の家庭訪問等を通じてきめ細かな対応を行うなど，相談・指導体制の
充実に取り組んだ。特に，スクールソーシャルワーカーについては，22市町に延べ40人を配置し（市町村委託），配置の拡充を図った
結果（前年度19市町延べ33人），支援対象児童生徒数1,263人（前年度比136人増）に対応し，不登校問題をはじめ改善・好転した件
数は940件（前年度比192件増）で，全体の58%（前年度比11%増）となるなど一定の成果が見られた。
・震災後，スクールカウンセラーによる相談件数，相談人数は年々増加の傾向にあり，平成27年度は相談件数42,808件，相談人数
48,284人であった。震災前の状況（平成22年度相談件数28,662件，相談人数30,169人）との比較から現在も震災の影響が色濃く表
われており，今後もスクールカウンセラーによる児童生徒や保護者等への長期的・継続的な心のケアが必要な状況にあることから，ス
クールカウンセラーに対するニーズは引き続き高く，今後も配置・派遣の継続及び充実を図っていく。
・「不登校児童生徒の在籍者比率」が依然高止まりとなっている状況を受け，不登校児童生徒の家庭環境や本人の状況，震災の影
響等との関連を調査するため，不登校児童生徒追跡調査を継続して実施するとともに，平成27年2月に立ち上げた不登校対策推進
協議会において，調査結果等を基礎資料としながら，有識者が実効性のある不登校改善策の検討を進めた。
・中学1年時に不登校になる傾向が高い状況を踏まえ，小・中学校間の情報の申し送りや不登校初期段階での迅速かつ組織的な対
応等を，リーフレットの作成・配布や各種研修会での説明等を通じて，全ての学級や学校において徹底するよう周知を図った。

・以上のことから，各取組において一定の成果が見られたものの，目標指標の状況等を勘案し，本取組の評価は「やや遅れている」と
判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。
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評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

・震災から5年が経過し，震災に係る不安等の相談は減ってきてい
るものの，長期化している仮設住宅での生活等のストレスから落ち
着きに欠ける児童や感情の起伏が激しい児童生徒が見られるほ
か，阪神・淡路大震災の前例から見ても，今後も不登校等の教育
的配慮を必要とする児童生徒等の増加が懸念されることなどか
ら，被災した児童生徒等への長期的・継続的な心のケアが必要で
ある。また，スクールバスによる登下校の長時間化に伴い，健康面
の不安等への対応が必要である。

・いじめ・不登校をはじめとする生徒指導上の諸問題に対応する
ため，家庭や地域，外部専門家等の関係機関と連携を図りなが
ら，問題行動等の未然防止，早期発見，早期解決に向けた一層
の取組が必要である。

・学校や市町村教育委員会からの配置日数や勤務時間等の拡充
希望を満たすために，スクールカウンセラーの人材確保やスクー
ルソーシャルワーカーの養成が必要である。

・不登校の問題解決には家族に対するアプローチも重要であり，
県民を巻き込んだ運動となるよう働きかけていく必要がある。

・不登校児童生徒追跡調査を継続して実施し，基礎資料の収集・
分析を進めるとともに，一層実効性のある対策を検討していく必要
がある。

・本県の不登校児童生徒の割合は全国平均より高い状況にあり，
いじめ・不登校等の問題行動の経緯等も多様化しているほか，沿
岸被災地では，震災遺児・孤児をはじめ，児童生徒等の心のケア
が今後ますます重要になることから，児童生徒や保護者への対応
と併せて，対応する教職員が抱える悩み等への助言や課題解決
を支援していく必要がある。

・児童生徒等へのきめ細やかな心のケアや健康状況の把握に取
り組むため，各学校へのスクールカウンセラーの配置・派遣を継続
するとともに，特に沿岸地域の相談を要する事案の多い学校への
スクールカウンセラーの複数配置を今後も継続する。また，保護者
の満足度等からスクールカウンセラー配置の効果等について客観
的・複合的な分析を行い，児童生徒の心の変化をいち早く把握
し，迅速かつ組織的な対応ができるよう，家庭や関係機関等との
緊密な連携体制の構築を図る。あわせて，地域や関係機関等との
協働やスクールカウンセラー等の相互の連携を強化するため，ス
クールカウンセラー連絡会議等の内容の充実や研修会等を通じ
た具体的な活動内容等の情報共有を図っていく。

・問題行動等の諸問題を抱える学校への教員の加配や退職教
員・警察官ＯＢなどの支援員を増員し，校内生徒指導体制の充実
を図るとともに，不登校を未然防止を目的とした小・中連携の在り
方や迅速かつ組織的な初期対応を啓発するリーフレットの活用促
進を図っていく。また，学校だけではなく児童生徒の家庭等に働
きかけ，関係機関と連携しながら環境の改善を行うスクールソー
シャルワーカーの更なる活用を図るため，委託市町村数の拡充を
進め，専門的な相談体制の充実を図る。

・県外臨床心理士会からのスクールカウンセラーの派遣を継続し
て依頼するほか，退職校長等をスクールカウンセラーに準ずる者
として任用し，マンパワーの確保を図る。また，スクールソーシャル
ワーカーの養成については，引き続き県内の大学等に依頼する。

・児童生徒と日常関わり，直接心的成長に寄与する役割を担う保
護者に対し，本県の実態や各取組の意図や内容，家庭の役割の
重要性等を周知し，新たに不登校児童生徒を生まない視点からも
全ての保護者がより積極的に不登校問題に関わるよう，理解促進
を図っていく。また，宮城県不登校対策協議会からの不登校解消
に向けた3つの提言の「保護者・地域・関係機関等の皆様へ」の項
立てを生かし，各学校に「チーム学校」の体制づくりを推進してい
くとともに，地域や関係機関と連携した体制づくりを支援するなど，
学校を外から支える仕組みを構築していく。

・不登校児童生徒追跡調査に基づき講じた「チームで取り組む中
1不登校改善モデル」と「不登校対策の支援モデル」が各学校で
具現化されるよう，実践の推進や初期対応の確認等，各市町村教
育委員会による指導を働きかけていく。また，不登校児童生徒追
跡調査の結果等を市町村教育委員会と共有するとともに，今後の
対策等を検討していくために活用する。

・いじめ・不登校等対策を集約・拡充するとともに，被災地におけ
る児童生徒等の心のケアや対応する教職員等をより直接的に支
援するため，教育庁内に横断的組織を設置し，相談窓口と訪問機
能を一体的に行う相談体制を構築する。また，いじめ・不登校等に
より支援を必要とする児童生徒等の学校復帰や自立支援のため
に市町村が学校外の支援拠点として設置する「みやぎ子どもの心
のケアハウス」の運営を支援していく。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
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基本方向２

取組　２ 健康な体づくりと体力・運動能力の向上【重点的取組４】

主な取組
内容

◇体力・運動能力調査を全児童生徒を対象に実施し，体力・運動能力の状況を把握するとともに，研修会を開催し，
教員の指導力の向上を図る。
◇子どもの体力・運動能力の向上のため，独自に開発した「みやぎっ子！元気アップエクササイズ」の普及・活用を図
る。
◇外部指導者の活用等により，運動部活動の活性化を図り，子どもの運動能力の向上を図る。

1-1
児童生徒の体力・運動能力調査における体力
合計点の全国平均値とのかい離
（小学５年生男子）（ポイント）

-1.15ポイント -0.58ポイント -1.05ポイント

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ｃ 0.0ポイント
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) 17.5% (平成29年度)

(指標測定年度) (指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

0.0ポイント
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) -56.7% (平成29年度)

1-2
児童生徒の体力・運動能力調査における体力
合計点の全国平均値とのかい離
（小学５年生女子）（ポイント）

-0.61ポイント -0.31ポイント -0.78ポイント Ｃ

0.0ポイント
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) -44.4% (平成29年度)

1-3
児童生徒の体力・運動能力調査における体力
合計点の全国平均値とのかい離
（中学２年生男子）（ポイント）

-0.19ポイント -0.10ポイント -0.23ポイント Ｃ

0.0ポイント
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) -100.0% (平成29年度)

1-4
児童生徒の体力・運動能力調査における体力
合計点の全国平均値とのかい離
（中学２年生女子）（ポイント）

-0.56ポイント -0.28ポイント -0.84ポイント Ｃ

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・本県児童生徒の体力・運動能力は全国平均を下回る傾向が続
いており，特に，沿岸被災地では未だ校庭に仮設住宅等があるこ
となどから，児童生徒の外遊びや運動する場所が制限されている
ほか，学校の統合が進み，スクールバスによる登下校の長時間化
に伴い，児童生徒の体力・運動能力や生活習慣等への影響が懸
念されるため，効果的な運動プログラムの普及や教職員の指導力
の向上が必要であるほか，運動だけではなく規則正しい生活習慣
や食生活の定着について学校として組織的な取組の充実を図っ
ていく必要がある。

・体力・運動能力の向上は全県的な課題であることから，制限され
た運動環境の中でも効果的に運動できる事例や効果を上げた組
織的な取組例の報告書を作成・配布し，運動習慣の確立や食育
の重要性に関する講習会等の充実を図るとともに，「子どもの体
力・運動能力向上拡充合同推進会議」を継続して開催し，幼児期
の体力向上や肥満傾向対策の視点を加えながら，対策等の検討
を進める。また，児童生徒の在校時間の中で各学校の実情に応じ
た組織的な取組を推進するほか，「Webなわ跳び広場」を開催し，
広報により参加校を拡充しながら，子どもの運動意欲の向上を
図っていく。

■　取組評価 やや遅れている

評価の理由

・「児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離」については，小・中学生の男女ともに全国平均を
下回り，全国平均値とのかい離も前年度より大きくなったことから，達成度はいずれも「Ｃ」に区分される。体力・運動能力調査における
体力合計点は横ばいの状態が続いており，中学生の女子で若干の改善が見られたものの，全国平均値が向上しているため，かい離
が大きくなっている。
・児童生徒の体力・運動能力の向上のため，小学校体育主任を悉皆とした子供の体力・運動能力向上に関する講習会をはじめ，教
職員を対象にした講習会や県内小学校への出前研修会等を実施したことにより，各学校における課題解決に向けた取組が活発化し
た。また，「Webなわ跳び広場」を開催し，子どもの運動意欲の向上や運動習慣の確立を図った。

・以上のことから，目標指標の状況や各取組の成果等を勘案し，本取組の評価は「やや遅れている」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。
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基本方向２

取組　３ 災害に積極的に向き合う知識と能力の育成

主な取組
内容

◇東日本大震災の教訓を踏まえ策定した「みやぎ学校安全基本指針」に基づき，指導者を育成し，児童生徒の発達
段階に応じた系統的な防災教育を推進する。
◇多賀城高校への災害科学科の設置に向けた準備等を進めるとともに，全ての小中学校・県立学校への防災主任の
配置，地域と拠点となる小・中学校への防災担当主幹教諭の配置を継続する。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・東日本大震災から5年が経過したが，震災の厳しい教訓を風化させることなく，9.11関東・東北豪雨による被害等を踏まえ，本県にお
いては，災害発生時の自助に加え，安心で安全な社会づくりに貢献する態度を育む取組を行っており，今後発生が危惧される自然
災害に対しても自ら危険を回避する力をはじめとした対応力として有効であるとともに，被災の教訓を踏まえた取組として全国の教育
関係者から注目されており，その成果の発信も期待されている。
・東日本大震災等の厳しい教訓を語り継ぎ，地震・津波をはじめとした様々な災害に関する知識を理解し，その知識に基づき正しく判
断し，主体的に行動できるようにするとともに，安全で安心な社会づくりに貢献する態度を育むため，児童生徒の発達の段階に応じた
計画的・体験的な指導が求められていることから，指導教材として平成25年度から年次計画で防災教育副読本「未来へのきずな」を
作成しており，平成25年度は小学校3・4年生向け，平成26年度は小学校1・2年生向けと5・6年生向け，平成27年度には幼稚園，中
学校，高等学校用を作成・配布した。
・防災教育副読本を活用した防災教育の充実を図り，地域と連携した防災教育を推進するため，県内小学校や特別支援学校を防災
教育推進協力校として指定し，効果的な防災教育の指導や地域と連携した防災教育の在り方についてモデル研究を行った。研究の
成果は，平成28年1月に開催した「防災教育を中心とした学校安全フォーラム」をはじめ各地域での研修会やホームページで公開し，
成果の普及を図った。また，副読本の活用年度に合わせ，平成28年度から中学校や高等学校についても取組を拡充していくこととし
ている。
・保護者や地域住民，関係機関と連携した体制を整備するため，平成26年度から「みやぎ防災教育推進ネットワーク会議」を継続して
開催し，県全体での連携を図るレベルから圏域，市町村，それらをベースとした学校区単位等での様々な連携が推進できる体制の整
備に取り組んだ。
・平成28年4月に多賀城高校に開設する災害科学科の設置準備を着実に進めるとともに，県内の全公立学校に防災主任を配置し，
県内35市町村の小・中学校80校に防災担当主幹教諭を配置した。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・児童生徒の災害対応能力を高める防災教育を推進するととも
に，学校の防災機能・防災拠点機能を高めていく必要がある。

・各学校において，防災主任を中心とした防災体制を含めた防災
教育の充実や防災担当主幹教諭によって地域と連携した取組等
が進められているが，その継続に当たっては予算や地域協力者
の確保が課題となっている。

・震災の風化が懸念されており，幼稚園や小学校では震災の経験
がない子どもたちが今後入学してくることから，歴史として残してい
くための工夫が必要であるとともに，昨今の災害発生の状況から
自分の住む地域の災害特性に目を向けた防災教育が一層求めら
れる。

・平成28年4月に多賀城高校災害科学科を開設し，防災教育のパ
イロットスクールとしての機能の充実を図っていく。

・防災教育推進協力校等の取組をはじめとし，児童生徒の安全を
地域で支える観点から，学校の教職員だけでなく地域住民や学
校の防災を含む安全教育推進への協力者等と全県を対象とした
フォーラム等を開催し，情報共有を図っていく。

・防災教育副読本等の活用により指導の充実を図るとともに，地域
の防災文化を根付かせることが風化の防止につながることから，
地域講師を活用するなど，地域と連携した活動の定着を図ってい
く。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・児童生徒の食を取り巻く状況は，朝食の欠食，肥満の増加，思
春期におけるやせの増加など，問題は多様化しており，生涯にわ
たる健康への影響が懸念されるため，規則正しい食生活や食育
の理解促進に向けた保護者への啓発が必要である。

・学校給食における地場産野菜等の利用割合は26.8%で，9.11関
東・東北豪雨の影響もあり，前年度の28.0%を下回ったことから，地
場産物の利用促進を図る必要がある。

・児童生徒が食に対する正しい理解を深めて望ましい食生活を実
践できるよう，児童生徒の指導に当たる栄養教諭及び栄養職員を
対象とする研修会の充実を図り，資質向上を図るほか，食育通信
等を発行し，引き続き保護者への啓発を図っていく。

・関係機関や庁内各課室等との連携を深めながら，地場産物を利
用した食に関する指導に取り組むとともに，震災により打撃を受け
た農林水産業や食品製造・流通業者の復興にもつなげていく。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・学校における食育の推進に向けては，食に関する年間指導計画が94%の学校で作成が完了した。
・栄養教諭，学校栄養職員，新任教諭を対象とした研修会では，平成26年3月に改訂された「食に関する指導・学校給食の手引き」を
活用し，実践的な指導内容について周知を図った。また，栄養教諭等の研修会においても，本手引きを活用し，食に関する指導集の
中の略案をもとに，各学校で実践した内容について授業研究を行った。
・学校給食研究協議会や食に関する指導推進研修会を開催し，教諭や栄養教諭，学校栄養職員，調理員の資質向上のほか，市町
村教育委員会担当者や給食センター所長等と共通理解を図った。
・みやぎの食材をはじめとした食に対する安全・安心対策として，学校給食用食材の事前検査（サンプル測定）を行い，検査結果を速
やかにホームページに公開することで，不安の軽減を図った。
・地産地消の推進においては，学校給食における地場産野菜等の利用品目割合調査を行うとともに，県学校給食会や県牛乳協会と
連携し，宮城米や県産牛乳の安定供給に取り組んだ。
・地場産物を活用した「伊達な献立コンクール」入賞献立のレシピ集を給食施設に配布し，地場産物の利用促進を図るとともに，コン
クール審査員には「食材王国みやぎ伝え人」登録者を活用して，地域の人材と連携した地場産物の普及を図った。
・小中学生から食育推進啓発ポスターを募集し，入賞作品をカレンダーにして各学校に配布した。カレンダーには「みやぎふるさと食
材月間」や「みやぎ水産の日」について記載し，県産食材の普及啓発や利用促進を図った。

以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

基本方向２

取組　４ 食に関心を持ち，元気な子どもの育成

主な取組
内容

◇各学校で，食に関する指導計画等を作成し，食に関する指導体制の整備を進めるとともに，栄養教諭を中核とした
取組を進める。
◇学校給食にみやぎの食材を活用し，食と地元の食材への理解を深める。
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基本方向２

取組　５ 心身の健康を保つ学校保健の充実

主な取組
内容

◇学校生活が円滑に行われるよう，児童生徒に対して健康診断を実施するとともに，適切な保健管理を行う体制を整
備する。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・児童生徒の健康の保持増進を図るため，各学校において健康診断を実施し，適切な保健指導を行った。
・学校保健安全法の一部改正に伴う健康診断の変更点について，県のガイドラインを作成し，管理職・学校保健担当者等を対象に説
明会を開催したことにより，適切な健康診断の実施に向けて共通理解を図った。
・児童生徒の健康課題に対応するため，公立小・中・高等学校・特別支援学校（仙台市を除く）の60校に専門医等を派遣し，保健教
育の充実を図った。
・学校保健研修会や学校・地域保健連携推進事業（学校保健課題解決）において，多様化する健康課題に対応するため，関係機関
と協議を行うなど，連携体制の構築を図った。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・健康課題の改善に向けて，各学校で問題意識を持ち，目標の設
定や評価ができるよう，健康課題の項目について統計調査を行う
必要がある。また，各種研修会の充実を図るとともに，地域の関係
機関と連携を図りながら，各学校で課題解決に向けた取組を進め
る必要がある。

・多様化する健康課題に対応するため，健康課題の項目につい
ての統計調査を毎年実施するとともに，統計調査の結果から県の
健康課題を明確にし，目標を設定して健康課題の改善に取り組
む。また，各種研修会を継続して実施し，養護教諭や保健主事等
の資質向上を図るとともに，地域の関係機関との連携強化に取り
組む。
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　【取組を構成する事業一覧】

基本方向２　豊かな人間性や社会性，健やかな体の育成

取組１　感性豊かでたくましい心を持つ子どもの育成と支援【重点的取組３】

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

志教育支援事業
（再掲）

義務教育課

◎
[震災]

高等学校「志教
育」推進事業
（再掲）

高校教育課

◎
[震災]

豊かな体験活動推
進事業
【非予算的手法】

義務教育課

◎
[震災]

教育相談充実事業

義務教育課

◎
[震災]

高等学校スクール
カウンセラー活用
事業

高校教育課

[震災] 私立学校スクール
カウンセラー等派
遣事業
（再掲）

私学文書課

◎
[震災]

総合教育相談事業

高校教育課

◎
[震災]

登校支援ネット
ワーク事業

義務教育課

◎
[震災]

生徒指導対策強化
事業

高校教育課

◎ 子どもメンタルサ
ポート事業

子育て支援課

義務教育課

高校教育課

生涯学習課

◎
[震災]

みやぎアドベン
チャープログラム
事業

・児童生徒の豊かな人間関係の構築に向け，みやぎアドベンチャープログラム（ＭＡＰ）を展開
するための指導者の養成や研修，事例研究等を進める。

【心の復興支援プログラム推進事業】[震災]
・みやぎアドベンチャープログラムの手法を取り入れた教育活動を推進するとともに，実践研究
やプログラム開発等を行うことで，震災後の児童生徒の心のケアや困難・危機をともに乗り越え
るための力の向上，望ましい人間関係の構築を目指し，児童生徒一人ひとりの心の復興を図る。

・全県立高校にスクールカウンセラーを配置することにより，多様化・複雑化した生徒・保護
者・教員の相談に対応する。
・震災後の生徒の心のケアを図るため，臨床心理に関して高度に専門的な知識，経験を有するス
クールカウンセラー等を被災地域へ多く派遣する。
・教員とスクールカウンセラー，スーパーバイザー等を活用した研修会，連絡会議を開催し，震
災後の心のケアに関する教職員の資質向上に資するとともに，校内の教育相談体制の強化を図
る。
・地域の関係機関や家庭と連携した指導の充実を図るため，学校の要望に応じ，スクールソー
シャルワーカーを配置・派遣する。

・被災した私立学校の幼児児童生徒が精神的な安定した学校生活を送れるよう支援するため，心
のケアを行うカウンセラー等を派遣する。

・心の問題に関する高度な専門的知識・経験を有する精神科医や臨床心理士が，いじめ，不登
校，非行等の諸問題について，面接又は電話による教育相談を行う。また，特に震災による心の
傷が癒えず様々な環境の変化に適応できない児童・生徒に対応して心のケアを進めるよう，相談
体制を強化する。

　震災による問題を含め児童生徒の環境問題等の改善など多様な支援を行う。
・登校支援ネットワーク推進協議会の設置
・地域ネットワークセンターの設置と訪問指導員の配置
・在学青少年育成員の各教育事務所･地域事務所への配置
・スクールソーシャルワーカーの配置
・問題を抱える子ども等の自立支援事業

・生徒指導を支援するサポーター・アドバイザーを配置するとともに，関係機関や外部の専門家
等との連携・協力のネットワークを強化し，組織的・体系的な生徒指導を進め，問題の早期発
見・早期解決を図る。

・児童精神科医により心の問題を有する児童やその家族に専門的なケアを行う。
・子どもの状態に応じた社会適応訓練を提供する。
・学校不適応となった児童生徒の復学や社会的自立を支援する。

　震災により被災した児童生徒の心のケアや問題を抱える児童生徒への支援及び問題行動等の未
然防止を図る。
・県内中学校へのスクールカウンセラーの配置と小学校への派遣
・学校や市町村教育委員会の要望に応じた県内外のスクールカウンセラーの配置・派遣
・各教育事務所（地域事務所）への専門カウンセラーの配置
・適応指導教室への児童生徒の指導を行う相談員やボランティアの派遣
・心のケアに係る研修会等の実施
・心のケアに係る外部人材の活用
・学校教育活動復旧支援員の配置

　　　　　　　　　　◎　：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城の将来ビジョン推進事業」
　　　　　　　　［震災］：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城県震災復興推進事業」

事業概要

　人間の生き方や社会の有様を改めて見つめ直させた今回の震災を踏まえ，小学校から高等学校
までの系統的な教育活動を通じ，常に社会の中における人間の生き方を考えながら学びに向かう
よう促し，児童生徒が社会人・職業人として自立する上で必要な能力や態度を育てるとともに，
主体的に学ぶ意欲を高める。
・指定校支援・事例発表会
・フォーラムの開催
・「みやぎの先人集　未来への架け橋」の活用促進

　高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より良い生き方を目指し，その実
現に向かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進する。
・研究推進事業
・情報発信事業
・みやぎ高校生マナーアップ運動推進事業
・みやぎ高校生地域貢献推進事業
・魅力ある県立高校づくり支援事業

・震災により地域とのつながりの重要性が再認識されていることから，児童生徒の豊かな人間性
や社会性を育むために，小中学生の民泊による体験学習「子ども農山漁村交流プロジェクト」と
連携し，成長段階に応じて社会奉仕体験や自然体験などの促進を図る。
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区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

生徒指導支援事業

義務教育課

[震災] 学校復興支援対策
教職員加配事業 教職員課

義務教育課
高校教育課

◎
[震災]

ネット被害未然防
止対策事業
（再掲）

高校教育課

◎
[震災]

心のケア研修事業
【教職員CUP事業】
（再掲） 教職員課

適応指導教室支援
員派遣事業 義務教育課

 市町村子ども読書
活動支援事業
（再掲）

生涯学習課

新規 図書館子ども読書
活動推進事業
（再掲）

生涯学習課

非行防止及び健全
育成広報啓発事業
【非予算的手法】

警察本部少年課
共同参画社会推進
課

◎ みやぎエコ・ツー
リズム推進事業

観光課

取組２　健康な体づくりと体力・運動能力の向上【重点的取組４】

区分 構成事業名 担当課室

◎ みやぎの子ども体
力運動能力充実プ
ロジェクト事業

スポーツ健康課

◎
[震災]

運動部活動地域連
携促進事業

スポーツ健康課

◎ 平成29年度全国高
等学校総合体育大
会開催事業
（再掲）

全国高校総体推進
室

◎ 平成27年度全日本
中学校体育大会開
催事業
（再掲）

スポーツ健康課

新規 ◎ 平成29年度イン
ターハイ等特別強
化事業
（再掲）

スポーツ健康課

 学校体育研修派遣
費 スポーツ健康課

 体育大会開催費補
助事業 スポーツ健康課

 全国高等学校総合
体育大会参加費 スポーツ健康課

・平成29年度南東北インターハイの本県開催を成功に導くとともに，本大会は３年後に控えた
2020東京オリンピックに向けた本県出身選手の発掘，育成へも繋がる大会となるため，高等学校
の優秀なチームや選手の育成を目指し，競技力の向上を目指す。また，本大会で好成績を納める
ことで，県民のスポーツへの関心を高め，体力・運動能力向上の契機とし，次世代の人材育成を
図る。

・文部科学省等が主催する研修会等に学校体育担当指導主事及び教職員を派遣し，学校体育の充
実を図る。

・中・高等学校の体育大会の開催に要する経費の一部を負担し，中学校，高等学校における体
育・スポーツの充実と振興を図る。

・全国高等学校体育大会等への参加に要する経費の一部を補助し，高等学校運動部の充実と振興
を図る。

・平成27年度に宮城県で開催される全日本中学校体育大会について，主催者として準備及び調整
業務を行うとともに，競技大会の運営を主催する宮城県中学校体育連盟等への業務支援を行うこ
とにより，円滑な大会運営を図る。

・児童生徒に携帯電話やスマートフォン等によるネット利用に係る情報モラルを身に付けさせる
とともに，ネット上のいじめや重大な事件等に対する方策として掲示板やＳＮＳ等のネットパト
ロールを行い，ネット被害の未然防止と健全育成を図る。

・「被災した児童生徒の心のケア」や「学校不適応への対応」等をテーマとする学校単位やサテ
ライト方式による研修会を実施し，児童生徒の心のケアに関する教職員の資質能力の向上を図
る。

・不登校児童生徒の学校復帰のため各市町村等が開設する適応指導教室に支援員を派遣する。

・「第三次みやぎ子ども読書活動推進計画」に基づき，子どもの読書活動を推進する意義の理解
促進や，核となる担い手の育成支援などを行う。

・2014年国際アンデルセン賞（画家賞）受賞者を招へいし，講演会等を通して，読書や絵本の魅
力・楽しさを子ども読書活動の担い手を中心に広く一般に伝えることで，子どもの読書活動推進
の意義について理解促進を図る。

・児童生徒の規範意識及び危機回避能力の向上を目的として，児童生徒の発達段階や学校の実態
に応じた非行・犯罪被害防止教室を実施する。

・教育旅行のメニューとしてニーズの高い，産業観光や自然体験等の現場について調査・整理
し，魅力ある教育旅行メニューを構築するとともに，県内外に発信する。

事業概要

・子どもの体力・運動能力の向上に向け，児童生徒の実態に応じた向上策を検討するとともに，
児童生徒の運動習慣化を図るための方策を運動・食事の両面からも検討を加え，実施する。

・震災の影響により，児童生徒の運動する場や機会の減少をはじめ，体力・運動能力の低下な
ど，学校における運動部活動を取り巻く環境が変化している中で，学校と地域が連携し，地域に
住む優れたスポーツ指導者を「外部指導者」として活用し，運動部活動の充実及び教員の指導力
向上を図る。また，被災校に対して，活動場所への移動や活動場所の確保についての支援を行
う。

・平成29年度に南東北3県（山形・宮城・福島）で開催される全国高等学校総合体育大会（イン
ターハイ）について，主催者として準備及び調整業務を行うとともに，競技大会の運営を主催す
る宮城県高等学校体育連盟等への業務支援を行うことにより，円滑な大会運営を図る。

事業概要

　不登校，いじめ・校内暴力等，児童生徒の問題行動等で課題を抱えている学校に対し，教員の
加配や非常勤職員を配置するなど個別・重点的に支援し，問題行動等の未然防止，早期発見，早
期対応を図る。
・教員の加配
・支援員の配置
・対策推進協議会の開催
・生徒指導アドバイザーの派遣
・生徒指導主事研修会の開催

・被災した児童生徒に対して，手厚い指導・支援体制を図るため，震災で大きな被害を受けた被
災地の学校を中心に，教職員などの人的体制を強化し，きめ細かな指導や児童生徒の心のケアを
行う。
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取組３　災害に積極的に向き合う知識と能力の育成

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

防災専門教育推進
事業 教育企画室

施設整備課

◎
[震災]

防災教育推進事業

スポーツ健康課

[震災] 広域防災拠点整備
事業

危機対策課
都市計画課
スポーツ健康課

[震災] 津波対策強化推進
事業 防災砂防課

[震災] 学校安全教育推進
事業

スポーツ健康課

[震災] 防災主任・防災担
当主幹教諭配置事
業

教職員課

◎
[震災]

防災教育等推進者
研修事業
【教職員CUP事業】

（再掲）

教職員課

新規 ◎
[震災]

東北歴史博物館教
育普及事業インタ
ラクティブシア
ター整備事業
（再掲）

文化財保護課

[震災] 男女共同参画の視
点での防災意識啓
発事業

共同参画社会推進
課

幼少年消防クラブ
育成事業

消防課

・男女共同参画や多様な視点での避難所の運営や防災対策等について，啓発資料作成，講座実施
等により，震災からの復興，防災対策等に男女共同参画の視点を取り入れていくためのリーダー
養成，県民の意識啓発を図る。

・無火災地域推進活動の定着を図るため，火災出火率の低い地域内で活動が顕著な幼少年消防ク
ラブの表彰を実施する。
・クラブ指導者に対し防火・防災に関する研修会を実施する。

・こども歴史館インタラクティブシアターについて，歴史・防災・ＩＣＴ教育を推進するため，
双方向通信参加型体験学習システムを最新機器へリニューアルし，防災教育副読本と連動した映
像コンテンツを制作する。

事業概要

・「人と暮らしを守る」という高い志を持ち，地域や企業などの様々な組織でリーダーシップを
発揮できる人材を育成するとともに，県立学校における防災教育のリーディングケースとしての
役割を担うため，平成２８年４月に多賀城高校に災害科学科を新設する。

・震災の教訓，指針の内容を児童生徒等に内面化させるため，防災教育副読本を作成し防災教育
の徹底を図るとともに，関係機関のネットワークを整備し，学校・家庭・地域の連携による防災
教育・防災体制の充実を図る。
・防災教育推進協力校を指定し，防災教育副読本を活用するとともに，地域と連携した防災教育
のカリキュラムを含めた実践教育を推進し，みやぎモデルを創造する。さらにその成果を発信す
ることにより，防災教育の一層の充実に努める。

・県民を災害から守るための活動拠点及び物資輸送中継拠点等として機能するとともに，平常時
には防災教育機能を備える「広域防災拠点」を整備する。

・住民参画による津波に備えた土地利用や避難態勢の検討，津波防災シンポジウム等を開催す
る。

・震災により子どもたちを取り巻く環境が大きく変わり，登下校や学校生活における安全への配
慮や，防犯への配慮が必要となることから，復旧状況に対応した学校安全教育に継続的に取り組
む。

・自然災害に対する危機意識を高め，学校教育における防災教育等の充実を図るため全公立学校
に防災主任を配置する。また，地域の拠点となる小・中学校に防災担当主幹教諭を配置する。

・学校内の防災教育等を推進するとともに，地域との連携を図る推進的な役割を果たす人材の養
成を目的として研修を実施する。
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取組４　食に関心を持ち，元気な子どもの育成

区分 構成事業名 担当課室

◎ はやね・はやおき･
あさごはん推奨運
動
【非予算的手法】

（再掲）

教育庁総務課
教育企画室
義務教育課
スポーツ健康課
生涯学習課

◎
[震災]

食育・地産地消推
進事業

食産業振興課

◎ 学校給食備品整備
事業
（再掲）

スポーツ健康課

[震災] 学校給食の安全・
安心対策事業
（再掲）

スポーツ健康課

学校給食における
県産食材利用推進
事業

農産園芸環境課

 子どもの健康を育
む総合食育推進事
業
【非予算的手法】

スポーツ健康課

宮城米学校給食実
施事業

農産園芸環境課

学校給食用牛乳供
給事業
【非予算的手法】

畜産課

取組５　心身の健康を保つ学校保健の充実

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

学校・地域保健連
携推進事業

スポーツ健康課

◎ がん教育事業
疾病・感染症対策
室

 県立学校児童生徒
定期健康診断

スポーツ健康課

 県立学校医任用事
業

スポーツ健康課

 性教育実践調査研
究事業

スポーツ健康課

 健康教育研修等派
遣事業

スポーツ健康課

・県内の小中学生等を対象に，がんに関する正しい知識とがん患者に対する正しい認識を持つよ
う教育することを目指し，出前授業等の事業をモデル的に実施するとともに，小・中学校に教師
用テキストを配布，各学校における取組を促す。

・県立学校の児童生徒に対して健康診断を実施し，学校生活が円滑に行われるよう適切な保健管
理を行い児童生徒の健康の保持増進を図る。

・県立学校の学校医等を任用することにより，児童生徒の健康保持の確保を図る。

・性行動の低年齢化や若年層の性感染症の増加が指摘されており，これらの課題に対応するた
め，教員を対象に研修会を開催する。

・文部科学省等が主催する健康教育研修会等に学校保健・学校安全担当指導主事を派遣し,健康
教育行政の推進を図る。

・公立小・中学校及び県立学校を対象に，心身の健康問題を抱えている児童生徒の課題解決に向
け，希望する学校に専門医等を派遣し，「心のケア」などに関する研修会，健康相談等を実施す
る。また，各教育事務所に地域における健康課題解決に向けた支援チームをつくり，研修会等を
実施する。

事業概要

・「はやね・はやおき・あさごはん」といった基本的生活習慣の定着を広く呼びかけ，子どもの
生活リズム向上を図る普及活動を行う。

・県内で生産される農林水産物に対する理解の向上や消費・活用の促進を図るため，地産地消を
全県的に推進する。また，県産食材や地産地消の必要性について理解を深めるため，食育を推進
する。

・夜間定時制課程を置く県立高等学校及び県立特別支援学校において，学校給食を提供するため
に必要な備品を計画的に更新・整備し，学校給食の事故防止及び児童生徒の心身の健全な育成を
目指す。

・東日本大震災における原子力災害に関し，教育環境のより一層の安全・安心の観点から，学校
の校庭等の空間放射線量率及び学校給食食材の放射能測定を行う。

・県内各地域で生産・加工される農林水産物の学校給食における利用を拡大するとともに，小中
学校児童生徒の一次産業への理解促進を図る｡

・「食に関する指導の全体計画」等を作成し,各学校における食に関する指導体制の整備を進め
るとともに，研修会等において実践的取組の周知を図る。
・栄養教諭を中核とした取組の充実を図り，地域の特色を生かした食育の推進を図る。

・宮城県産良質米を学校給食用米穀に供給し,米飯学校給食の円滑な推進と支援を行うため,学校
給食用米穀の確保及び供給を行う｡

・学校給食を通じた牛乳の消費の定着・拡大を促進し，酪農・乳業の安定的発展に資する｡
・児童・生徒の体位・体力の向上を図るため,畜産関係団体等が行う本事業の推進，指導を行
う。

事業概要
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2
障害のある子どもの自立と社
会参加の支援

－ 概ね順調

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」
　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

■　基本方向評価 概ね順調

評価の理由・各取組の成果の状況

・取組1「一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進」では，「特別支援学校の幼稚園，小学校，中学校，高校に対する
支援活動の実施回数」が年々増加傾向にあり，前年度実績値を大きく上回る2,345回で達成度Ａであった。背景には発達障害と思わ
れる児童生徒の増加があり，発達障害に関する相談回数は2,345回のうち834回で，特に高等学校では，ほぼ発達障害に関する相談
内容であった。実際の指導場面で苦慮している教員が多いことから，特別支援学校がセンター的機能を果たしながら，幼稚園から高
等学校まで十分な地域支援を行った。「特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と交流及び共同学習した割合」
と「特別支援教育研修の受講者数」はともに達成度Ｂであり，コーディネーター養成研修等の実施により居住地校交流学習が進むとと
もに，特別支援教育に対する教育現場の関心の高さが分かる結果となった。また，平成28年4月に開校する岩沼高等学園川崎キャン
パス及び女川高等学園のほか，利府支援学校塩竈校（平成29年度開校予定），小松島支援学校松陵校（平成30年度開校予定）等
の設置に向けた準備・調整を進めるなど，各取組において一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。
　
・取組2「障害のある子どもの自立と社会参加の支援」では，民間企業を経験した人材を職場適応指導員として配置し，生徒の能力や
適性の啓発を図りながら就職先の開拓及びアフターケアを行うなど，職場定着を含めた就労支援に一定の成果が見られた。また，特
別支援学校9校において，卒業生や就業先の関係者，支援機関等の職員を招いて，働くこと，地域で豊かに暮らすこと等についての
事例発表会や講演会を実施し，進路指導の充実に向けて一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・以上のことから，目標指標の状況や各取組における成果等を勘案し，本基本方向の評価は「概ね順調」と判断する。

概ね順調

(平成27年度)

特別支援学校の幼稚園，小学校，中学校，高校に
対する支援活動の実施回数（訪問助言・研修会への
講師派遣）（回）

2,345回 Ａ
(平成27年度)

特別支援教育研修の受講者数（人）
1,079人

Ｂ
(平成27年度)

1
一人一人の教育的ニーズに
応じた特別支援教育の推進
【重点的取組５】

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の
児童生徒と交流及び共同学習した割合（％）

30.5%
Ｂ

◇発達障害を含め，障害のある子どもに対して，一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行うために，障害
のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことのできる環境づくりを進めるとともに，特別支援学校の狭隘化等への対応に努める。
◇幼稚園，保育所，小学校，中学校，高等学校に在籍する障害のある児童生徒等について，特別支援学校やさまざまな関係機関が
連携して，当該在籍校等に対する相談・支援を行う体制を整備する。
◇障害のある子どもの社会参加のため，県民の理解促進や就労に向けた支援を推進する。

基本方向を構成する取組の状況

実績値
達成度

(指標測定年度)

取組
番号

取組の名称 目標指標等の状況 取組評価

基本方向　３ 障害のある子どもへのきめ細かな教育の推進
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対応方針
・取組1「一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推
進」では，特別支援学校の児童生徒数は増加傾向にあることか
ら，特別支援学校における狭隘化の解消を図るとともに，学習の
質や効果を高めるための教育環境の整備等に引き続き取り組む
必要がある。また，発達障害と思われる児童生徒等の増加に苦慮
する教育現場が増えているものの，特別支援学校のセンター的機
能だけでは対応が難しくなっている状況は深刻であり，支援活動
の更なる充実が求められている。

・取組2「障害のある子どもの自立と社会参加の支援」では，職場
適応指導員の配置が今後困難になることから，進路指導主事を中
心する職場開拓やアフターケアの充実を図る必要がある。また，
特別支援学校が企画する講演会の内容については，校内の多く
の児童生徒が対象となるものや社会情勢等を考慮したものにする
とともに，積極的な参加を促すための工夫が必要である。

・平成28年4月に女川高等学園や岩沼高等学園川崎キャンパスを
開校するほか，小・中・高校の校舎や余裕教室を活用した分校等
の設置など更なる教育環境の整備に取り組む。また，未就学段階
で特別な支援を必要とする幼児や教育機関に対して適切な支援
を行うことにより，早期発見・早期支援の充実を図るとともに，未就
学の幼児に関わる保健師や児童に関わる教員との連携強化を
図っていく。さらに，教職員向けの研修内容の充実を図るなど，各
教育現場において多様な実態の幼児や児童生徒に対応できる専
門性の向上に向けた取組を進める。

・進路指導連携協議会等において，職場開拓に関する情報共有
や連携強化について積極的に行っていくよう働きかけていく。ま
た，講演会の内容については，計画が提出された時点で細かく吟
味し，内容の修正が必要であれば変更点を提示しながら，より良
い内容を検討するとともに，関係機関が積極的に参加できるよう，
実施時間及び期日等についても併せて検討していく。

■　関連する「宮城の将来ビジョン」・「宮城県震災復興計画」の施策評価の状況

行
政
評
価
委
員
会
の
意
見

■宮城の将来ビジョン　政策7施策17「児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり」
・評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断される。
・外部評価が学校改善に確実につながるよう，ＰＤＣＡマネジメントサイクルの観点から捉え，地域との連携や協働等の新たな取
組もそのサイクルに入れ込むことについて言及する必要があると考える。

■宮城県震災復興計画　政策6施策1「安全・安心な学校教育の確保」
・評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると
判断される。
・設定されている目標指標の実績値のみでは，施策の評価を十分に把握することができないので，学校評価やスクールカウンセ
ラーのニーズ，教育相談についてもその実績値の分析を行い，施策の評価として分かりやすく示す必要があると考える。
・沿岸被災地において，長時間のバス通学をしている児童生徒の学習への影響や心のケア等の対応についても，課題と対応方
針を示す必要があると考える。

課題

基本方向を推進する上での課題と対応方針
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■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・「特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と交流及び共同学習した割合」については，目標値を下回ったもの
の，前年度実績値の29.4%を上回っており，達成度「Ｂ」に区分される。
・共に学ぶ教育の推進に向けて，コーディネーター養成研修等の実施により小・中学校及び高等学校の校内支援体制の充実を図る
とともに，居住地校交流学習の推進に取り組んだ。また，高等学校で増加している特別な支援を必要とする生徒を支援するためのサ
ポートブックを作成・配布した。
・「特別支援学校の幼稚園，小学校，中学校，高校に対する支援活動の実施回数」については，年々増加傾向にあり，平成27年度は
2,345回と目標値を大きく上回ったことから，達成度「Ａ」に区分される。実際の指導場面で苦慮している教員が多いことから，研修会
への参加率も高く，特別支援学校がセンター的機能を果たしながら，幼稚園から高等学校まで十分な地域支援を行った。
・「特別支援教育研修の受講者数」については，目標値には達しなかったものの，約90%の達成率であったことから，達成度「Ｂ」に区
分され，特別支援教育に対する教育現場の関心の高さが分かる結果となった。教育現場において独自に校内研修や地域の主催で
研修会を設ける場合も増えており，教育現場からのニーズが高い状況にある。
・特別支援学校の児童生徒の増加に伴う狭隘化及び軽い知的障害のある生徒の進路拡大に対応するため，平成28年4月に開校す
る岩沼高等学園川崎キャンパス及び女川高等学園のほか，利府支援学校塩竈校（平成29年度開校予定），小松島支援学校松陵校
（平成30年度開校予定）等の設置に向けた準備・調整を進めた。

・以上のことから，目標指標の状況や各取組の成果等を勘案し，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

1,218人
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) 88.6% (平成29年度)

1,147人 1,218人 1,079人
Ｂ

2
特別支援学校の幼稚園，小学校，中学校，高
校に対する支援活動の実施回数（訪問助言・研
修会への講師派遣）（回）

764回 1,600回 2,345回 Ａ

3 特別支援教育研修の受講者数（人）

(指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

1,703回
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 146.5% (平成29年度)

1
特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学
校の児童生徒と交流及び共同学習した割合
（％）

28.2% 34.0% 30.5%

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ｂ 36.0%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 89.8% (平成29年度)

(指標測定年度)

基本方向３

取組　１ 一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進【重点的取組５】

主な取組
内容

◇特別支援学校の児童生徒の増加に伴う狭隘化に対応するため，仙台圏域知的障害特別支援学校の分校等の設置
を進めるとともに，県有施設の更なる活用を進めます。
◇障害のある（特別な支援が必要な）児童生徒が地域の学校に在籍し，障害のない児童生徒と「共に学ぶ」場合に必
要な効果的な教育方法や校内体制の確立に向けて支援する。
◇各学校等で特別支援教育の中心的な役割を担う特別支援教育コーディネーターを育成する。
◇特別支援学校教員が幼稚園，小・中学校，高校に対し訪問指導や研修会等を実施し，支援を行う。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・「宮城県特別支援教育将来構想」の推進に当たっては，その基
本的な考えのもと，重点的に行うべき取組や優先度の高い取組を
効果的かつ効率的に進めていく必要がある。

・知的障害特別支援学校の児童生徒数は増加傾向にあることか
ら，特別支援学校における狭隘化の解消を図るとともに，学習の
質や効果を高めるための教育環境の整備等に引き続き取り組む
必要がある。

・発達障害と思われる幼児や児童生徒の増加に苦慮する教育現
場が増えているものの，特別支援学校のセンター的機能だけでは
対応が難しくなっている状況は深刻であり，支援活動の更なる充
実が求められている。

・共生社会の実現に向け，「宮城県特別支援教育将来構想実施
計画（前期）」に基づき，障害のある児童生徒の心豊かな生活を実
現するための一貫した指導・支援体制の整備や地域社会への参
加を推進するための環境整備に向けた関係者の理解促進に取り
組む。

・軽い知的障害のある生徒のニーズに対応するため，平成28年4
月に女川高等学園や岩沼高等学園川崎キャンパスを開校するほ
か，小・中・高校の校舎や余裕教室を活用した分校等の設置など
更なる教育環境の整備に取り組む。

・未就学段階で特別な支援を必要とする幼児や教育機関に対し
て適切な支援を行うことにより，早期発見・早期支援の充実を図る
とともに，未就学の幼児に関わる保健師や児童に関わる教員との
連携強化を図っていく。また，発達障害の児童生徒に適切に対応
するため，教職員向けの研修内容の充実を図るなど，各教育現場
において多様な実態の幼児や児童生徒に対応できる専門性の向
上に向けた取組を進める。

評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。
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基本方向３

取組　２ 障害のある子どもの自立と社会参加の支援

主な取組
内容

◇相談員を配置し，身近な市町村において障害児等及びその家族が相談・指導を受けられる体制を整備する。
◇障害児等の就職支援に向けた相談体制の整備や支援を行う。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・特別支援学校における進路指導の充実のため，関係機関によるネットワーク・就労後のアフターケア等による就労・生活支援体制の
充実，教育課程の検討や外部人材の作業学習への活用，企業ネットーワーク会議の開催等による職場開拓や職業教育の改善，保
護者や地域の小・中学校等に向けた情報提供，地域連絡協議会を中心とした地域での円滑な社会生活を送るための支援の検討の5
つを柱として取組を進めた。
・県内特別支援学校の生徒一人一人の能力・適性に応じた就職先の開拓やアフターケア業務を行うなど，就労支援の更なる充実を
図るため，特別支援学校9校に14人の職場適応指導員及び就労実践指導員を配置した。
・県内を3つのブロックに分け，代表校を中心に特別支援学校進路指導連絡協議会を開催したほか，特別支援学校9校において卒業
生や就業先関係者，支援機関等の職員を招いて，働くこと，地域で豊かに暮らすこと等についての事例発表会や講演会を開催した。
地域の小・中学校及び高等学校の教員や保護者の参加もあり，進路指導の充実に向けて一定の成果が見られた。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・職場適応指導員の配置が今後困難になることから，各学校にお
いて進路指導主事を中心する職場開拓やアフターケアの充実を
図る必要がある。

・特別支援学校が企画する講演会の内容については，校内の多く
の児童生徒が対象となるものや社会情勢等を考慮したものにする
とともに，積極的な参加を促すための工夫が必要である。

・進路指導連携協議会等において，職場開拓に関する情報共有
や連携強化について積極的に行っていくよう働きかけていく。

・講演会の内容については，計画が提出された時点で細かく吟味
し，内容の修正が必要であれば変更点を提示しながら，より良い
内容を検討するとともに，関係機関が積極的に参加できるよう，実
施時間及び期日等についても併せて検討していく。
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　【取組を構成する事業一覧】

基本方向３　障害のある子どもへのきめ細かな教育の推進

取組１　一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進【重点的取組５】

区分 構成事業名 担当課室

◎ 特別支援学校の整
備

施設整備課

◎ インクルーシブ教
育システム構築モ
デル事業 特別支援教育室

◎ 特別支援教育地域
支援推進事業

特別支援教育室

◎ 特別支援教育研修
充実事業

特別支援教育室

◎ 医療的ケア推進事
業

特別支援教育室

◎ 発達障害早期支援
事業

特別支援教育室

新規 ◎ 共に学ぶ教育推進
モデル事業

特別支援教育室

[震災] 被災児童生徒等特
別支援教育就学奨
励事業

特別支援教育室

[震災] 特別支援学校外部
専門家活用事業

特別支援教育室

特別支援教育総合
推進事業

特別支援教育室

　 就学奨励費

特別支援教育室

 特別支援学校給食
実施費

スポーツ健康課

 障害児就学指導審
議会

特別支援教育室

心身障害児等発
達・療育支援事業

子育て支援課

・関係機関からなる連携協議会を設置し，連携協力体制の構築を推進する。
・早期からの教育相談・支援体制の構築を図るための取組を行う。
・特別支援学校と小・中学校との交流及び共同学習を推進する。

・特別支援学校の幼児，児童，生徒の就学に伴う保護者の経済的負担を軽減するため，その負担
能力に応じて必要な経費を支給する。

・県立特別支援学校の児童生徒の心身の健全な発達に資するため，学校給食を実施する。

・心身の発達に遅れ等が懸念される子どもを早期に発見し，発達相談及び発達訓練指導等を実施
することにより，児童の生活の質を高め，保護者への育児支援を行う。
・関係者（施設職員，学校職員等）との連携を図り，保健・医療・福祉及び教育のネットワーク
を構築する。

　　　　　　　　　　◎　：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城の将来ビジョン推進事業」
　　　　　　　　［震災］：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城県震災復興推進事業」

事業概要

【校舎改築事業費（特別支援学校）】
　経年により老朽化し，構造耐力が低下している既存校舎の改築を行う。
・拓桃支援学校を移転新設する。
　（H23年度～H27年度）
・（仮称）女川高等学園を新設する。
　（H23年度～H27年度）
・山元支援学校の改築を行う。
　（H24年度～H26年度）

【仮設校舎管理事業】
・児童生徒の増加に伴う学級増に対応するため，古川支援学校，利府支援学校，名取支援学校に
おける仮設校舎のリースを行う。

特別支援教育室【障害児地域教育充実事業】
・（仮称）女川高等学園の開校及び拓桃支援学校の移転にあたり必要となる備品等の整備を行
う。
・特別支援学校の狭隘化を解消するにあたり，分校等の整備を行う。

・障害のある学齢児童生徒等の就学指導に関する重要事項を調査審議する。

・インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育を着実に推進するため，学校の設置者
及び学校が，障害のある子どもに対して，その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例
を収集するとともに，交流及び共同学習の実施，教育資源(スクールクラスター)の組み合わせを
活用した取組の実践研究を行い，その成果を普及する。

・幼稚園，小・中学校，高等学校等に在籍している障害のある幼児児童生徒に対する支援のた
め，県立特別支援学校が訪問指導や相談対応，研修会等を実施する。

・学校等で中心的な役割を担う特別支援教育コーディネーターを養成する。
・小中学校の特別支援教育担当者等が特別支援学校で体験実習を行うことにより教員の資質向上
を図る。

・経管栄養等の医療的ケアを必要とする児童生徒のため，特別支援学校に看護師を配置し，医療
的ケアを実施する。
・巡回指導医の指導助言を受けながら，教員が看護師と連携して医療的ケアを実施する。

・仙台市を除く３４市町村の中からモデル地区を指定し，乳幼児健診等において発達障害の疑い
がある未就学児を早期に発見し，関係機関が連携して，適切な支援を継続的に行うための取組を
進める。

・障害のある児童生徒が地域の学校で「共に学ぶ」ために，多様な教育的ニーズに的確に対応し
た体制を整備するため，モデル校，モデル地域を指定し，効果的教育方法や校内体制の確立等に
ついて必要な支援を受けられるよう，専門家等を派遣する。

・震災により被災し，就学困難と認められる幼児児童生徒(特別支援学校)の保護者等に対して，
学用品の購入費や給食費等必要な就学援助を行う。

・外部専門家を活用し，特別支援学校における指導力の向上を図る。また，震災後に様子が変化
した障害のある児童生徒等へのきめ細やかな指導のため，外部専門家を講師として研修会を開催
する。
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区分 構成事業名 担当課室

 乳幼児精神発達精
密検診及び事後指
導事業 子育て支援課

新規  小児慢性特定疾病
児童等自立支援事
業

疾病・感染症対策
室

 総合教育センター
調査研究事業費

特別支援教育室

 総合教育センター
教育相談事業費

特別支援教育室

 総合教育センター
広報啓発事業費

特別支援教育室

 全国特別支援学校
体育大会参加費

スポーツ健康課

 障害児巡回就学指
導相談活動事業費

特別支援教育室

[震災] 校舎等小規模改修
事業費（特別支援
学校）

施設整備課

 既設校舎等環境整
備費（特別支援学
校）

施設整備課

 教材整備事業費

特別支援教育室

・特別支援学校における理科設備等の教材整備を行う。

事業概要

・母子保健法に基づき市町村が実施する健康診査で，発達の遅れ等が懸念される乳幼児を対象に
精密健康診査を行い，早期療育の体制を整えるとともに，育児不安等を抱える親を専門的に支援
する。

・小児慢性特定疾病児童等及びその家族からの相談に応じ，必要な情報の提供及び助言を行うと
ともに，関係機関との連絡調整，その他必要な事業を実施し，療養上の負担軽減及び自立に向け
た支援を行う。

・全国協議会に職員を派遣し，全国における現状や課題に関する情報収集を行い，研修会等にお
いて，情報を発信する。
・県内の特別支援教育における調査研究を行い,分析・整理することにより特別支援教育の充実
や改善に資する。

・障害及び発達の遅れや偏りがあると思われる幼児・児童・生徒の障害等の実態に応じた教育
や，指導上の問題についての相談事業を行う。

・教育関係者及び広く一般県民に向けて，特別支援教育の理解と啓発を図るため，公開講座，広
報誌の発行を行う。

・全国聾学校陸上競技大会及び卓球大会への参加に要する経費の一部を補助し，生涯体育・ス
ポーツの素地となる体育活動の一層の充実と発展を図る。

・特別支援教育相談員による就学相談を実施し，市町村教育委員会が行う就学指導の円滑化を図
る。

・大規模改造及び改築時期までの間の教育環境の改善を図るため，既設施設に対し必要な改修を
行う。
・安全で安心して学べる環境づくりを推進するため、天井落下防止対策等を行う。

・特別支援学校の校地及び既存施設の簡易かつ小規模な維持補修に係る修繕工事等を行う｡
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取組２　障害のある子どもの自立と社会参加の支援

区分 構成事業名 担当課室

◎ 知的障害者居宅介
護職員初任者研修
事業

障害福祉課

◎ みやぎ障害者ＩＴ
サポート事業

障害福祉課

◎ 障害者就業・生活
支援センター事業

障害福祉課

◎ 障害児（者）相談
支援事業

障害福祉課

◎ 発達障害者支援セ
ンター運営事業

障害福祉課

◎ 難聴児補聴器購入
助成事業

障害福祉課

新規 ◎ 女川高等学園就
業・定着支援事業
【非予算的手法】

特別支援教育室

県立特別支援学校
職場適応援助事業

特別支援教育室

 特別支援学校進路
指導充実事業

特別支援教育室

職場適応訓練事業

雇用対策課

・知的障害特別支援学校における就職指導を充実するため，職場適応指導員を配置する。

・特別支援学校に在籍する生徒の進路指導及び卒業後のアフターケアを充実させる。
・教育，福祉，労働等関係機関による地域連携協議会を開催する。

・みやぎ障害者ＩＴサポートセンターを設置し，基礎研修やスキルアップ研修，障害児向け研修
等を実施する。

・障害者就業・生活支援センターを設置し，生活担当支援員を配置することにより，生活面を中
心とした相談対応や支援を行う。

・市町村の障害者相談支援事業と連携して相談員を配置し，身近な地域で障害児等及びその家族
が相談・指導を受けられる体制を整備する。
・指定相談支援事業者の相談員等を対象とした研修会の開催等を行う。

・発達障害者支援センター「えくぼ」を設置し，発達障害児（者）及びその家族，支援者に対す
る相談支援，発達支援，就労支援のほか，関係施設及び関係機関等に対する普及啓発，研修等を
実施する。

・両耳の平均聴力レベルが３０ｄＢ以上で，身体障害者手帳の交付対象とならない１８歳未満の
難聴児に対し，補聴器購入費用の一部を助成する市町村を支援する。

・平成28年4月に開校を予定している（仮称）宮城県立支援学校女川高等学園では，地域での自
立・社会参加を目指した指導を展開する。この事業では，生徒が校外の居住施設を利用し,より
現実に即した社会参加の訓練を行うものである。

・障害者の職域を拡大し，就労の円滑化を図るため，知的障害者を対象とした居宅介護職員初任
者養成研修を実施する｡

事業概要

・障害者等が，実際に職場で訓練することで,求職者の知識・技能の習得を容易にさせ，就職を
促進させる。

45



概ね順調
(平成27年度)

公立学校（小・中・高・特別支援）教員の総合教育セ
ンターにおける専門研修（希望研修）受講率（％）

22.06%
Ｂ

(平成27年度)

基本方向　４ 信頼され魅力ある教育環境づくり

◇採用，研修，評価，人事異動等の各段階を通じ，総合的に教員の指導力及び資質の向上を図る。
◇学校ごとに，教育目標，教育活動計画とその実施状況，教育成果の評価等を公開し，開かれた学校づくりを推進する。
◇県立高校においては，「主体的に生き抜く力」と「人と関わる力」の育成に特に重点的に取り組むこととし，そのために必要となる授
業展開，学校づくり，条件整備等を行う。
◇子どもたちが安心して学べるように学習環境の充実に努めるとともに，私立学校の役割も踏まえ，私学への支援を行う。

基本方向を構成する取組の状況

取組
番号

取組の名称 目標指標等の状況 取組評価

2
開かれた学校づくりの推進
【重点的取組７】

外部評価を実施する学校（小・中・高）の割合（小学
校）（％）

99.2%
Ａ

実績値
達成度

(指標測定年度)

1
教員が学び続けるための体
系的な研修の推進
【重点的取組６】

１０年経験者研修（共通研修）における受講者アン
ケート（４段階評価）の平均評価点（ポイント）

3.62ポイント
Ａ

概ね順調

(平成26年度)
外部評価を実施する学校（小・中・高）の割合（中学
校）（％）

97.8%
Ａ

学校外の教育資源を活用している高校の割合（％）
87.2%

Ａ
(平成27年度)

学校評価研修会に参加する学校の割合（％）
93.6%

Ｂ
(平成27年度)

(平成26年度)
外部評価を実施する学校（小・中・高）の割合（高等
学校）（％）

100%
Ａ

(平成27年度)

5 県立高校の改革の推進 － 概ね順調

概ね順調

4
教職員を支える環境づくりの
推進

－ 概ね順調

3
優れた人材の確保と能力を
発揮できる教職員人事シス
テムの確立

－

7 私学教育の振興 － 概ね順調

6 学習環境の整備充実 － 概ね順調

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」
　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

■　基本方向評価 概ね順調

評価の理由・各取組の成果の状況

・取組1「教員が学び続けるための体系的な研修の推進」では，「10年経験者研修における受講者アンケートの平均評価点」が目標値
を上回り，受講者のニーズに応じた質の高い研修を提供できたことから，達成度Ａであったほか，「公立学校教員の総合教育センター
における専門研修受講率」については目標値に達しなかったものの，特に平成27年度は例年と比較して初任者が多く，教員の研修
に対する意欲は回復傾向にあることから，達成度Ｂであった。また，防災や児童生徒の心のケア，特別支援教育，ＩＣＴに関する研修と
いった喫緊の課題や教育現場のニーズに応じた研修を設定するなど，一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・取組2「開かれた学校づくりの推進」では，5つの目標指標のうち，小・中・高等学校の「外部評価を実施する学校の割合」及び「学校
外の教育資源を活用している高校の割合」は目標値を上回り，達成度Ａであった。また，「学校評価研修会に参加する学校の割合」
は達成度Ｂであるものの，実績値は前年度より大幅に改善された。開かれた学校づくりを推進するため，各県立高校では学校関係者
評価委員会を設置し，学校評価システムがより実効性をもって運用されるよう学校評価研修会を実施したほか，学校の運営における
解決困難な問題に対応していくため，学校経営研修会及び学校経営相談会を実施した。さらに，高校が地元の関係者と復興に向け
た地域の課題を協議して解決を図るため，県内各圏域でパートナーシップ会議等を開催するなど，一定の成果が見られたことなどか
ら，「概ね順調」と判断する。
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評価の理由・各取組の成果の状況

・取組3「優れた人材の確保と能力を発揮できる教職員人事システムの確立」では，出願者数を増やす取組として，県内のみならず，
東北地区・関東地区の大学を複数訪問し，説明会を開催したほか，実践的指導力や豊かな人間性，教育への情熱を持った優れた教
員を採用するための第2次選考の面接等の時間を確保するため，これまで第2次選考で実施してきた適性検査を前年度に引き続き第
1次選考で実施した。また，障害者特別選考，教職経験者特別選考，東京会場での第1次選考の実施，特別支援学校の希望の有
無，自己アピール票の導入等を継続したことにより，より実践的指導力の高い，人間性豊かな人材の採用について一定の成果が見ら
れたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・取組4「教職員を支える環境づくりの推進」では，定期健康診断を実施し，要再検者には健康管理医等による適切な指導を行ってお
り，高い再検査受診率を維持しているほか，メンタルヘルス対策に重点を置き，共済組合と連携して，管理職員対象の研修会や教職
員に対するセミナーを開催し，ラインによるケア及びセルフケアの推進に努めた。震災対策として，健康調査を実施し，精神健康及び
仕事に関するチェック結果を通知して心身の自己管理を促したほか，「こころの復興フォーラム」を開催し，現在の状況と責任者として
の対応方策について協議し，情報と認識の共有を図った。また，長時間労働対策として，教職員の在校（庁）時間や従事状況の実態
を本人及び管理職員に周知するとともに，長時間労働の希望者に対して医師の面接指導を実施するなど，一定の成果が見られたこ
となどから，「概ね順調」と判断する。

取組5「県立高校の改革の推進」では，「復興を担う人材育成」や「志教育」を柱とした魅力ある学校づくりを支援するとともに，平成27
年4月に開校した登米総合産業高校の新設学科（福祉科）をはじめ，各学科の備品等の整備を行った。また，平成30年度の気仙沼高
校と気仙沼西高校の統合に向けて，統合対象校統合準備委員会を4回開催し，統合校の基本方針等を策定したほか，地域のニーズ
を踏まえた魅力ある高校づくりを推進するため，柴田農林高校と大河原商業高校の再編に向けて，大河原地域における高校のあり方
検討会議を開催するなど，一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

取組6「学習環境の整備充実」では，被災校91校中87校で災害復旧工事が完了しているほか，経済的理由から就学等が困難になっ
た被災児童生徒等の世帯に対して，学用品費等の支給や奨学金の貸付などの就学支援を継続して行った。また，前年度に引き続
き，沿岸部を中心に教職員の加配措置や退職教員等を活用した緊急支援員の配置を行ったほか，小学2年生64校64学級，中学校1
年生66校66学級，計130校130学級で35人超学級の解消を図り，本務教員及び常勤講師160人を配置したことにより，授業につまずく
児童生徒の減少や発展的学習に取り組む児童生徒の増加，基本的生活習慣の定着など，学習及び生活面で一定の効果が見られ
たほか，教員の指導力向上や教材研究等についても一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

取組7「私学教育の振興」では，学校運営経常経費等の助成を行い，私立学校の教育条件の維持・向上及び保護者の経済的負担の
軽減を図ったほか，私立学校へのスクールカウンセラー配置及び私立幼稚園の預かり保育の経費等を助成し，教育相談体制の整備
及び子育て支援の推進を支援するなど，一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・以上のことから，目標指標の状況や各取組における成果等を勘案し，本基本方向の評価は「概ね順調」と判断する。

基本方向を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・取組1「教員が学び続けるための体系的な研修の推進」では，教
職経験，職能又は勤務学校種に応じて教員に求められる基礎的
な資質能力の養成するための研修に加え，今日的教育課題に対
応する資質能力を養成するための研修を適時に受講できるよう設
定するとともに，教員の養成，採用，研修を一体的に捉え，学び続
ける教員を支えるキャリアシステムを構築することが求められてお
り，大学と更なる連携を図る必要がある。

・取組2「開かれた学校づくりの推進」では，地域から信頼される学
校づくりやより実効性のある学校改善を進めるために学校評価を
活用していくとともに，各県立高校において地域等への情報発信
を更に進める必要がある。また，企業等と連携を図りながら，イン
ターンシップなどの学校外の教育資源を活用した取組を更に推進
していく必要がある。

・取組3「優れた人材の確保と能力を発揮できる教職員人事システ
ムの確立」では，実践的な指導力や豊かな人間性を持った教員を
より多く採用するとともに，平成29年度からの仙台市への税源移譲
を見据えて，宮城県が求める人材をより多く選考するため，選考方
法の抜本的な見直しや改善を図る必要がある。また，再任用が今
後増えていくに当たり，新規採用者数を安定して確保するための
採用計画を作成する必要がある。

・庁内関係各課及び関係機関で構成する教員研修検討会議にお
いて必要な見直し等の検討を行うとともに，総合教育センターが
中心となって緊急性又は重要性を勘案しつつ，教員の研修計画
を策定し，研修を実施できる体制の検討を進める。また，教育委
員会と大学等が相互に議論して養成や研修の内容を調整し，国
の法改正の動向等を注視しながら，現在の教員研修の検討体制
の在り方を含めて検討を進める。

・学校評価研修会の充実を図り，学校評価の結果を学校経営の
改善や魅力ある学校づくりの実現に結びつけるとともに，ホーム
ページの整備や刷新等により評価結果の積極的な情報発信に努
め，学校経営の透明性の確保を図る。また，生徒の希望進路に配
慮したインターンシップの受入先の確保を図るとともに，多くの社
会人講師を学校へ招聘するキャリアセミナーの開催を引き続き支
援していく。

・全国から優秀な人材やより多くの受験者を確保するため，県の独
自性があり，受験者が受験してみたいと思うような制度設計に取り
組むとともに，採用説明会の内容の充実を図り，大学等へのＰＲ活
動を引き続き積極的に行っていく。また，再任用制度の見直しや
子どもの数の見通しを含めた採用計画の策定を進める。
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課題 対応方針

■宮城の将来ビジョン　政策7施策17「児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり」
・評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断される。
・外部評価が学校改善に確実につながるよう，ＰＤＣＡマネジメントサイクルの観点から捉え，地域との連携や協働等の新たな取
組もそのサイクルに入れ込むことについて言及する必要があると考える。

■宮城県震災復興計画　政策6施策1「安全・安心な学校教育の確保」
・評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると
判断される。
・設定されている目標指標の実績値のみでは，施策の評価を十分に把握することができないので，学校評価やスクールカウンセ
ラーのニーズ，教育相談についてもその実績値の分析を行い，施策の評価として分かりやすく示す必要があると考える。
・沿岸被災地において，長時間のバス通学をしている児童生徒の学習への影響や心のケア等の対応についても，課題と対応方
針を示す必要があると考える。

■　関連する「宮城の将来ビジョン」・「宮城県震災復興計画」の施策評価の状況

行
政
評
価
委
員
会
の
意
見

基本方向を推進する上での課題と対応方針

・取組4「教職員を支える環境づくりの推進」では，精神疾患による
休職者がここ数年60人前後と横ばいの状況にあり，予防対策を進
めるとともに，引き続きメンタルヘルス対策を実施し，心身のケアを
図る必要がある。また，健康管理の面から在校時間の縮減に向け
て，教育庁と学校が連携して教職員の長時間労働対策に取り組
む必要がある。

・取組5「県率高校の改革の推進」では，新入試制度の円滑な実
施に向けて，生徒や保護者，学校等に情報を提供するとともに，
学校等の評価や成果について調査・分析を行い，今後の方向性
について検討する必要がある。また，魅力ある学校づくりを推進す
るため，地方創生等の観点を踏まえた新たな視点と地域のニーズ
を反映させた再編整備を行う必要がある。

・取組6「学習環境の整備充実」では，未だ仮設校舎対応となって
いる学校があることから，早期復旧・再建に向けた取組を着実に
進めるとともに，被災児童生徒等への就学支援を継続していく必
要がある。また，震災により児童生徒を取り巻く生活環境が大きく
変化したことを踏まえ，学級規模や教職員配置の適正化等を引き
続き進めていく必要がある。

・取組7「私学教育の振興」では，私立学校に対する経費の助成に
ついて，少子化に伴う児童生徒等の減少に配慮した助成の充実
が求められる。

・公立学校共済組合と連携して，セルフケア，管理監督者によるラ
インによるケア，産業保健スタッフによるケア，事業場外資源によ
るケアの4つのケアを推進するとともに，「メンタルヘルスワーキング
グループ」で効果的な取組の検討を進める。また，長時間労働対
策については，衛生委員会等で議論を進め，効果的な取組を周
知するほか，「多忙化解消ワーキンググループ」で多忙化解消に
向けた取組を検討していく。

・入試制度保護者説明会や地区別公立高校合同説明会を開催し
て情報提供を行うとともに，入学者選抜審議会及び同専門委員会
の諮問に応じた質問紙調査の実施や県民への意見聴取会の開
催等を通じて，必要な情報収集を行う。また，高校再編等が必要
な地区において「地域における高校のあり方検討会議」を開催す
るなど，地域のニーズを反映させた魅力ある学校づくりに向けた取
組を検討していく。

・津波で甚大な被害を受けた農業高校と気仙沼向洋高校の再
建，石巻高校と仙台三桜高校の災害復旧工事を適切な進捗管理
により進めるとともに，必要な就学支援を長期的・継続的に行って
いくため，必要な財源措置を国に引き続き要望していく。また，小・
中学校の低学年における35人以下の学級編制の推進や沿岸部
を中心とした教職員の加配措置といった人的体制の強化に引き
続き取り組むとともに，学校図書やＩＣＴ機器等の整備を進める。

・学校教育における私立学校が果たしている役割の重要性を考慮
し，関係機関とも緊密に連携しながら，運営費補助をはじめ各種
の助成制度の効率的かつ効果的な活用により私学教育の充実を
図っていく。
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1
１０年経験者研修（共通研修）における受講者ア
ンケート（４段階評価）の平均評価点（ポイント）

3.41ポイント 3.60ポイント

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
･教職経験，職能又は勤務学校種に応じて教員に求められる基礎
的な資質能力の養成するための研修に加え，今日的教育課題に
対応する資質能力を養成するための研修を適時に受講できるよう
設定する必要がある。

・緊急度又は重要度の高い研修や新たな取組を実施するために
は，既存の研修の整理・統合・廃止を行う必要がある。

・総合教育センターから遠方の教員が研修に参加しやすい日程，
会場及び手法等を工夫することにより，研修を受講する教員の利
便性を高めることが求められる。

・民間企業等への派遣研修の積極的な活用を図るため，実施形
態等を工夫する必要がある。

・今後は，教員の養成，採用，研修を一体的に捉え，学び続ける
教員を支えるキャリアシステムを構築することが求められており，体
系的な研修を推進するため，大学と更なる連携を図る必要があ
る。

・研修の設定に当たっては，庁内関係課室及び関係機関で構成
する教員研修検討会議において必要な見直し等の検討を行うとと
もに，総合教育センターが中心となって緊急性又は重要性を勘案
しつつ，教員の研修計画を策定し，研修を実施することができる体
制の検討を進める。

・研修の実施形態における効率化を観点とした整理・統合及び優
先度の低い研修の延期・廃止を積極的に検討する。

・地域ごとの研修受講者のニーズを把握するとともに，サテライト型
研修の検証・検討を行うほか，ＩＣＴを活用したサテライト型研修等
の手法について引き続き検討する。また，自己研鑽及び校内研修
等を支援するための取組の充実を図る方法を併せて検討する。

・専門高校のニーズを把握するとともに，学校と派遣先の民間企
業等とのマッチングの方法や派遣期間の弾力化など，学校の負
担につながらないような実施形態等を検討する。

・教育委員会と大学等が相互に議論して養成や研修の内容を調
整し，教員の育成ビジョンを共有するための仕組みを構築するた
め，国の法改正の動向等を注視しながら，現在の教員研修の検
討体制の在り方を含めて検討を進める。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・「10年経験者研修における受講者アンケートの平均評価点」については，受講者の満足度が高く，受講者のニーズに応じた質の高
い内容の研修を提供できたことから，目標値を上回り，達成度「Ａ」に区分される。
・「公立学校教員の総合教育センターにおける専門研修の受講率」については，平成26年度と同様の22.06%で，目標値に達しなかっ
たものの，達成率は90%を超えており，達成度「Ｂ」に区分される。学校現場において震災の影響による課題への対応が続く中で，特
に平成27年度は例年と比較して初任者が多かったことから，教員の研修に対する意欲は回復傾向にある。
・防災や児童生徒の心のケア，特別支援教育，ＩＣＴに関する研修といった喫緊の課題や教育現場のニーズに応じた研修を設定する
など，教職員ＣＵＰ（キャリア・アップ・プログラム）事業等において一定の成果が見られたことなどから，今後も研修の内容等の見直し
の検討を重ねていくことを継続し，引き続き本取組の方向性を維持していく。

・以上のことから，目標指標の状況や各取組の成果等を勘案し，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

25.00%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 95.9% (平成29年度)

2
公立学校（小・中・高・特別支援）教員の総合教
育センターにおける専門研修（希望研修）受講
率（％）

20.93% 23.00% 22.06% Ｂ

3.62ポイント

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ａ
3.60ポイント

以上
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 100.6% (平成29年度)

(指標測定年度) (指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

基本方向４

取組　１ 教員が学び続けるための体系的な研修の推進【重点的取組６】

主な取組
内容

◇教諭，養護教諭，司書教諭，栄養教諭（職員），事務職員等の資質の向上を図るため，初任者や経験年数等に応じ
た各種の研修を実施する。
◇専門高校の教員の実践的な指導力を身に付けるため，民間企業等への派遣研修を実施する。
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■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・一つ目の指標「外部評価を実施する学校の割合」は，小学校・中学校・高等学校ともに目標値を達成したことから，達成度「Ａ」に区
分される。
・二つ目の指標「学校外の教育資源を活用している高校の割合」については，前年度実績値（92.5%）を下回ったものの，目標値を大
幅に上回ったことから，達成度「Ａ」に区分される。
・三つ目の指標「学校評価研修会に参加する学校の割合」については，目標値を下回ったものの，前年度実績値（73.8%）より大幅に
改善され，達成度「Ｂ」に区分される。
・以上のとおり，本取組の目標指標等の状況は，達成度「Ａ」が4つ，「Ｂ」が1つとなっている。
・開かれた学校づくりを推進するため，各県立高校に学校関係者評価委員会を設置し，学校評価の充実を図るとともに，学校評価シ
ステムがより実効性をもって運用されるよう学校評価研修会を実施した。
・学校の運営における解決困難な問題に迅速かつ適切に対応していくため，学校経営研修会及び学校経営相談会を実施した。
・高校が地域との役割分担や連携を強化しながら復興の一翼を担っていくとともに，生徒に復興の主体としての自覚や希望を持たせ
るため，高校が地元の関係者と復興に向けた地域の課題を協議して解決を図っていくための組織を設置し，県内各圏域でパート
ナーシップ会議等を開催した。

・以上のことから，目標指標の状況や各取組の成果等を勘案し，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

100%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 93.6% (平成29年度)

3 学校評価研修会に参加する学校の割合（％）
67.3% 100% 93.6%

Ｂ

90.0%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 111.8% (平成29年度)

2
学校外の教育資源を活用している高校の割合
（％）

58.1% 78.0% 87.2%
Ａ

1-2
外部評価を実施する学校（小・中・高）の割合
（中学校）（％）

74.7% 91.0% 97.8%
Ａ

100%
(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 100.0% (平成29年度)

1-3
外部評価を実施する学校（小・中・高）の割合
（高等学校）（％）

100% 100% 100%
Ａ

(指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

94.0%
(平成20年度) (平成26年度) (平成26年度) 107.5% (平成29年度)

1-1
外部評価を実施する学校（小・中・高）の割合
（小学校）（％）

77.1% 92.0% 99.2%

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ａ
98.0%

(平成20年度) (平成26年度) (平成26年度) 107.8% (平成29年度)

(指標測定年度)

基本方向４

取組　２ 開かれた学校づくりの推進【重点的取組７】

主な取組
内容

◇各県立校に学校評議員を配置するとともに，学校評価・授業評価に関する研修会を開催する。
◇優れた専門的知識や技能を有する社会人を特別非常勤講師として登用する。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・志教育の考え方に基づき，地域から信頼される学校づくりやより
実効性のある学校改善を進めるために学校評価を活用していくと
ともに，各県立高校において地域等への情報発信を更に進める
必要がある。

・生徒の望ましい職業観や勤労観を育み，進路選択の積極性を
醸成するため，企業等と連携を図りながら，インターンシップなど
の学校外の教育資源を活用した取組を更に推進していく必要が
ある。

・地域から信頼される学校づくりを進めるため，学校経営の改善に
つながる優れた事例や地域から信頼される学校づくりの事例等を
情報提供するなど，学校評価研修会の充実を図り，学校評価の結
果を学校経営の改善や魅力ある学校づくりの実現に結びつけると
ともに，ホームページの整備や刷新等により評価結果の積極的な
情報発信に努め，学校経営の透明性の確保を図る。高等学校に
おいては，パートナーシップ会議等の，産業界や行政機関と協力
関係を構築し，連携を図りながら地域に根ざした教育活動を展開
するために必要な事項を検討する組織を設置する取組が始まっ
ていることから，学校改善に向けて取組を推進していく。

・各学校に対して「志教育」の理解促進と普及啓発を図るとともに，
適切な進路指導を行うため，企業や関係機関等との連携を積極
的に進めながら，民間企業の他に大学の研究機関など生徒の希
望進路に配慮したインターンシップの受入先の確保を図るととも
に，多くの社会人講師を学校へ招聘するキャリアセミナーの開催
を引き続き支援していく。

評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。
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基本方向４

取組　３ 優れた人材の確保と能力を発揮できる教職員人事システムの確立

主な取組
内容

◇民間からの校長登用を含め，採用選考方法の工夫・改善を図り，実践的指導力や豊かな人間性，教育への情熱を
持った優れた教員を採用する。
◇職員の人事・給与を管理するシステムの保守・運営を行う。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・教員採用選考では，優れた資質を持つ教員の確保のため，前年度に引き続き，大学院修士課程進学者及び在学者の採用名簿登
載者で希望する者について，専修免許状の取得を条件に，大学院修了まで名簿登載猶予を実施した。また，特別支援教育に携わり
たいという意欲のある人材を新規採用段階から積極的に配置するため，特別支援学校を第一志望とする場合に採用願書に希望を記
載することとした。
・出願者数を増やす取組として，県内のみならず，東北地区・関東地区の大学を複数訪問し，説明会を開催した。説明会では次年度
の概要や選考方法，選考日程等を周知するなど，受験者の求める情報を多く提供するよう努めた。
・実践的指導力や豊かな人間性，教育への情熱を持った優れた教員を採用するための第2次選考の面接等により多くの時間を取る
ために，前年度に引き続き，これまで第2次選考で実施してきた適性検査を第1次選考で実施した。
・障害者特別選考，教職経験者特別選考，東京会場での第1次選考の実施，特別支援学校の希望の有無，自己アピール票の導入
等を継続して行った結果，より実践的指導力の高い，人間性豊かな人材の採用について一定の成果が見られた。
・民間人校長の登用については，採用選考を実施しなかったものの，平成29年度の仙台市への税源移譲を見据えて，今まで以上に
優れた人材を確保できるよう選考内容の見直しや周知方法の改善について検討を進めた。
・給与管理総合システムは，教育職員約18,000人の人事・給与情報の管理等のほか，人事異動や昇給・昇格等の業務支援を担うな
ど，欠くことのできないシステムであることから，効率的な運用を図った。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・実践的な指導力や豊かな人間性を持った教員をより多く採用す
るとともに，平成29年度からの仙台市への税源移譲を見据えて，
宮城県が求める人材をより多く選考するため，選考方法の抜本的
な見直しや改善を図る必要がある。

・教育委員会内の障害者法定雇用率2.2%の達成に向けた取組を
進める必要がある。

・雇用と年金の接続を図る再任用が今後増えていくに当たり，新
規採用者数を安定して確保するための採用計画を作成する必要
がある。

・給与管理総合システムはシステム構築から20年以上が経過し，
給与制度等の改正に伴う度重なるプログラムの改修等により，既
存プログラムが複雑化・硬直化していることから，今後の給与制度
等の改正やシステムニーズの変化等への対応が課題となってい
る。

・全国から優秀な人材やより多くの受験者を確保するため，県の独
自性があり，受験者が受験してみたいと思うような制度設計に取り
組むとともに，採用説明会の内容の充実を図り，大学等へのＰＲ活
動を引き続き積極的に行っていく。

・障害者特別選考の周知の徹底を図るほか，配置する現場にお
いても障害者雇用に対する理解促進を図っていく。

・再任用制度の見直しや子どもの数の見通しを含めた採用計画の
策定を進める。

・データ連係が必要な人事・給与統合システム（総務課所管）との
システム統合や知事部局において先行開発した人事給与トータ
ルシステムの共用の可能性など，他のシステムの動向等も踏まえ
ながら，引き続きシステムの再構築等に向けて検討を進める。

52



基本方向４

取組　４ 教職員を支える環境づくりの推進

主な取組
内容

◇教育の今日的な諸課題に対応できるよう，研修機能，研究機能，相談・支援機能を有する研修の中核施設の整備を
進める。
◇健康診断や医師による面接指導等の実施により，教職員の健康管理を計画的に行う。

評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・本県における精神疾患により休職している教職員は，ここ数年60
人前後と横ばいの状況にあり，予防対策を進めるとともに，専門的
機関等の支援が必要な教職員の割合は，平成27年度（第3回）健
康調査の結果，「精神健康全般に関するチェック」で約10%，「仕事
に関するチェック（バーンアウト）」で約17%と平成23年度（第1回）
及び平成25年度（第2回）調査からほぼ変化が見られないため，引
き続きメンタルヘルス対策を実施し，心身のケアを図る必要があ
る。

・県立学校の教職員で勤務時間外における在校時間が月80時間
を超える人数は，平成25年度から約27%から28%と変化が見られ
ず，縮減に至っていないことから，健康管理の面から在校時間の
縮減に向けて，教育庁と学校が連携して教職員の長時間労働対
策に取り組む必要がある。

・公立学校共済組合と連携して，メンタルヘルス対策の中心とな
る，セルフケア，管理監督者によるラインによるケア，健康管理医
等の産業保健スタッフによるケア，臨床心理士等の事業場外資源
によるケアの4つのケアの推進を中心に取り組むとともに，スクール
カウンセラー等を活用した対策を進める。また，関係各課室の職
員で構成する学校運営支援本部幹事会「メンタルヘルスワーキン
ググループ」において効果的な取組についての検討を進める。

・教育庁各課室及び学校全ての所属における課題であることを認
識し，職場の衛生委員会等を活用して議論を進めるとともに，効
果的な取組を各所属に周知する。また，関係各課室の職員で構
成する学校運営支援本部幹事会「多忙化解消ワーキンググルー
プ」において在校（庁）時間のデータも活用しながら，多忙化解消
に向けた取組を検討していく。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・定期健康診断を実施し，要再検者には健康管理医等による適切な指導を行っており，高い再検査受診率を維持している。
・メンタルヘルス対策に重点を置き，共済組合と連携して，管理職員対象の研修会や教職員に対するセミナーを開催し，ラインによる
ケア及びセルフケアの推進に努めた。また，平成26年度からラインによるケアの充実を図るため，管理職員のメンタルヘルス研修会の
対象者を主幹教諭に拡大した。
・震災対策として，健康調査（第3回）を平成23年度及び平成25年度に続き実施し，精神健康及び仕事に関するチェック結果を通知
することにより，心身の自己管理を促した。また，県内国公立・私立の小・中・高・特別支援学校の管理職等を対象に「こころの復興
フォーラム」を開催し，現在の状況と責任者としての対応方策について協議し，情報と認識の共有を図った。
・健康審査会議を実施し，精神疾患により休職から復職しようとする教職員の健康状態を審査して復帰訓練プログラムの内容や復職
後の勤務面・医療面を指導することにより，病気の再発防止に努めた。
・長時間労働対策として，教職員の在校（庁）時間や従事状況の実態を本人及び管理職員に周知するなど，健康管理に努めた。ま
た，長時間労働の希望者に対して医師の面接指導を実施し，本人及び管理職員に対し「就業上の措置」等の意見を行い，健康障害
の未然防止につなげた。
・妊娠中である小・中学校女性教員の母体保護を図るため，当該教員の体育実技の授業時に非常勤講師を派遣した。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※
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基本方向４

取組　５ 県立高校の改革の推進

主な取組
内容

◇特色ある独自の取組を行う高校を支援し，魅力ある高校づくりを進める。
◇県立高校将来構想に基づき，再編整備を進める。
◇平成２５年度に導入した新入試制度の円滑な実施に向けて生徒や保護者，学校等に情報を提供するとともに，課題
を調査し検証を行う。

・平成25年度に導入した新入試制度の円滑な実施に向けて，生
徒や保護者，学校等に情報を提供するとともに，学校等の評価や
成果について調査・分析を行い，今後の方向性について検討す
る必要がある。

・少子化の進展に伴い，学校の小規模化が進む中，魅力ある学校
づくりを推進するため，地方創生等の観点を踏まえた新たな視点
と地域のニーズを反映させた再編整備を行う必要がある。

・入試制度保護者説明会や地区別公立高校合同説明会を開催し
て中学生や保護者に対して情報提供を行い，制度の周知を図る。
また，入学者選抜審議会及び同専門委員会の諮問に応じた質問
紙調査の実施や県民への意見聴取会の開催等を通じて，必要な
情報収集を行う。

・少子化や地方創生等の観点を踏まえた新たな県立学校の方向
性を示し，社会の変化に対応した学校配置等を検討していくた
め，高校再編等が必要な地区において「地域における高校のあり
方検討会議」を開催するなど，地域のニーズを反映させた魅力あ
る学校づくりに向けた取組を検討していく。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・高等学校では，「復興を担う人材育成」や「志教育」を柱とした魅力ある学校づくりを支援する事業等を展開するとともに，平成25，26
年度の入学者選抜の状況を踏まえ，平成27年度の前期選抜募集割合の上限を引き上げた。今後，新入試制度の検証については専
門委員会で継続的に検証していくこととしている。
・平成27年4月に開校した登米総合産業高校の新設学科（福祉科）をはじめ，各学科の備品等の整備を行った。
・平成30年度の気仙沼高校と気仙沼西高校の統合に向けて，統合対象校統合準備委員会を4回開催し，統合校の基本方針等を策
定したほか，「新県立高校将来構想第三次実施計画」の策定に向け，東日本大震災後の状況等を踏まえた各地区の県立高校の在り
方について検討を進めた。
・地域のニーズを踏まえた魅力ある高校づくりを推進するため，柴田農林高校と大河原商業高校の再編に向けて，大河原地域におけ
る高校のあり方検討会議を開催した。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・校舎が被災した学校については，未だ仮設校舎対応となってい
る学校があることから，早期復旧・再建に向けた取組を着実に進
める必要があるほか，市町村が実施主体である公立小・中学校の
災害復旧工事は，特に津波被害など甚大な被害があった市町村
のマンパワー不足が課題である。

・経済的理由から就学等が困難になった被災児童生徒等の世帯
に対して，就学支援を継続していく必要がある。

・震災により児童生徒を取り巻く生活環境が大きく変化したことを
踏まえ，学級規模や教職員配置の適正化等を引き続き進めていく
必要がある。

・津波で甚大な被害を受けた農業高校と気仙沼向洋高校の再
建，石巻高校と仙台三桜高校の災害復旧工事を適切な進捗管理
により進めるなど，生徒が安心して学べる教育環境の整備に取り
組むとともに，市町村と情報共有を図りながら，災害復旧に係る業
務等を引き続き支援していく。

・被災した児童生徒等が安心して学べるよう，必要な就学支援を
長期的・継続的に行っていくとともに，必要な財源措置を国に引き
続き要望していく。

・児童生徒一人一人にきめ細かで質の高い教育を提供できるよ
う，小・中学校の低学年における35人以下の学級編制の推進や
沿岸部を中心とした教職員の加配措置といった人的体制の強化
に引き続き取り組むとともに，学校図書やＩＣＴ機器等の整備を進
める。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

県立学校施設については，平成27年度完了予定の2校の復旧工事が完了しなかったため，全体の進捗率は95.6%と前年度と変わら
ず，被災校91校中87校で災害復旧工事が完了している。また，津波で甚大な被害を受けた農業高校，水産高校，気仙沼向洋高校
の仮設校舎等において使用する備品等の整備は全て完了している。なお，市町村立学校の復旧率は，平成27年度末時点で97.1%と
なっている。
・経済的理由から就学等が困難になった被災児童生徒等の世帯に対して，学用品費等の支給や奨学金の貸付などの就学支援を継
続して行った。
・きめ細かで質の高い教育を提供するため，前年度に引き続き，沿岸部を中心に教職員の加配措置や退職教員等を活用した緊急支
援員の配置を行ったほか，小・中学校においては，小学2年生64校64学級，中学校1年生66校66学級，計130校130学級で35人超学
級を解消し，本務教員及び常勤講師160人を配置したことにより，授業につまずく児童生徒の減少や発展的学習に取り組む児童生徒
の増加，基本的生活習慣の定着など，学習や生活面で一定の効果が見られたほか，教員の指導力向上や教材研究等についても一
定の効果が見られた。
・県内の教育事務所等に5台の簡易型放射能測定器を整備し，学校給食用食材の事前検査（サンプル測定）を実施した結果，検査し
た906検体全てで精密検査の実施の目安以下であった。また，学校給食一食全体の事後検査（モニタリング検査）においても，11市
町及び県立学校3校で255検体の検査を実施したところ，全て検出下限値未満であった。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

基本方向４

取組　６ 学習環境の整備充実

主な取組
内容

◇児童生徒が安全で質の高い教育環境の中で安心して学べるよう県立学校校舎等の計画的な改修を進める。
◇コンピューターや教具教材・図書等の整備・更新を行う。
◇震災等による経済的理由から就学が困難になった小・中学校の児童生徒の世帯に対し，学用品費や通学費等の支
援を行うほか，修学が困難な高校生等に対し，奨学金制度による支援を行う。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・私立学校に対する経費の助成については，少子化に伴う児童生
徒等の減少に配慮した助成の充実が求められる。

・学校教育における私立学校が果たしている役割の重要性を考慮
し，関係機関とも緊密に連携しながら，運営費補助をはじめ各種
の助成制度の効率的かつ効果的な活用により私学教育の充実を
図っていく。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・県内の高校生については約27.7%，幼稚園児については約86.0%が私立学校（幼稚園）に在籍しており，学校運営経常経費等の助
成を行うことにより，私立学校の教育条件の維持・向上及び保護者の経済的負担の軽減を図った。
・東日本大震災及び少子化等の影響により，私立学校の経営が厳しさを増す中で，学納金等が急激に増加しない状態で推移してい
ることから，助成が私立学校の健全経営に寄与しているものと考える。
・上記のほか，私立学校へのスクールカウンセラー配置及び私立幼稚園の預かり保育の経費等を助成し，教育相談体制の整備及び
子育て支援の推進を支援した。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

基本方向４

取組　７ 私学教育の振興

主な取組
内容

◇私立学校の教育条件の維持向上及び在学する児童生徒等の保護者の経済的負担軽減を図るとともに，建学の精
神に基づく特色ある学校づくりを推進するため，私立学校に対し経費等の助成を行う。

56



　【取組を構成する事業一覧】

基本方向４　信頼され魅力ある教育環境づくり

取組１　教員が学び続けるための体系的な研修の推進【重点的取組６】

区分 構成事業名 担当課室

◎ 教育職員等中央研
修事業費
【教職員CUP事業】

教職員課

◎ 初任者研修事業費
【教職員CUP事業】

教職員課

◎ 教育研修等事業推
進費
【教職員CUP事業】

教職員課

◎ １０年経験者研修
事業
【教職員CUP事業】

教職員課

◎ 明日を担う産業人
材養成教員派遣研
修事業
【教職員CUP事業】

教職員課

◎ 指導力向上長期特
別研修事業
【教職員CUP事業】 教職員課

◎ 養護教諭新規採用
等研修会
【教職員CUP事業】

教職員課

◎ 司書教諭養成講習
会派遣事業
【教職員CUP事業】

教職員課

◎ 学校栄養職員研修
事業
【教職員CUP事業】

教職員課

◎
[震災]

防災教育等推進者
研修事業
【教職員CUP事業】

教職員課

◎
[震災]

心のケア研修事業
【教職員CUP事業】

教職員課

◎ 研修研究事業（総
合教育センター）
【教職員CUP事業】

教職員課

◎ 教育相談事業（総
合教育センター)
【教職員CUP事業】

教職員課

情報処理教育費
（総合教育セン
ター)

教職員課

◎ 教員研修支援事業
（総合教育セン
ター）
【教職員CUP事業】

教職員課

・「被災した児童生徒の心のケア」や「学校不適応への対応」等をテーマとする学校単位やサテ
ライト方式による研修会を実施し，児童生徒の心のケアに関する教職員の資質能力の向上を図
る。

・教育関係職員の専門的資質能力の向上を図るため，県教育基本方針を踏まえ教職員研修の一環
として基本及び専門研修等を実施する。
・全国的な教育研究の動向を踏まえ，常に新しい課題や教育観に基づく先導的な教育研究に当た
るとともに，学校の教育活動に直接役立つ実践的，実証的な研究に取り組む。
・教職員の資質向上と指導力充実を図るため，視聴覚機器など各種研修事業推進のための教材教
具の借り上げを行う。
　※［関連］学力向上推進事業

・教職員の資質向上と指導力充実を図るため,特別支援教育に関する資料収集及び検査器具の整
備を行う。

・教職員がコンピュータや情報通信ネットワークを効果的に授業で活用し，児童生徒の情報活用
能力を高める研修等を実施するため，コンピュータシステム賃借等を行う。

・児童生徒の学力向上を図るため，各学校の特色あるカリキュラム作りを支援する。
・教員の指導力向上を図るため，教員の授業づくりや研究活動に対して教育情報を提供するとと
もに，学習指導等に関する教員の自主研修を支援する。
　※［関連］学力向上推進事業

・学校内の防災教育等を推進するとともに，地域との連携を図る推進的な役割を果たす人材の養
成を目的として研修を実施する。

　　　　　　　　　　◎　：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城の将来ビジョン推進事業」
　　　　　　　　［震災］：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城県震災復興推進事業」

事業概要

・独立行政法人教員研修センター等が主催する研修に教員を派遣し，様々な喫緊の重要課題に関
わる研修会等の指導者を養成する。

・小・中・高等学校及び特別支援学校の新任教員を対象に実践的指導力と使命感を養うことなど
を目的として研修を実施する。
・新任教員の研修期間の対応として，関係学校に対し非常勤講師の配置等を行う。

・教育職員の資質能力の向上を図ることを目的に，その職能，経験年数及び教科領域に応じた研
修を実施する。

・幼稚園，小・中・高等学校及び特別支援学校の１０年経過教員を対象として１年間の研修を実
施し，学級担任・教科担任等としての経験を踏まえた特に教科指導力と生徒指導力について広い
視野に立った力量を高める。

・工業科等の専門教科担当教員を一定期間企業等に派遣して最新技術を習得させることにより，
専門高校における産業人材育成の活性化を図る。

・教育指導力等に課題があり，児童・生徒に適切な指導ができず，学校現場を離れての研修が必
要と認められる教員（指導力不足等教員）に学校以外の教育機関等における多面的な研修を行う
ことにより，教育への主体的意欲と指導力を回復・伸長させて再び学校現場で活躍できるように
する。
 ※［関連］学力向上推進事業

・児童生徒の心身の健康問題の複雑化多様化,特にいじめなどに対応するため，養護教諭の専門
職としての知識や技術に関する研修を行い，その資質の向上を図る。

・司書教諭講習を開講する宮城教育大学に教員を派遣し，司書教諭の継続的な養成を図る｡

・学校給食における衛生管理の徹底，児童生徒への衛生教育の徹底などを目的に，学校栄養職員
等の専門職としての知識や技術に関する研修を行い，その資質の向上を図る。
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区分 構成事業名 担当課室

 

 教育研修等推進費

義務教育課

 

 教育研修等事業推
進費

高校教育課

 教育事務職員研修
事業

教育庁総務課

取組２　開かれた学校づくりの推進【重点的取組７】

区分 構成事業名 担当課室

◎ 学校評価事業

高校教育課

◎ 時代に即応した学
校経営支援事業

教育庁総務課

◎
[震災]

協働教育推進総合
事業
（再掲）

生涯学習課

[震災] 「地域復興に係る
学校協議会」事業
【非予算的手法】

（再掲）

高校教育課

県立高等学校情報
化支援員派遣事業

教育企画室

取組３　優れた人材の確保と能力を発揮できる教職員人事システムの確立

区分 構成事業名 担当課室

◎ 実践的指導力と人
間性重視の教員採
用事業

教職員課

 民間人校長登用事
業

教職員課

 人事給与統合シス
テム維持費

教育庁総務課

 給与管理総合シス
テム管理運営費

教職員課

　家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組みづくりを推進し，家庭・地域の教育力の向
上を図り，地域全体で子どもを育てる体制の整備を図る。
・協働教育基盤形成事業
・協働教育普及・振興事業
・教育応援団事業
・協働教育プラットフォーム事業

・高校が地域との役割分担や連携を強化しながら復興の一翼を担っていくとともに，生徒たちに
復興の主体としての自覚や希望を持たせるため，高校が地元の関係者と復興に係る地域の課題を
協議して解決を図っていくための組織を立ち上げる。

・校外への情報発信ツールである学校ホームページの作成や更新をタイムリーに行い，また，校
内ネットワークの管理支援等を行う情報化支援員を派遣する。

事業概要

・教員としての資質能力を備えた優れた人材の採用を確保し，本県教育の振興に努める。

・学校経営に民間企業等で培われた識見を活用し，効果的な学校組織運営や先進的な教育活動を
推進すること等を目指し，公立学校校長への民間人の任用する｡

・教育職員を除く職員の人事・給与を一元的に管理する人事給与統合システムに係る運営･保守
を行う。

・教育職員の人事・給与を一元的に管理する給与管理総合システムに係る運営・保守を行う。

・教職員が教育活動に専念できる環境づくりを進めるため，学校経営研修会・相談会を開催し，
学校経営における諸課題に迅速かつ適切に対応できるよう支援する。

事業概要

・教育水準の確保と教員の資質の向上を図り,初等中等教育の振興に資するため，文部科学省等
が主催する研修に教職員を派遣し，その研修成果を伝達，普及する。

・文部科学省主催の研修会等に教職員等を派遣し，最新情報の収集，全国の動向の把握を行い，
県内で開催される研究会，研修会を通して全県に伝達講習するなどして，本県高校教育の向上を
図る。

・多様化・高度化する県民ニーズや課題に対応するため，創造性豊かで自立的に行動する職員の
育成を目標に，事務職員等に対する研修を実施する。

事業概要

・学校における自己評価及び学校関係者評価の着実な実施を図るため学校評議員を委嘱・配置す
る。
・学校評価・授業評価の研修会等を開催する｡
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取組４　教職員を支える環境づくりの推進

区分 構成事業名 担当課室

 教職員健康診断事
業 福利課

 教職員健康管理事
業

福利課

 過重労働対策事業

福利課

 

健康審査会議運営
事業

福利課

取組５　県立高校の改革の推進

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

高等学校「志教
育」推進事業
（再掲）

高校教育課

◎
[震災]

県立高校将来構想
推進事業 教育企画室

高校教育課

◎ 高等学校入学者選
抜改善事業

高校教育課

 新増改築校等設備
整備費

高校教育課

 再編統合施設整備
事業

施設整備課

[震災] 中高一貫教育推進
事業
（再掲）

高校教育課

[震災] 県立高校将来構想
管理事業

教育企画室

 体育担当妊娠教員
代替派遣事業（小
中学校費）

・女性教員の増加に伴い，妊娠中の学級担任･体育担当教師の体育実技時間に代替非常勤講師を
派遣し，体育指導の適切な実施と母体保護を図る。 教職員課

・教職員等が心身の故障による長期の休職後に復職しようとする場合に，その健康状態について
審査し，医療，勤務様態，職場復帰及び再発防止についての必要な指導を行う。

事業概要

　高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より良い生き方を目指し，その実
現に向かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進する。
・研究推進事業
・情報発信事業
・みやぎ高校生マナーアップ運動推進事業
・みやぎ高校生地域貢献推進事業
・魅力ある県立高校づくり支援事業

・県の復興計画や各地域の復興の方向性などを踏まえて策定される「新県立高校将来構想（Ｈ２
３年度～Ｈ３２年度）」の実施計画に基づき，学校施設や教育環境の整備を進める。

　平成２５年度に導入した新入試制度の円滑な実施に向けて生徒や保護者，学校等に情報を提供
するとともに，課題を調査し検証を行う。
・入学者選抜審議会の開催
・入学者選抜審議会専門委員会の開催
・高等学校入学者選抜方針及び日程の諮問に係る答申
・入試制度の円滑な実施に向けた審議

・施設の新増改築等により新たに必要となった消耗品，備品等の設備充足を行う。

　再編統合により必要となる施設の増築や改修を行う。
・登米総合産業高等学校の新設
・旧校舎の解体及びグラウンド整備

・中等教育の多様化と魅力ある高校づくりを図る一環として，連携型（志津川高等学校と志津
川，歌津中学校）及び併設型（仙台二華中学校・高等学校，古川黎明中学校・高等学校）の中高
一貫教育の推進を図る。

・「新県立高校将来構想」（Ｈ２３～３２年度）について適正に進行管理を行うとともに，県の
復興計画や各地域の復興の方向性を踏まえて新たな実施計画及び県立高校将来構想の検討を進め
る。

・長時間の時間外等勤務を行った教職員等の健康障害を未然に防止するため医師による面接指導
等と所属長等に対して研修を実施する。

事業概要

・教職員等の定期健康診断を実施し，疾病の早期発見と治療の促進を図り，教職員等の健康の保
持を推進する。

・生活習慣病健診を実施し，疾病の早期発見と早期治療について適切な指導を行う。
・ストレスチェックを実施し，メンタルヘルス不調の未然防止を図る。
・健康管理医を選任し，各職場における安全と衛生の確保等を図る。
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取組６　学習環境の整備充実

区分 構成事業名 担当課室

◎ 学級編制弾力化事
業

義務教育課

[震災] 県立学校施設災害
復旧事業

施設整備課

[震災] 校舎等小規模改修
事業費（高等学
校）

施設整備課

[震災] 県立学校教育設備
等災害復旧事業

高校教育課

◎
[震災]

みやぎフュー
チャースクール事
業
【非予算的手法】

（再掲）

教育企画室

[震災] 市町村立学校施設
災害復旧事業

施設整備課

[震災] 防災拠点としての
学校づくり事業 教育庁総務課

施設整備課

[震災] 東日本大震災みや
ぎこども育英基金
事業（奨学金） 教育庁総務課

[震災] 被災児童生徒就学
支援事業（公立小
中学校）

義務教育課

[震災] 高等学校等育英奨
学資金貸付事業

高校教育課

[震災] 学校復興支援対策
教職員加配事業
（再掲）

教職員課
義務教育課
高校教育課

[震災] 公立専修学校授業
料等減免事業 医療整備課

教育庁総務課
農業振興課

◎ 学校給食備品整備
事業

スポーツ健康課

[震災] 学校給食の安全・
安心対策事業

スポーツ健康課

高等学校等修学支
援費

高校教育課

 校舎改築事業費
（高等学校）

施設整備課

 校舎大規模改造事
業費（高等学校）

施設整備課

・夜間定時制課程を置く県立高等学校及び県立特別支援学校において，学校給食を提供するため
に必要な備品を計画的に更新・整備し，学校給食の事故防止及び児童生徒の心身の健全な育成を
目指す。

・東日本大震災における原子力災害に関し，教育環境のより一層の安全・安心の観点から，学校
の校庭等の空間放射線量率及び学校給食食材の放射能測定を行う。

・教育に係る経済的負担の軽減を図るため，非課税世帯（生活保護世帯を含む）に対して，教科
書費，教材費等相当額を支給する。

・経年により老朽化し，構造耐力が低下している既存校舎の改築を行う。
・名取高等学校の改築を行う。
（H24年度～H29年度）
・水産高等学校の改築を行う。
（H25年度～H29年度）
・石巻北高等学校の改築を行う。
（H24年度～H29年度）

・築後２５年以上経過し，老朽化が著しい校舎の全面的なリニューアルを行う。

・被災した生徒の就学機会を確保するため授業料等を減免するほか，減免した公立専修学校の設
置者に対して補助を行う。

・学習習慣の着実な定着や問題行動等の低減を図るため，小・中学校の低学年（小学校２年生及
び中学校１年生）において少人数学級を導入し，きめ細かな教育活動の充実を図る。

・震災により被害を受けた県立学校施設について，復旧工事などを早急に行うとともに，著しい
被害を受けた学校施設について，仮設校舎等を設置することにより教育環境を確保しながら必要
な施設を整備する。

・大規模改造及び改築時期までの間の教育環境の改善を図るため，既設施設に対し必要な改修等
を行う。
・安全で，安心して学べる環境づくりを推進するため，天井や外壁の落下対策等を行う。

・震災により被害を受けた県立学校の教育施設等について，早急に復旧し，安心して学べる教育
環境を確保する。また，校舎に著しい被害を受けた学校においては，施設整備計画に合わせた復
旧を行うとともに，新たなニーズに対応した教育施設についても整備を行う。
・被災し，移転予定の農業高校・気仙沼向洋高校の復旧事業については校舎建築に合わせて平成
29年度に整備を予定。

・「みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて，２１世紀を生きる子どもたちに求められる力を
育む教育を実現するために，大学等と連携し，一人一台の情報端末や電子黒板，無線ＬＡＮ等が
整備された環境において，デジタル教材等を活用した教育の実践研究を行う。

・震災により被害を受けた市町村立学校施設について市町村が行う工事や施設整備，仮設校舎等
の設置に対して支援する。

・今回の震災では多くの公立学校が避難所や防災拠点として活用された事実を踏まえ，公立学校
の防災機能を高めることにより，今後の災害の現実的な対応に備える。

・国内外からの寄附金を積み立てた東日本大震災みやぎこども育英基金を活用し，震災に起因す
る理由により保護者が死亡又は行方不明となった児童生徒等に対し，安定した学びの機会と希望
する進路選択を実現できるよう，その修学を支援し，有為な人材育成に資する事を目的とした奨
学金を給付する。

・震災により，経済的な理由から就学等が困難となった世帯の公立小中学校(中等教育学校前期
課程含む。)の児童生徒等を対象に，学用品費，通学費(スクールバス利用費を含む。)，修学旅
行費，給食費等の就学支援を行う。

・経済的理由から修学が困難となった生徒に対し奨学資金を貸し付けるとともに，震災を起因と
した経済的理由により修学が困難となった生徒を対象にした奨学資金を新設し，被災生徒奨学資
金の貸し付け（H23～H27）を行う。

・被災した児童生徒に対して，手厚い指導・支援体制を図るため，震災で大きな被害を受けた被
災地の学校を中心に，教職員などの人的体制を強化し，きめ細かな指導や児童生徒の心のケアを
行う。

事業概要
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区分 構成事業名 担当課室

 屋内運動場整備事
業費（高等学校）

施設整備課

屋内運動場改築事
業費（高等学校）

施設整備課

 屋外環境整備事業
費（高等学校）

施設整備課

 既設校舎等環境整
備費（高等学校）

施設整備課

 水泳プール整備事
業（高等学校）

施設整備課

 産業教育施設整備
事業費（高等学
校）

施設整備課

 産業教育設備整備
事業

高校教育課

 教育用コンピュー
タ整備事業

高校教育課

 電子計算機組織レ
ンタル事業費

高校教育課

 科学教育振興費

高校教育課

 定時制高等学校設
備整備費

高校教育課

 高等学校定時制課
程及び通信制課程
修学資金貸付事業

高校教育課

 交通遺児等対策費

スポーツ健康課

 夜間定時制高等学
校夜食実施費

スポーツ健康課

 中学校給食実施費

スポーツ健康課

・高等学校の職業教育のための実験実習設備の整備を行う。

・教科「情報」においてコンピュータを使用した実習授業が必要であり，既に導入しているコン
ピュータ機器等の更新等を行う。

・職業高校（職業教育学科及びコースを有する高校）の生徒が卒業後中堅技術者として活躍でき
るよう，先端技術に関する基礎教育のための設備の充実を図る。

・理科教育振興法に基づき，理科教育・数学教育の設備の整備を行う。

・勤労青少年の教育の機会均等を図るために,定時制高等学校の設備の充実を図る。

・勤労青少年の高等学校定時制課程及び通信制課程への修学を促進し，教育の機会均等に資する
ため，当該課程に在学する生徒に修学資金の貸し付けを行う。

・義務教育諸学校に在籍する交通遺児及び海難遺児を養育する世帯に教育手当を支給し，交通遺
児等を激励し，児童生徒の健全育成を図る。

・県立の夜間定時制課程を置く高等学校で働きながら学ぶ生徒に夜間給食を実施する。また，仙
台市立の夜間定時制課程を置く高等学校で実施する給食（夜間給食用物資購入）に対して補助す
る。

・県立中学校の要保護及び準要保護の生徒に対して，学校給食費を扶助する。

・学科転換及び経年により老朽化した実習施設を改築整備する。

事業概要

・経年により老朽化し，構造耐力が低下している既存屋内運動場の大規模改造を行う。

・経年による老朽化が著しい既存屋内運動場の改築を行う。

・屋外体育活動環境の充実を図るため，排水設備及び表土舗装等のグラウンド整備を行う｡

・県立高等学校の校地及び既存施設の簡易かつ小規模な維持補修に係る修繕工事等を行う｡

・経年により老朽化したプールを改築整備する｡
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取組７　私学教育の振興

区分 構成事業名 担当課室

私立学校運営費補
助

私学文書課

私立学校特別支援
教育費補助

私学文書課

私立学校教育改革
特別経費補助

私学文書課

私立高校授業料軽
減補助

私学文書課

私立学校校舎改築
資金利子助成

私学文書課

私学関係団体補助

私学文書課

私立高等学校等就
学支援事業

私学文書課

◎ 私立学校施設設備
災害対策支援事業

私学文書課

[震災] 私立学校施設設備
災害復旧支援事業

私学文書課

[震災] 私立学校施設設備
災害復旧支援利子
補給事業

私学文書課

[震災] 私立学校等教育環
境整備支援事業

私学文書課

[震災] 被災児童生徒就学
支援事業（私立小
中学校）

私学文書課

[震災] 私立学校授業料等
軽減特別補助事業

私学文書課

[震災] 私立学校スクール
カウンセラー等派
遣事業

私学文書課

・被災した私立学校の幼児児童生徒が精神的な安定した学校生活を送れるよう支援するため，心
のケアを行うカウンセラー等を派遣する。

・私立学校の活性化・個性化推進及び子育て支援促進の教育改革に資する事業について補助を行
う。

・生活保護世帯，市町村民税非課税世帯等の生活困窮世帯に対し，授業料減免を行った私立学校
に対して補助を行う。

・私立学校設置者が県の斡旋により金融機関から校舎改築資金の融資を受けた場合，利子補給金
を交付し，教育条件の向上を図る。

・私立学校教職員の年金及び退職金交付事業に対する補助を行う。

・家庭の状況にかかわらず，全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会を作るた
め，私立学校の生徒について，高等学校等就学支援金として，授業料については年額118,800円
（低所得世帯に対しては1.5～2.5倍）を限度に助成（学校設置者が代理受領）することにより，
教育費負担の軽減を図る。

・私立学校設置者が行う学校施設・設備の非構造部材耐震化等に要する経費の一部を補助し，私
立学校の防災対策を支援する。

・震災により被害を受けた私立学校設置者が行う施設設備災害復旧に対して補助を行う。

・震災により被害を受けた私立学校設置者が施設設備の災害復旧を実施するに当たり，日本私立
学校振興・共済事業団等から借入を行った場合に利子補給を行う。

・私立学校設置者の安定的・継続的な教育環境の保障を図る取組に要する経費に対して補助を行
う。

・震災による経済的理由から就学が困難となった世帯の私立小・中学校の児童生徒を対象に，学
用品費，通学費，修学旅行費，給食費等の就学支援を行う。

・被災した幼児児童生徒の就学機会を確保するため，授業料等を減免する私立学校の設置者に対
して補助を行う。

・私立学校（特別支援学校，幼稚園）における障害児教育の教育条件の維持向上と保護者負担の
軽減を図るために補助を行う。

事業概要

・私立学校の経常的経費に対して補助を行う｡
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基本方向　５ 家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境づくり

◇家庭教育や子育てに関する情報及び学習機会の提供，地域で支援する人材の養成，企業等の子育て環境づくりの支援等を通じ
て家庭の教育力の向上を図る。
◇地域住民，企業，ＮＰＯ等の参画を得て，社会体験等体験活動の機会の充実に取り組むとともに，防災，防犯，有害環境の浄化等
子どもの安全の確保に取り組む。
◇家庭・地域・学校がそれぞれの役割の重要さを認識し，相互に連携し支え合いながら，子どもの成長を社会全体で支えていく仕組
みづくりを進める。

基本方向を構成する取組の状況

取組
番号

取組の名称 目標指標等の状況 取組評価実績値
達成度

(指標測定年度)

概ね順調

(平成27年度)
学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録数
（企業・団体）（団体）

243団体
Ｂ

Ｃ
(平成27年度)

目標とする数の子育てサポーターリーダーが養成さ
れた市町村の割合（％）

50.0%
Ｂ

(平成27年度)

やや
遅れている

(平成27年度)

2
地域と学校との協働による学
校支援の仕組みづくり
【重点的取組９】

協働教育推進協議会等を設置している市町村数
（市町村）

28市町村
Ａ

(平成27年度)
学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録数
（個人）（人）

493人
Ａ

(平成27年度)

1
親の「学び」と「子育て」を支
える環境づくり
【重点的取組８】

朝食を欠食する児童の割合（小学６年生）（％）
3.7%

Ｃ

保育所入所待機児童数（仙台市を除く）（人）
507人

概ね順調

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」
　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

■　基本方向評価 やや遅れている

評価の理由・各取組の成果の状況

3
子どもたちの体験活動の推
進

－

・取組1「親の「学び」と「子育て」を支える環境づくり」では，「朝食を欠食する児童の割合」が全国平均(4.3%)より低いものの，平成20年
度の初期値と同じ数値であったことから，達成度Ｃであったほか，「保育所入所待機児童数」が前年実績値408人から99人増加し，達
成度Ｃであった。「目標とする数の子育てサポーターリーダーが養成された市町村の割合」については，積極的に周知を図ったもの
の，達成度Ｂであった。また，「ルルブル親子スポーツフェスタ」など，「ルルブル（しっかり寝ル・きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸
びル）」の各取組により基本的生活習慣の定着促進を図るとともに，スマートフォン等の使用に関する注意喚起として，「小・中・高校生
スマホ・フォーラム」を開催し，フォーラムでの宣言等を掲載したリーフレットを作成・配布したほか，子育てサポーター養成講座等を実
施し，子どもたちの成長を地域全体で支えていく仕組みづくりを支援するなど，一定の成果が見られたものの，目標指標の状況等を
勘案し，「やや遅れている」と判断する。

・取組2「地域と学校との協働による学校支援の仕組みづくり」では，「協働教育推進協議会等を設置している市町村数」が市町村に
協働教育推進協議会等の設置を働きかけたことから，目標値を達成し，達成度Ａであった。「学校教育を支援する「みやぎ教育応援
団」の登録数（企業・団体）」については，みやぎ教育応援団事業の趣旨の理解促進を図ったところ，登録団体は増加したものの，達
成度はＢであり，「学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録数（個人）」については，県内各大学の個人登録者数が増加した
ことから，達成度Ａであった。また，32市町村で「協働教育プラットフォーム事業」が実施され，地域全体で子どもを育てる環境の整備
について一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・取組3「子どもたちの体験活動の推進」では，震災による被害の大きかった沿岸部など，未だに体験活動の場が限られた状況にある
地域があるものの，各種復興事業により徐々に子どもたちの体験活動の場が確保されつつあることから，子どもたちの体験活動の推
進に向けた各取組が計画どおりに実施されるなど，一定の成果が見られた。また，「人と自然の交流事業」では，県立自然の家で実施
する自然体験プログラムを通じて，生活習慣等の改善や環境保全のための具体的な行動への動機付けを行うとともに，一人一人が
置かれている生活の中で環境と協調していくことの大切さを実感できる人材の育成を図ったほか，震災で全壊した「松島自然の家」で
は，鷹来の森運動公園内にある仮事務所において，出前講座を中心に子どもたちの体験活動を展開するなど，一定の成果が見られ
たことなどから，「概ね順調」と判断する。

・以上のことから，各取組において一定の成果が見られたものの，「朝食を欠食する児童の割合」など目標指標の状況を勘案し，本基
本方向の評価は「やや遅れている」と判断する。
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■　関連する「宮城の将来ビジョン」・「宮城県震災復興計画」の施策評価の状況

行
政
評
価
委
員
会
の
意
見

■宮城の将来ビジョン　政策6施策14「家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成」
・評価の理由が十分であり，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当であると判断される。
・課題の根拠となっている取組の実績値を分析し，より具体的・短期的な課題と対応方針を示す必要があると考える。

■宮城県震災復興計画　政策6施策2「家庭・地域の教育力の再構築」
・評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断される。

基本方向を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・取組1「親の「学び」と「子育て」を支える環境づくり」では，家庭は
もとより学校や地域，企業や団体等と連携・協力し，社会総がかり
で子どもたちの基本的生活習慣の定着促進に取り組むとともに，
児童生徒やその保護者に対してスマートフォン等の使用に関する
問題点や危険性等について注意喚起を図る必要がある。また，地
域に根差した家庭教育支援活動の理念を社会全体で共有した上
で，これに関わる支援者（地域・学校・行政）がそれぞれの役割を
果たしながら確実に連携できる体制づくりを進める必要がある。

・取組2「地域と学校との協働による学校支援の仕組みづくり」で
は，家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境づくりを推進
し，地域の教育力向上や活性化を図るとともに，地域全体で子ど
もを育てる体制の整備が必要である。また，企業・団体・個人の
「みやぎ教育応援団」への登録拡大を図るため，広く周知するとと
もに，学校教育や地域活動における登録企業・団体・個人の活用
促進に向けた取組を進める必要がある。

・取組3「子どもたちの体験活動の推進」では，各自然の家で実施
している「人と自然の交流事業」において，松島自然の家が再建
中のため，再開を念頭においた新たなプログラムの開発が必要で
あるほか，今後再建される松島自然の家の利用者拡大を図る必
要がある。また，子ども会活動や地域社会の振興を図るため，ジュ
ニア・リーダーが地域で活動する場をより多く確保する必要があ
る。

・「ルルブル（しっかり寝ル・きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸
びル）」の取組に賛同する企業・団体等の新規開拓を進め，引き
続き「ルルブル」の重要性について理解促進と普及啓発を図るとと
もに，より実践的な取組を実施するほか，スマートフォン等の使用
については，県内の通信事業者や大型販売店に協力を呼びか
け，ルールづくりを啓発するチラシを配布するなど，家庭や学校に
おけるルールづくりを推奨していく。また，各市町村において家庭
教育に係る支援者のネットワーク構築を促進するとともに，県が設
置する「宮城県家庭教育支援チーム」の活動を通じて，各市町村
での家庭教育支援チームの設置と活用を促進する。

・協働教育推進協議会等の支援組織の設置拡大に向けて，未設
置の市町村教育委員会を訪問し，設置について働きかけ支援す
るほか，「みやぎ教育応援団」については，諸会議での周知及び
ホームページの充実を図るとともに，民間企業の団体や協会等の
関係機関，宮城県教育委員会と包括連携協定を締結している大
学や近県の大学に「みやぎ教育応援団」への登録を働きかけ，登
録の拡大を図る。

・松島自然の家では活動の拠点となる宮戸島の自然や歴史，地
域の方々からの情報をもとに，魅力あるプログラム開発を進めてい
くほか，出前事業に参加した団体や震災前の利用団体等に再建
される松島自然の家の特色やプログラムの内容等を説明するとと
もに，広く県民に広報していく。また，市町村のジュニア・リーダー
担当者と連携を深めながら，子ども会活動をはじめとする各種事
業等でジュニア・リーダーを積極的に活用できるよう調整を図って
いく。
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基本方向５

取組　１ 親の「学び」と「子育て」を支える環境づくり【重点的取組８】

主な取組
内容

◇保育所入所待機児童の早期解消に向けて保育所設置整備等の事業を支援する。
◇放課後児童クラブや放課後子ども教室を実施する市町村や社会福祉法人等を補助し，仕事と子育ての両立を支援
する。
◇地域における子育てを支援する子育てサポーター，子育てサポーターリーダーの養成講座を実施する。

1 朝食を欠食する児童の割合（小学６年生）（％）
3.7% 2.0% 3.7%

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ｃ
2.0%

(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 0.0% (平成29年度)

(指標測定年度) (指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

0人
(平成21年度) (平成27年度) (平成27年度) 1.0% (平成29年度)

2 保育所入所待機児童数（仙台市を除く）（人）
511人 126人 507人

Ｃ

73.5%
(平成25年度) (平成27年度) (平成27年度) 89.5% (平成29年度)

3
目標とする数の子育てサポーターリーダーが養
成された市町村の割合（％）

41.2% 55.9% 50.0%
Ｂ

■　取組評価 やや遅れている

評価の理由

・一つ目の指標「朝食を欠食する児童の割合」については，平成24年度の3.4%から平成25年度及び平成26年度は3.3%とほぼ横ばい
であったものの，平成27年度は3.7%と高くなった。全国平均(4.3%)より低いものの，平成20年度の初期値と同じ数値であったことから，
達成率は0%となり，達成度「Ｃ」に区分される。
・就寝時間及び起床時間に関する調査については，平成26年度から全国学力・学習状況調査の項目から外れたことから，小学5年生
を対象に県独自の調査を実施したところ，「平日，午後10時より前に就寝する児童の割合」が66.2%，「平日，午前6時30分より前に起
床する児童の割合」が66.5%であった。なお，平成28年度から全国学力・学習状況調査の項目に，就寝時間に関する項目が再度追加
されている。
・二つ目の指標「保育所入所待機児童数」については，前年実績値408人から99人増加し，507人となり，目標値126人とは381人のか
い離があることから，達成率は1.0%となり，達成度「Ｃ」に区分される。
・三つ目の指標「目標とする数の子育てサポーターリーダーが養成された市町村の割合」については，子育てサポーターリーダー養
成講座を受講対象者に対して積極的に周知を図ったものの，達成率は89.5%にとどまり，達成度「Ｂ」に区分される。
・子どもの基本的生活習慣の定着促進については，これまでの「ルルブル（しっかり寝ル・きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸び
ル）」の取組に加え，親子で体を動かし，「ルルブル」の実践と基本的生活習慣の確立の契機とするため，「ルルブル親子スポーツフェ
スタ」を開催した（参加者600組2,000人）ほか，子どもの生活習慣は保護者や大人から受ける影響が大きいことから，企業に向けた取
組として「ルルブル企業セミナー」を開催した（参加者約80人）。
・「小・中・高校生スマホ・フォーラム」を開催し，ワークショップ形式でスマートフォン等の使用に係る自校の取組について紹介し合うと
ともに，宣言「わたしたちは家族と話し合い，ルールを決めて携帯・スマホを使います。」の実践に向けた意見交換等を行った。また，
児童生徒がより良い使用等（学力関係，安全・安心など）について考え，ルールを決めてスマートフォン等を使用するための資料とし
てフォーラムの内容や宣言等を掲載したリーフレットを作成・配布した。
・子育てサポーター養成講座等を実施し，子どもたちの成長を地域全体で支えていく仕組みづくりを支援したことにより，市町村にお
ける家庭教育支援チームが増加するなど，一定の成果が見られた。

・以上のことから，各取組において一定の成果が見られたものの，目標指標の状況等を勘案し，本取組の評価は「やや遅れている」と
判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・震災以降，規則正しい生活習慣や外遊びなどの重要性がますま
す高まっていることから，家庭はもとより学校や地域，企業や団体
等と連携・協力し，社会総がかりで子どもたちの基本的生活習慣
の定着促進に取り組む必要があるほか，各家庭において基本的
生活習慣の確立に向けた取組が積極的に行われるよう働きかけを
行っていく必要がある。

・スマートフォン等の急速な普及に伴い，児童生徒の所有率が
年々増加しているほか，高校生においては1日1時間以上使用し
ている生徒の割合が77.1%に及んでおり，過度な使用による児童
生徒の学力や生活習慣等への影響が懸念されていることから，児
童生徒やその保護者に対してスマートフォン等の使用に関する問
題点や危険性等について注意喚起を図る必要がある。

・地域に根差した家庭教育支援活動の理念を社会全体で共有し
た上で，これに関わる支援者（地域・学校・行政）がそれぞれの役
割を果たしながら確実に連携できる体制づくりを進める必要があ
る。特に，子育てサポーター等が活動する機会を創出することが
支援の広がりにつながることから，保健福祉部と教育委員会が連
携して対応していく必要がある。

・「ルルブル（しっかり寝ル・きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸
びル）」の取組に賛同する企業・団体等（ルルブル会員）の新規開
拓を進め，ルルブル会員やマスメディア，市町村教育委員会等と
の連携・協力を一層深めながら，引き続き「ルルブル」の重要性に
ついて理解促進と普及啓発を図るとともに，より実践的な取組を実
施する。また，パンフレット等による周知に加え，ルルブルの実践
を促すツール等を作成・配布するなど，子どもたちや各家庭に直
接働きかけ，実践につなげていくほか，関心が低い家庭に対する
効果的な働きかけについて検討を進め，実施していく。

・県内の通信事業者や大型販売店に協力を呼びかけ，児童生徒
及びその保護者に「小・中・高校生スマホ・フォーラム」における宣
言やルールづくりを啓発するチラシを配布するとともに，庁内関係
課室で連携を図りながら，各家庭，学校及び市町村教育委員会
等におけるスマートフォン等の使用に関する取組やルールを取り
まとめ，ホームページやリーフレット等により周知を図るなど，家庭
や学校におけるルールづくりを推奨していく。また，情報モラル周
知カードを作成し，県内児童生徒に配布するなど，スマートフォン
等を介したいじめ対策等にも取り組む。

・県が養成する子育てサポーター等の受講者名簿を各市町村の
各関係部署へ提供し，各市町村において家庭教育に係る支援者
のネットワーク構築を促進するとともに，県が設置する「宮城県家
庭教育支援チーム」の活動を通じて，各市町村での家庭教育支
援チームの設置と活用を促進する。具体的な取組として，子育て
サポーター等の地域人材の活用や市町村の家庭教育支援チー
ムの在り方等について，市町村の子育て・家庭教育関係職員の理
解促進を図るため，「市町村家庭教育支援関係職員研修会」を実
施する。また，保健福祉部と教育委員会の連携については，事業
の改善や連携体制の在り方等について協議するため，関係課室
で構成する「家庭教育支援に係る庁内連携会議」を開催する。

評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境づくりを推進し，
地域の教育力向上や活性化を図るとともに，地域全体で子どもを
育てる体制の整備が必要である。

・子どもの学習・体験活動の充実を図ることを目的に推進している
みやぎ教育応援団事業において，企業・団体・個人の「みやぎ教
育応援団」への登録拡大を図るため，当該事業について広く周知
するとともに，学校教育や地域活動における登録企業・団体・個人
の活用促進に向けた取組を進める必要がある。また，登録する企
業・団体が仙台市内に偏り，県北・県南の企業団体の登録数が少
ないため，県内全域に登録に向けた取組を広げていく必要があ
る。

・家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組みづくりを安定
的・継続的に推進するためには協働教育推進協議会等の支援組
織の設置が必要であることから，未設置の市町村教育委員会を訪
問し，設置について働きかけ支援するなど，支援組織の設置拡大
に向けた取組を進める。

・「みやぎ教育応援団」については，諸会議での周知及びホーム
ページの充実を図るとともに，民間企業の団体や協会等の関係機
関，宮城県教育委員会と包括連携協定を締結している大学や近
県の大学に「みやぎ教育応援団」への登録を働きかけ，登録の拡
大を図る。また，教育事務所・地域事務所から各圏域において既
に学校教育支援の活動を行っている企業・団体等を推薦してもら
い，登録を働きかける。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・一つ目の指標「協働教育推進協議会等を設置している市町村数」については，「協働教育プラットフォーム事業」が安定的・継続的
に運営・活動が行われ，家庭教育支援・学校教育支援・地域活動支援が円滑に実施・推進が図れるよう，市町村に協働教育推進協
議会等の設置を働きかけたことから，達成率が100.0%となり，達成度「Ａ」に区分される。。
・二つ目の指標「学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録数（企業・団体）」については，みやぎ教育応援団事業の趣旨の理
解促進を図ったところ，登録団体は増加したものの，目標値を下回り，達成率が97.2%となったため，達成度「Ｂ」に区分される。
・三つ目の指標「学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登録数（個人）」については，県内各大学の個人登録者数が増加したこ
とから，目標値を上回り，達成率が112.0%となったため，達成度は「Ａ」に区分される。
・「協働教育プラットフォーム事業」については，32市町村で実施され，地域全体で子どもを育てる体制の整備について一定の成果が
見られた。また，「教育応援団事業」では，「みやぎ教育応援団」として企業・団体等が243件，個人が493人が認証登録され，平成27
年度の支援実績は，職場見学受入459件，就業体験受入448件，講師派遣1,146件，その他（施設貸出等）201件，計2,254件であっ
たほか，地域全体で子どもを育てる体制づくりや青少年の健全育成を図る取組など，「地域と学校との協働による学校支援の仕組み
づくり」における取組について，一定の成果が見られた。

・以上のことから，目標指標の状況や各取組の成果等を勘案し，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

500人
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) 112.0% (平成29年度)

363人 440人 493人
Ａ

2-1
学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登
録数（企業・団体）（団体）

190団体 250団体 243団体
Ｂ

2-2
学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登
録数（個人）（人）

(指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

300団体
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) 97.2% (平成29年度)

1
協働教育推進協議会等を設置している市町村
数（市町村）

22市町村 28市町村 28市町村

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ａ
34市町村

(平成25年度) (平成27年度) (平成27年度) 100.0% (平成29年度)

(指標測定年度)

基本方向５

取組　２ 地域と学校との協働による学校支援の仕組みづくり【重点的取組９】

主な取組
内容

◇家庭・地域・学校が相互に連携し合いながら，協働して子どもを育てる仕組みづくりを推進するとともに，地域全体で
子どもを育てる体制の整備を推進する。
◇「協働教育プラットフォーム事業」を市町村に委託して，家庭・地域・学校をつなぐ仕組みをつくり，協働による教育活
動を通じて，家庭・地域の教育力の向上を支援する。
◇地域全体で，児童生徒の健全育成に取り組む活動を支援する。
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基本方向５

取組　３ 子どもたちの体験活動の推進

主な取組
内容

◇地域の農林水産業などと連携を図り，自然体験などの促進を図る活動を展開する｡
◇社会教育施設等を活用した自然体験や社会体験など多様な体験活動を推進する。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・震災による被害の大きかった沿岸部では，未だに体験活動の場が限られた状況にある地域があるものの，各種復興事業により徐々
に子どもたちの体験活動の場が確保されつつあることから，子どもたちの体験活動の推進に向けた各取組が計画どおりに実施される
など，一定の成果が見られた。
・「グリーン・ツーリズム促進支援事業」では，グリーン・ツーリズム活動を行う団体等に対してアドバイザー派遣（12件）を実施し，県内
の地域資源を活用した多様な地域活動の活性化に向けた支援を行った。
・「農山漁村絆づくり事業」では，農山漁村体験に加え，復興の手伝い等を体験メニューとして実施する地域グリーン・ツーリズム実践
団体（5団体）を支援し，復興に取り組む農山漁村と将来の農山漁村のサポーターとなり得る県内外の学生（19校1,466人）との絆づく
りを支援した。
・「豊かな体験活動推進事業」では，小・中学校ともに実施校率が高まっており，自然体験を通じて豊かな人間性や社会性などの育成
が図られた。
・「人と自然の交流事業」では，みやぎ環境税を活用し，県立自然の家で実施する自然体験プログラムを通じて，生活習慣等の改善
や環境保全のための具体的な行動への動機付けを行うとともに，一人一人が置かれている生活の中で環境と協調していくことの大切
さを実感できる人材の育成を図った。
・震災で全壊した「松島自然の家」では，鷹来の森運動公園内にある仮事務所において，出前講座を中心に子どもたちの体験活動を
展開し，県民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活の形成に寄与した。
・「少年団体指導者研修事業」（ジュニア・リーダーの養成）では，子ども会活動や地域活動を担うジュニア・リーダーを養成し，活動の
場を設定することにより，子どもたちの体験活動や各地域で実施している地域活動への参加・参画を促進した。
・「青少年長期自然体験活動推進事業」では，1週間の長期にわたり自然の家を活用しながら自然体験及び社会体験を実施し，たくま
しい子どもたちの育成を図った。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・子どもたちの体験活動の場となる施設等の早期復旧を図る必要
がある。

・各自然の家で実施している「人と自然の交流事業」については，
松島自然の家が再建中のため，再開を念頭においた新たなプロ
グラムの開発が必要である。

・松島自然の家で行ってきた出前事業に参加した県民をはじめ，
今後再建される松島自然の家の利用者拡大を図る必要がある。

・子ども会活動や地域社会の振興を図るため，ジュニア・リーダー
が地域で活動する場をより多く確保する必要がある。

・「青少年長期自然体験活動推進事業」では，毎年定員を大幅に
超える応募があり，全ての応募者に応えられない状況にあることか
ら，受入体制の充実を図る必要がある。

・関係機関との連携を密にするとともに，国の補助制度等を最大
限活用するなど，早期復旧に向けた取組を着実に進めていく。

・松島自然の家では活動の拠点となる宮戸島の自然や歴史，地
域の方々からの情報をもとに，魅力あるプログラム開発を進めてい
く。

・これまで出前事業に参加した団体や震災前まで利用していた団
体等に再建される松島自然の家の特色やプログラムの内容等を
説明するとともに，広く県民に広報し，再建後の利用者拡大を目
指す。

・市町村のジュニア・リーダー担当者と連携を深めながら，子ども
会活動をはじめとする各種事業等でジュニア・リーダーを積極的
に活用できるよう調整を図っていく。また，将来の青年活動につな
げるため，地方青年文化祭等での活用も推進していく。

・現在，蔵王自然の家と志津川自然の家で実施している事業に加
え，再建後の松島自然の家でも実施できるよう準備を進めるととも
に，国立花山青少年自然の家や仙台市の泉岳自然ふれあい館と
も連携し，長期自然体験事業を推進していく。
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　【取組を構成する事業一覧】

基本方向５ 家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境づくり

取組１　親の「学び」と「子育て」を支える環境づくり【重点的取組８】

区分 構成事業名 担当課室

新規 ◎
[震災]

地域子ども・子育
て支援事業

子育て支援課

新規 ◎ 子ども・子育て支
援人材育成事業

子育て支援課

◎
[震災]

協働教育推進総合
事業
（再掲）

生涯学習課

◎
[震災]

放課後子ども教室
推進事業

生涯学習課

◎ 「仕事」と「家庭｣
両立支援事業

雇用対策課

◎ みやぎの食育推進
戦略事業

健康推進課

◎
[震災]

待機児童解消推進
事業

子育て支援課

◎
[震災]

次世代育成支援対
策事業

子育て支援課

◎
[震災]

子育て支援を進め
る県民運動推進事
業

子育て支援課

◎ 子ども人権対策事
業

子育て支援課

◎
[震災]

子ども虐待対策事
業

子育て支援課

新規 ◎ 児童虐待防止強化
事業

子育て支援課

◎ 母子保健児童虐待
予防事業

子育て支援課

[震災] 東日本大震災みや
ぎこども育英基金
事業（未就学児支
援金）

子育て支援課

◎
[震災]

「学ぶ土台づくり｣
普及啓発事業
（再掲） 教育企画室

・子どもの人権を護る意識向上と虐待防止の啓発のため，リーフレットを作成配布し研修会を開
催する。
・市町村が設置している要保護児童対策地域協議会等への支援を行う。

　　　　　　　　　　◎　：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城の将来ビジョン推進事業」
　　　　　　　　［震災］：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城県震災復興推進事業」

事業概要

・子ども・子育て新制度において，市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業（放課後児童
クラブ活動費,延長保育事業,病児保育事業など１３事業で構成）に対して県が補助を行い,働き
ながら安心して子育てができる環境を推進する。

・平成27年度からの導入される「放課後児童クラブ支援員」認定研修事業及び「子育て支援員」
養成研修を実施し，子ども・子育て新制度事業の推進を図る。

　家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組みづくりを推進し，家庭・地域の教育力の向
上を図り，地域全体で子どもを育てる体制の整備を図る。
・協働教育基盤形成事業
・協働教育普及・振興事業
・教育応援団事業
・協働教育プラットフォーム事業

・県内の小学校区において，子どもたちの安全･安心な活動拠点を設け，地域住民の参画を得
て，放課後や週末等の子どもたちの学習支援等を通して，心豊かで健やかに育まれる環境づくり
を推進する。

・労働者の仕事と家庭の両立を支援するため,子育てを援助する「ファミリー・サポート・セン
ター」の市町村設置の促進や普及啓発を行う。

　「第２期宮城県食育推進プラン」に基づき，県民が食や健康に関する正しい知識や望ましい食
習慣を身につけ，健全な食生活と心身の健康づくりを実践できるよう食育の普及啓発を行う。
・食育コーディネーターによる食育実践の支援
・イベント等を通じた普及啓発

・市町村が実施する待機児童解消のための保育所整備や，家庭的保育に対して補助を行い，保育
所入所待機児童の早期解消を図る。

・「みやぎ子ども・子育て幸福計画」及び「子ども・子育て会議」の推進にあたり，「次世代育
成支援対策地域協議会」を開催し進捗管理を行う。

　地域社会全体で子育てを応援する機運を醸成するため，団体，個人，企業等の県民総参加によ
る「県民運動」を推進する。
・県民運動の周知活動や子育てに関する情報の発信
・子育てに関する講演会等の開催
・みやぎっこ応援隊の募集活動　等

・安心して子どもを育てられる環境を整えるため，児童相談所等の相談支援体制の整備を図る。

・近年増加傾向にある児童虐待に対処するため，市町村の要保護児童対策地域協議会の強化，児
童相談所職員の専門性の向上，被虐待児童の安全確認及び社会復帰の促進並びに児童虐待の普及
啓発を図る。

・育児不安や虐待の要因の一つとされる産後うつ病の早期発見及びその後のハイリスク者への支
援を行うため，市町村担当職員等の研修を行う。
・県内の学校等が実施する思春期健康教育の取組を支援するため，出前講座を実施する。

・国内外からの寄附金を積み立てた東日本大震災みやぎこども育英基金を活用し，震災で親など
を亡くした未就学児童が安定した生活を送れるよう支援金を給付する。

・震災により幼児期の多くの子どもが心のケアを必要とする状況となり，「親子間の愛着形成」
が平時以上に欠かせない状況となったことから，その重要性について啓発等を行うとともに，親
育ちの視点から，これから親になる世代に対して，親になることの意義等について意識啓発を行
う。また，関係機関が連携して子どもの育ちを支えるための体制づくりを行う。
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区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

基本的生活習慣定
着促進事業
（再掲）

教育企画室

◎ はやね・はやおき･
あさごはん推奨運
動
【非予算的手法】

教育庁総務課
教育企画室
義務教育課
スポーツ健康課
生涯学習課

◎ いきいき男女共同
参画推進事業 共同参画社会推進

課

◎
[震災]

施設型給付費負担
金

子育て支援課

新規 ◎
[震災]

地域型保育給付費
負担金

子育て支援課

障害児保育事業

子育て支援課

低年齢児保育施設
助成事業

子育て支援課

中小企業ワークラ
イフバランス支援
事業 雇用対策課

児童健全育成事業

子育て支援課

食生活改善普及事
業

健康推進課

メタボリックシン
ドローム対策戦略
事業

健康推進課

地域子育て支援セ
ンター事業

子育て支援課

子育てにやさしい
企業支援事業

子育て支援課

事業所内保育施設
助成事業

子育て支援課

・障害児の保育を推進するため，障害児を受け入れている保育所に対し保育士の加配に要する経
費を補助することにより，障害児の処遇の向上を図る。

事業概要

　震災以降，子どもたちの生活リズムが不規則になることが懸念され，規則正しい食習慣や外遊
びなどの重要性がますます高まっていることから，みやぎっ子ルルブル推進会議の設立趣旨に賛
同する企業・団体と連携し，社会総がかりで，幼児児童生徒の基本的生活習慣の定着を図る。
・科学的アプローチに基づいた普及啓発パンフレットの増刷
・優良活動団体・ポスターコンクール入賞者の顕彰
・紙芝居演劇の上演
・普及啓発グッズの作成
・ルルブル運動の啓発

・「はやね・はやおき・あさごはん」といった基本的生活習慣の定着を広く呼びかけ，子どもの
生活リズム向上を図る普及活動を行う。

・企業等におけるポジティブ・アクションやワーク・ライフ・バランスについての普及啓発を図
ることにより，女性も男性も能力を発揮しやすい両立支援等の充実した職場環境づくりを促進す
るとともに，キャリアアップを目指す女性や女性の活躍促進を支援する人材の育成を図る。

・子ども・子育て支援新制度において，私立認可保育所,幼稚園及び認定こども園の教育・保育
に要する費用を負担する。

・子ども・子育て支援新制度において、地域型保育事業（①小規模保育事業、②家庭的保育事
業、③居宅訪問型保育事業、④事業所内保育事業）の保育に要する費用を負担する。

・低年齢児保育など，認可保育所の補完的な役割を果たす認可外保育施設の運営を支援する。

・仕事と生活の調和のとれた労働環境を整備するため，中小企業を対象とした企業交流会の開催
や専門アドバイザーの派遣を行う｡

・健全な遊びを通して，児童の健康を増進し，情操を豊かにすることなどを目的に各種健全育成
事業を推進するとともに，市町村健全育成活動を支援する。
・行政職員，関係機関職員等を対象とした研修を行い，児童福祉を担う人材の資質及び専門性の
向上を図る。

・「第２次みやぎ２１健康プラン」の栄養・食生活分野の推進を図るため，県民に対して食生活
改善のための普及事業を行う。
・食生活改善推進員の資質向上を図る研修会の実施
・食生活改善を普及する講習会等の実施

・「第２次みやぎ２１健康プラン」に基づき，メタボリックシンドロームの改善を図るため，
「栄養・食生活」「身体活動・運動」「たばこ」の３つを重点分野として，生活習慣の改善に向
けた普及啓発等を行う。

・地域において，子育て親子が交流する場所を開設し，子育て相談，子育て関連情報の提供，助
言その他の援助を行うなど，地域の子育て全般に関する専門的な支援活動を行う。

・「女性のチカラは企業の力」普及推進事業と連携して，従業員の子育て支援に積極的に取り組
んでいる企業を「いきいき男女・にこにこ子育て応援企業」として表彰する。

・認可保育所の補完的な役割を果たす事業所内保育施設の運営を支援する。
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取組２　地域と学校との協働による学校支援の仕組みづくり【重点的取組９】

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

協働教育推進総合
事業

生涯学習課

新規 ◎ 地域福祉推進事業

社会福祉課

◎ 薬物乱用防止推進
事業

薬務課

交通安全指導員設
置運営事業

総合交通対策課

子ども・女性を犯
罪被害から守る活
動の推進
【非予算的手法】

警察本部生活安全
企画課

地域安全対策推進
事業
【非予算的手法】

警察本部生活安全
企画課

◎
[震災]

防犯ボランティア
活動促進事業
【非予算的手法】 警察本部生活安全

企画課

非行防止及び健全
育成広報啓発事業
【非予算的手法】

警察本部少年課

青少年健全育成条
例の施行 共同参画社会推進

課

青少年育成県民運
動推進事業 共同参画社会推進

課

青少年環境浄化モ
ニター設置事業 共同参画社会推進

課

有害環境実態調査
事業 共同参画社会推進

課

・子ども・女性を犯罪被害から守るため，自治体や学校，防犯ボランティア等と連携した防犯パ
トロール，防犯教室・防犯訓練の実施,犯罪発生情報や防犯情報の発信活動等を推進する。

事業概要

　家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組みづくりを推進し，家庭・地域の教育力の向
上を図り，地域全体で子どもを育てる体制の整備を図る。
・協働教育基盤形成事業
・協働教育普及・振興事業
・教育応援団事業
・協働教育プラットフォーム事業

・第２期地域福祉支援計画の目標である「小地域福祉活動の展開」と「ネットワークによる活動
の促進」を実現するため，市町村及び社会福祉協議会の地域福祉推進活動を支援していく。

・麻薬，覚せい剤，危険ドラッグ等の薬物乱用防止のため，宮城県薬物乱用対策推進計画（第四
期）に基づき，行政のみでなく，事業者，民間団体，県民等社会を構成するすべての主体が一体
となり，総合的な対策を講じていく。

・地域の交通安全対策として交通安全指導員を設置している市町村（仙台市を除く）に対し，そ
の設置経費を補助する。

・自治体と連携した道路，公園，駐車場等の環境整備や通学路周辺における防犯カメラの整備を
促進し，犯罪の発生しにくいまちづくりを推進する。

・被災地における安全で安心な生活の基盤となる地域治安組織を強固にするため，自主防犯ボラ
ンティア団体の組織化と活性化及び防犯リーダーの育成を促進し，応急仮設住宅，復興住宅，防
災集団移転地域，学校等を対象に，ボランティア活動への支援を行う。また，被災し活動が停
止，又は活動を縮小したボランティア団体の活動再開等を支援する。

・少年警察ボランティア，地域の関係機関・団体と連携し，街頭補導や有害環境の排除活動，各
種非行防止キャンペーンを実施する。

・有害図書類の指定や周知活動等，青少年の健全な育成を阻害し，非行を誘発するおそれのある
行為を防止するため，青少年健全育成条例の適正かつ効果的な運用を図る。

・青少年健全育成の県民への啓発と，活動の普及・定着を図る。
・市町村における青少年育成推進の母体となる「青少年育成市町村民会議」の設置促進
・「青少年のための宮城県民会議」への助成

・モニターを委嘱し，青少年の健全な育成を阻害すると認められる有害な興行，図書類，特定が
ん具類，広告物及び図書類自動販売機の実態把握と有害環境の浄化活動を随時行うことにより，
効果的な青少年健全育成条例の運用を図る。

・青少年環境浄化モニターの協力を得て，青少年を取り巻く環境の実態についての全県一斉調査
を行い，有害図書類の販売方法などについての店頭指導など，有害環境に対する啓発と青少年健
全育成条例の周知徹底を図る（隔年実施）。
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取組３　子どもたちの体験活動の推進

区分 構成事業名 担当課室

◎ みやぎの田園環境
教育支援事業
【非予算的手法】

農村振興課

◎ グリーン・ツーリ
ズム促進支援事業

農村振興課

[震災] 農山漁村絆づくり
事業

農村振興課

◎
[震災]

豊かな体験活動推
進事業
【非予算的手法】

（再掲）

義務教育課

◎ 人と自然の交流事
業

生涯学習課

 蔵王自然の家管理
運営事業
（再掲）

生涯学習課

松島自然の家管理
運営事業
（再掲）

生涯学習課

 志津川自然の家管
理運営事業
（再掲）

生涯学習課

 青少年教育活動事
業

生涯学習課

 少年団体指導者研
修事業

生涯学習課

 市町村子ども読書
活動支援事業

生涯学習課

新規 図書館子ども読書
活動推進事業

生涯学習課

こどもエコクラブ
支援事業

環境政策課

・子どもたちの環境に対する意識の高揚を図るため，環境活動クラブを支援する。

・震災により地域とのつながりの重要性が再認識されていることから，児童生徒の豊かな人間性
や社会性を育むために，小中学生の民泊による体験学習「子ども農山漁村交流プロジェクト」と
連携し，成長段階に応じて社会奉仕体験や自然体験などの促進を図る。

事業概要

・県民に農業・農村のもつ魅力などを再認識してもらうとともに農村環境保全に係る意識の醸成
を図るため，地域や学校教育との連携･協働による農村環境保全活動を支援する｡

・グリーン・ツーリズム実施団体へのアドバイザー派遣等により，「子ども農山漁村交流プロ
ジェクト」を含む多様な交流体験活動の一層の推進を図る。

・農林漁業体験に加え，復興の手伝い等をメニューとして実施する地域グリーン・ツーリズム実
践団体に経費補助し，復興に取り組む農山漁村と将来の農山漁村のサポーターとなり得る県内外
の学生との絆づくりを支援する。

・「第三次みやぎ子ども読書活動推進計画」に基づき，子どもの読書活動を推進する意義の理解
促進や，核となる担い手の育成支援などを行う。

・2014年国際アンデルセン賞（画家賞）受賞者を招へいし，講演会等を通して，読書や絵本の魅
力・楽しさを子ども読書活動の担い手を中心に広く一般に伝えることで，子どもの読書活動推進
の意義について理解促進を図る。

・自然環境に恵まれた県立自然の家の社会教育施設を活用した自然体験プログラムを実施し，環
境保全等に対する理解の動機付けを図るとともに，一人一人が置かれている日々の生活の中で自
ら意識を改革し，より良く行動する人材の育成を図る。

・県民の心身の健全な発達と明るく豊かな県民生活の向上に寄与するため，蔵王自然の家の管理
運営及び主催事業を行う。

・県民の心身の健全な発達と明るく豊かな県民生活の向上に寄与するため，松島自然の家の管理
運営及び主催事業を行う。

・県民の心身の健全な発達と明るく豊かな県民生活の向上に寄与するため，志津川自然の家の管
理運営及び主催事業を行う。

・青年の文化活動及びスポーツ活動を推進するため地方青年文化祭，県青年文化祭，県青年体育
大会を開催する。
・青年団等の資質向上や活動の一層の充実を図るため，財団法人宮城県青年会館が青少年の健全
育成を図る目的で実施する主催事業に対して補助金を交付する。

・子ども会活動及び地域社会の振興を図るため，子ども会活動の支援や地域活動を行う地域社会
のジュニア・リーダー養成のための研修を実施する。
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　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」
　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

■　基本方向評価 やや遅れている

評価の理由・各取組の成果の状況

・取組1「地域をつくる生涯学習・文化芸術の推進」では，「公立図書館等における県民一人当たりの図書資料貸出数」が震災前の水
準まで回復していないことから，前年度をやや下回り，達成度Ｂであった。「みやぎ県民文化創造の祭典参加者数」については，豪雨
災害の影響による屋外大型音楽イベントの来場者の減少などにより，目標値を下回り，達成度Ｂであった。「みやぎ県民大学受講者
数」については，人材養成や企画提案型講座の受講率は高かったものの，講座全体では目標値を下回り，達成度はＢであった。3つ
の目標指標とも目標値を下回ったものの，達成率は高く，県民に多様な学習機会や芸術文化を身近に鑑賞・体験する機会を提供す
るなど，一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・取組2「文化財の保護と活用」では，被災文化財の修理・修復事業数については，国指定文化財において一部繰越はあるものの，
県指定文化財においては事業が完了した。また，国宝瑞巌寺本堂等の修復事業については，本堂の工事を終了して一般公開が再
開されるなど，平成29年度の完了に向けて事業を着実に進めたほか，文化財を観光活用する事業に積極的に取り組み，宮城の貴重
な文化財の魅力を国内外に発信するなど，一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・取組3「生涯スポーツ社会の実現に向けた環境の充実」では，「総合型地域スポーツクラブの市町村における育成率」については，ク
ラブが設置されている市町村数は22市町と前年度と変わらなかったため，達成度はＣであった。また，スポーツクラブの育成及び指導
や既存の総合型クラブの課題解決等に取り組んだほか，県民のスポーツ活動への参加意欲を喚起し，生涯を通じてスポーツ・レクリ
エーションに親しむことを目的に，県内7圏域で「宮城ヘルシー2015ふるさとスポーツ祭」を開催するなど，一定の成果が見られたもの
の，目標指標の状況等を勘案し，「やや遅れている」と判断する。

・取組4「競技スポーツ選手の強化に向けた環境の充実」では，県体育協会を通じて国民体育大会等の参加に対して支援を行ったほ
か，協会と連携して，年間を通じて競技力向上対策について検討会を実施した。また，「みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワー
アップ事業」において本県のスポーツタレントの発掘及びジュニア期からの一貫した競技力向上対策を推進したほか，平成29年度の
南東北インターハイに向けては，地元での選手の活躍を期して県高体連と連携した強化指定制度（団体・個人）をスタートさせ，より一
層の競技力向上を図るなど，一定の成果が見られたことなどから，「概ね順調」と判断する。

・以上のことから，各取組において一定の成果が見られたものの，「総合型地域スポーツクラブの市町村における育成率」など目標指
標の状況を勘案し，本基本方向の評価は「やや遅れている」と判断する。

4
競技スポーツ選手の強化に
向けた環境の充実

－ 概ね順調

やや
遅れている

(平成27年度)
3

生涯スポーツ社会の実現に
向けた環境の充実
【重点的取組１１】

総合型地域スポーツクラブの市町村における育成率
（％）

62.9% Ｃ

2 文化財の保護と活用 － 概ね順調

みやぎ県民大学講座における受講率（％）
66.8%

Ｂ
(平成27年度)

実績値
達成度

(指標測定年度)

1
地域をつくる生涯学習・文化
芸術の推進
【重点的取組１０】

公立図書館等における県民一人当たりの図書資料
貸出数（冊）

3.61冊
Ｂ

基本方向　６ 生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進

◇県民のニーズに対応した生涯学習機会の提供に努め，また，その成果を生かす機会を充実させるとともに，地域の教育資源である
人材の発掘，生涯学習指導者や地域づくり活動のリーダーの育成に努める。
◇文化芸術活動の担い手のすそ野を広げるため，特に青少年を対象に優れた芸術の鑑賞機会の充実を図るとともに，県民の創作・
研究等創造的な活動を支援するため，発表や交流の場を提供する。
◇郷土の伝統的な文化芸術や文化財を県民共通の財産として，その保存，継承及び発展を図り，文化芸術による地域づくりを目指
す。
◇だれもがスポーツに親しめるよう，スポーツ環境の充実に努め，県民総スポーツ社会の実現に努めるとともに，国内上位・国際水準
の競技スポーツ選手の育成を目指し，各年代層において計画的かつ継続的に選手の指導強化を図る。

基本方向を構成する取組の状況

取組
番号

取組の名称 目標指標等の状況 取組評価

概ね順調

(平成26年度)

みやぎ県民文化創造の祭典参加者数（うち出品者・
出演者等の数）（千人）

1,016千人
（21千人） Ｂ

(平成27年度)
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課題 対応方針
・取組1「地域をつくる生涯学習・文化芸術の推進」では，いつでも
誰もが，年齢や環境を問わず学ぶことができ，その成果を地域に
還元していく生涯学習社会を目指し，その実現に向けて総合的な
観点から方針を検討し，施策の展開を図る必要がある。また，図
書館はいつでもどこでも誰もが求める本や情報にアクセスできる環
境が整備されていることが望まれるほか，東日本大震災に関する
記憶の風化を防ぎ，震災の教訓を後世や他地域へ継承するため
に公開している「東日本大震災アーカイブ宮城」を効果的に利活
用する必要がある。
　

・取組2「文化財の保護と活用」では，震災後5年でほとんどの文化
財の修理・修復が完了したものの，一部の被災文化財は被害規
模が大きく，修理・修復費用が多額になるなど，所有者負担の軽
減を図る必要がある。また，地方創生に向けて交流人口の増加を
図り，地域の活性化につなげるため，宮城の貴重な文化財の魅力
を国内外に積極的に発信していく必要がある。

・取組3「生涯スポーツ社会の実現に向けた環境の充実」では，総
合型地域スポーツクラブが未設置の市町村（13市町村）によって
は，復興や人材確保等の課題を抱えており，自治体に応じたきめ
細かな支援が必要であるほか，スポーツを通じて活力と絆のある
宮城を創るため，平成25年3月に策定した「宮城県スポーツ推進
計画」の着実な進行管理を行う必要がある。

・取組4「競技スポーツ選手の強化に向けた環境の充実」では，国
民体育大会の総合成績10位台を恒常的に達成するため，県体育
協会を中心とした競技力向上対策の体制づくりを進める必要があ
る。また，平成29年度の南東北インターハイに向けた強化指定制
度を軸に，平成28年の岩手国体を契機として，ジュニアからの一
貫した強化体制を構築するため，各競技団体における現状を全
国と比較しながら分析することが必要である。

・生涯学習審議会において，震災から得た学びや気づきを活かし
た今後の生涯学習の在り方等について検討し，施策・事業に反映
させていくとともに，学習の成果を地域活動に活かしていく仕組み
づくりや地域の学習活動を支援する人材の育成を図っていく。ま
た，宮城県図書館は「図書館のための図書館」として，県内の公
立図書館・公民館等読書施設に対する協力貸出や運営相談など
の支援を行い，震災で被災した図書館に対しても巡回訪問等によ
る支援を継続するなど，全県的に図書館サービスの質的向上を
図っていくほか，「東日本大震災アーカイブ宮城」を適切に運用
し，県内市町村や教育機関等における防災対策や防災教育での
利活用を促進するとともに，資料データの更なる充実を図る。

・修理・修復については所有者負担が多額になることから，修理・
修復が進んでいない個人・法人所有の文化財に対しては，引き続
き震災復興基金の積極的な活用を推進していく。また，文化財の
観光活用事業については，文化財部局だけの取組では充分な効
果が得られにくいことから，文化財部局のみならず，観光部局，民
間の観光協会及び主要な観光施設等と緊密に連携しながら取組
を進めていく。

・みやぎ広域スポーツセンターにおいて，未設置市町村の中で設
立に向けた動きが見られる市町を中心に巡回訪問や研修会等に
より支援を強化し，総合型クラブの創設・育成の取組を推進する。
また，5年間の前期アクションプランを着実に実行し，県民に対し
てスポーツの意義や価値を広く啓発するとともに，関係機関と緊密
に連携・協力しながら各取組を進めていく。

・県民に勇気や元気を与えられる本県出身のトップアスリートを育
成するため，「みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワーアップ事
業」を通じて，ジュニア期からトップアスリートを育成する一貫した
選手強化システムの確立を図るとともに，県内競技団体が効果的
な競技力向上対策や選手強化体制づくりに取り組めるよう，県体
育協会において新たに強化事業の分析に取り組むなど，これまで
以上に緊密に連携・協力しながら支援を行っていく。

■　関連する「宮城の将来ビジョン」・「宮城県震災復興計画」の施策評価の状況

行
政
評
価
委
員
会
の
意
見

■宮城の将来ビジョン　政策8施策23「生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興」
・評価の理由に次のとおり一部不十分な点が見られるものの，施策の成果について「やや遅れている」とした県の評価は，妥当で
あると判断される。
・施策の方向にある「生涯スポーツ社会の実現に向けた環境づくり」のための主要事業の実施状況や目標指標を補完するような
データや取組を用いて，施策の成果をより具体的に示す必要があると考える。
・目標指標と施策の方向との関連を明確にし，目標指標を達成するための課題と対応方針について具体的に示す必要があると
考える。
・また，課題の根拠となっている取組の実績値を分析し，より具体的・短期的な課題と対応方針を示す必要があると考える。

■宮城県震災復興計画　政策6施策3「生涯学習・文化・スポーツ活動の充実」
・評価の理由が十分であり，施策の成果について「概ね順調」とした県の評価は，妥当であると判断される。
・未だに校庭等に仮設住宅のある沿岸被災地における児童生徒の遊び場や運動場の確保，スクールバスの登下校の長時間化
等についても，課題と対応方針を示す必要があると考える。

基本方向を推進する上での課題と対応方針
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■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・一つ目の指標「公立図書館等における県民一人当たりの図書資料貸出数」については，震災の影響で規模を縮小している図書館
や休館又は代替施設で運営している図書館もあり，震災前の水準まで回復していないことから，達成率は96.5%であり，達成度「Ｂ」に
区分される。
・二つ目の指標「みやぎ県民文化創造の祭典参加者数」については，豪雨災害の影響による屋外大型音楽イベントの来場者の減少
などにより，目標値を下回ったものの，主催・共催事業とも前年度の参加者数を上回り，達成率が98.6%となったことから，達成度「Ｂ」
に区分される。
・三つ目の指標「みやぎ県民大学講座における受講率」については，人材養成や企画提案型講座の受講率は高かったものの，講座
全体の受講率は目標値を下回り，達成率が89.1%となったことから，達成度「Ｂ」に区分される。
・県図書館では，市町村図書館等を巡回して，情報提供や運営相談，被災図書館の復旧に対する支援を実施したほか，図書館職員
の資質向上のための研修を実施したことにより，市町村図書館等との連携強化及び県民サービスの向上につながり，市町村図書館
等への協力貸出数は，平成25年度は18,045冊，平成26年度は19,669冊，平成27年度は19,108冊と震災前には及ばないが，除々に
回復を示している。また，震災関連資料として，平成27年度までに図書3,881冊，雑誌1,200冊，視聴覚資料90点，新聞27種，チラシ
類3,586点を収集し，「東日本大震災文庫」として広く県民に公開した。このうち，平成27年度は，図書645冊，雑誌91冊，視聴覚資料
24点を収集した。
・みやぎ県民大学は，県民に多様な学習機会を提供し，地域において生涯学習を推進する人材を育成することを目的に開催してお
り，受講者の9割が講座内容に「満足」しており，受講者の需要に応え，講座内容の充実が図られた。また，芸術文化を身近に鑑賞・
体験する機会を提供するなど，「地域をつくる生涯学習・文化芸術の推進」における取組について一定の成果が見られた。

・以上のことから，目標指標の状況や各取組の成果等を勘案し，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

85.0%
(平成24年度) (平成27年度) (平成27年度) 89.1% (平成29年度)

60.8% 75.0% 66.8%
Ｂ

2
みやぎ県民文化創造の祭典参加者数（うち出品
者・出演者等の数）（千人）

1,036千人
(23千人)

1,030千人
(23千人)

1,016千人
（21千人） Ｂ

３ みやぎ県民大学講座における受講率（％）

(指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

1,050千人
(24千人)

(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 98.6% (平成29年度)

1
公立図書館等における県民一人当たりの図書
資料貸出数（冊）

3.87冊 3.74冊 3.61冊

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度)

Ｂ
4.10冊

(平成20年度) (平成26年度) (平成26年度) 96.5% (平成29年度)

(指標測定年度)

基本方向６

取組　１ 地域をつくる生涯学習・文化芸術の推進【重点的取組１０】

主な取組
内容

◇県民に多様な学習機会を提供するため，高校，大学，ＮＰＯ団体等と連携した各種講座の開設や生涯学習支援者
の養成に努める。
◇芸術文化を身近に鑑賞・体験する機会を提供するため，みやぎ県民文化創造の祭典等の開催や各種文化活動へ
の助成等を行う。
◇平成２９年度に本県で開催される全国高等学校総合文化祭の開催に向けた準備等を進める。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・グローバル化や情報技術の進展，雇用形態の変化といった社会
環境の変化に対応するため，いつでも誰もが，年齢や環境を問わ
ず学ぶことができ，その成果を地域に還元していく生涯学習社会
を目指し，その実現に向けて総合的な観点から方針を検討し，施
策の展開を図る必要がある。

・みやぎ県民大学については，人材養成や地域の抱える課題解
決に取り組む企画講座の受講率は高いものの，高校・大学等が実
施する学校等開放講座の受講率が低いため，地域課題解決型の
実践的な講座の充実を図る必要がある。また，学校等開放講座は
平成26年度から受講率が低下しており，受講者のニーズに合った
講座の実施など内容の充実や広報の工夫を図る必要がある。

・図書館はいつでもどこでも誰もが求める本や情報にアクセスでき
る環境が整備されていることが望まれる。また，地域コミュニティの
核としての役割など新たな機能も期待されるところであり，従来か
らのあり方の見直しを含めた新たな姿についての検討も必要であ
る。

･公立図書館等における県民一人当たりの図書資料貸出数につ
いては，全国的に読書離れが進んでいることもあり，貸出数が減
少していることから，図書館等の来館者を増やすなど，貸出数の
増加に向けた取組を推進する必要がある。

・東日本大震災に関する記憶の風化を防ぎ，震災の教訓を後世
や他地域へ継承するために公開している「東日本大震災アーカイ
ブ宮城」を効果的に利活用する必要がある。

・文化芸術の力を活用した心の復興をより充実させることに加え，
文化芸術を地域づくりや社会参画への貢献に役立てていくことが
求められる。

・生涯学習審議会において，東日本大震災の影響による環境の
変化や震災から得た学びや気づきを活かした今後の生涯学習の
在り方について検討し，施策・事業に反映させていく。また，行
政，地域の教育機関，民間企業・団体，地域の人材が連携し，学
習の成果を地域活動に活かしていく仕組みづくりや地域の学習活
動を支援する人材の育成を図っていく。

・受講者アンケートや市町村の開講意向調査の結果等を踏まえ，
学習ニーズを的確に把握し，地域や学校の特性を活かした講座
の展開を図っていく。また，学校等開放講座は，広域的に事業を
展開する上で重要な役割を担っているため，学習ニーズに関する
情報提供や市町村広報誌の活用など効果的な広報について助
言を行っていく。

・宮城県図書館は「図書館のための図書館」として，県内の公立図
書館・公民館等読書施設に対する協力貸出や運営相談などの支
援を行うほか，東日本大震災による被災図書館に対しても，巡回
訪問等による支援を継続し，全県的に図書館サービスの質的向
上を図っていく。

･読書の習慣化に向け，家庭や小・中・高等学校における読書活
動の取組を支援していく。また，読み聞かせボランティアなど地域
の読書活動を支える担い手の育成を進めていく。県図書館では，
所蔵資料を活用した企画展や図書館見学ツアーなど来館者の増
加につながる取組を継続して実施するほか，公立図書館や学校
を対象に，子どもの本移動展示会や貴重資料等のレプリカ貸出事
業を実施し，読書活動の推進につながる取組を推進していく。

・県内市町村や教育機関等における防災対策や防災教育での利
活用を促進するほか，「東日本大震災アーカイブ宮城」を適切に
運用するとともに，資料データの更なる充実を図る。

・ワークショップ型フォーラムの開催などにより，文化芸術の持つ力
の理解促進を図るとともに、多様な主体による文化的な活動を通
じた心の復興への取組を支援していく。

評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・震災後5年でほとんどの文化財の修理・修復が完了したものの，
一部の被災文化財は被害規模が大きく，修理・修復費用が多額
になることもあり，長期にわたる工期が予定されているものもある。
また，市町村指定文化財や国登録文化財の中には所有者負担が
大きいこともあり，現段階で未着手となっている事業も存在する。
　
・地方創生に向けて交流人口の増加を図り，地域の活性化につな
げるため，宮城の貴重な文化財の魅力を国内外に積極的に発信
していく必要がある。

・復興事業に伴う発掘調査事業のうち，住宅関連・復興道路等事
業については平成27年度でピークを越えたと見られるが，県道・
ほ場整備等事業の調査が継続して見込まれることから，調査体制
を維持し，迅速に対応する必要がある。

・平成27年度も特別交付税の措置が修理・修復の大きな支えと
なったことから，次年度以降も同様の補助事業の継続を要望して
いく。また，修理・修復については所有者負担が多額になることか
ら，修理・修復が進んでいない個人・法人所有の文化財に対して
は，引き続き震災復興基金の積極的な活用を推進していく。
　
・文化財の観光活用事業については，文化財部局だけの取組で
は充分な効果が得られにくいことから，文化財部局のみならず，観
光部局，民間の観光協会及び主要な観光施設等と緊密に連携し
ながら取組を進めていく。

・復興事業担当部局と緊密に連絡・調整を行い，進捗状況を把握
するとともに，沿岸市町の調査体制等を踏まえ，他県市に職員の
自治法派遣を要望するなど調査体制を維持していく。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・被災文化財の修理・修復事業数については，平成27年度は4件の事業の補助を行い，県指定文化財においては事業が完了した。
国指定文化財においても，一部繰越事業はあるものの，1件を除いて平成28年度で完了の見通しである。市町指定文化財において
は，一部にまだ未着手のものがあり，事業の継続的取組が必要である。
・特別名勝松島については，「特別名勝松島管理計画（松島町・七ヶ浜町・利府町）」を策定し，宮城県文化財保護審議会松島部会
を設置して，震災以後急増している個人住宅の再建に関する現状変更等の許可を迅速かつ適正に実施した。
・国宝瑞巌寺本堂等の修復事業については，本堂の工事を終了して一般公開が再開されるなど，平成29年度の完了に向けて事業を
着実に進めた。
・平成27年度より文化財を観光活用する事業に積極的に取り組み，宮城の貴重な文化財の魅力を国内外に発信することに努めた。
・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査事業については，迅速な対応を行うため，発掘調査基準の弾力的な運用や人的体制の確保
を図った。また，調査は事業主体による用地買収等の条件が整ったものについて順次着手しており，平成27年度は高台移転等・道路
改良・ほ場整備等の主な復興事業に伴う試掘確認調査を31遺跡について実施し，全体では190遺跡が終了した，残り111遺跡につい
ても，条件整備等が整い次第速やかに着手していく。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

基本方向６

取組　２ 文化財の保護と活用

主な取組
内容

◇国宝瑞巌寺の本堂等の修復工事を進める。
◇特別史跡多賀城跡を保護し，国民共有の財産として広く活用を図っていくため，今後とも計画的かつ継続的に発掘
調査を推進する。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・総合型地域スポーツクラブが未設置の市町村（13市町村）では，
それぞれの自治体によって，復興や人材確保等の課題を抱えて
おり，自治体に応じたきめ細かな支援が必要である。

・スポーツを通じて活力と絆のある宮城を創るため，平成25年3月
に策定した「宮城県スポーツ推進計画」の着実な進行管理を行う
必要がある。

・みやぎ広域スポーツセンターにおいて，未設置市町村の中で設
立に向けた動きが見られる市町（白石市，東松島市，蔵王町，色
麻町，涌谷町）を中心に巡回訪問や研修会等により支援を強化
し，総合型クラブの創設・育成の取組を推進する。

・「宮城県スポーツ推進計画」の着実な推進を図るため，年1回開
催しているスポーツ推進審議会の審議項目を精査するとともに，
同計画に基づき作成した5年間の前期アクションプランを着実に実
行していく。また，県民に対してスポーツの意義や価値を広く啓発
するとともに，関係機関と緊密に連携・協力しながら各取組を進め
ていく。

■　取組評価 やや遅れている

評価の理由

・「総合型地域スポーツクラブの市町村における育成率」については，総合型地域スポーツクラブの創設数が前年度より1クラブ多い
46クラブと増加したものの，クラブが設置されている市町村数は22市町と前年度と変わらなかったため，実績値も前年度と変わらず，
達成率が63.7%であったことから，達成度「Ｃ」に区分される。
・総合型地域スポーツクラブについては，クラブの育成及び指導に取り組むとともに，研修会や訪問等を通じて，既存の総合型クラブ
が抱える課題や新しい取組に対してのアドバイスも積極的に行っており，平成28年度の設立に向けた取組を進める団体はあるもの
の，未設置の市町村にはクラブを立ち上げる上での課題等もあることから，今後も引き続き設立に向けた支援等を行っていく必要があ
る。
・スポーツ指導者を育成する目的で，スポーツリーダー並びにアシスタントマネジャー養成講習会を開催したことにより，合わせて48人
がスポーツ指導者の資格を取得し，地域スポーツの普及・振興に貢献している。
･県民のスポーツ活動への参加意欲を喚起し，生涯を通じてスポーツ・レクリエーションに親しむことを目的に，県内7圏域で「宮城ヘ
ルシー2015ふるさとスポーツ祭」を開催した。本イベントには延べ29,005人（本大会6,102人，予選会22,903人）が参加するなど，各圏
域におけるスポーツの振興が図られた。
・日本オリンピック委員会や各種団体主催のオリンピックデー・フェスタ，スポーツ笑顔の教室等の復興支援事業の開催及び東北復興
ランニングイベントを支援するなど，県民のスポーツを「する」，「みる」，「支える」活動の促進を図った。
・「クイーンズ駅伝ｉｎ宮城」の愛称で本県開催5年目を迎えた全日本実業団対抗女子駅伝大会が沿道等に約22万人の観衆を集めて
開催されたことにより，本県の生涯スポーツの普及・振興とスポーツを「する」，「みる」，「支える」機会の創出が図られた。

・以上のことから，各取組において一定の成果が見られたものの，目標指標の状況等を勘案し，本取組の評価は「やや遅れている」と
判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

Ｃ
80.0%

(平成20年度) (平成27年度) (平成27年度) 63.7% (平成29年度)
1

総合型地域スポーツクラブの市町村における育
成率（％）

42.9% 74.3% 62.9%

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度 計画期間目標値

(指標測定年度) (指標測定年度) (指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

基本方向６

取組　３ 生涯スポーツ社会の実現に向けた環境の充実【重点的取組１１】

主な取組
内容

◇県民が主体的にスポーツを楽しむことができるように「総合型地域スポーツクラブ」の設立・育成に向けた取組を支援
する。
◇生涯スポーツの振興を図るため，各種生涯スポーツイベント等の開催や指導者の育成を行う。
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取組を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・平成25年度に策定した「宮城県スポーツ推進計画」では，国民
体育大会の総合成績10位台を目標としているが，目標を恒常的
に達成するためには，県体育協会を中心とした競技力向上対策
の体制づくりを進める必要がある。また，平成29年度の南東北イン
ターハイに向けた強化指定制度を軸に，東北ブロックで開催され
る平成28年の岩手国体を契機として，ジュニアからの一貫した強
化体制を構築するため，各競技団体における現状を全国と比較し
ながら分析することが必要である。

・県民に勇気や元気を与えられる本県出身のトップアスリートを育
成するため，「みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワーアップ事
業」を通じて，ジュニア期からトップアスリートを育成する一貫した
選手強化システムの確立を図るとともに，県内競技団体が効果的
な競技力向上対策や選手強化体制づくりに取り組めるよう，県体
育協会において新たに強化事業の分析に取り組むなど，これまで
以上に緊密に連携・協力しながら支援を行っていく。

■　取組評価 概ね順調

評価の理由

・平成25年度に策定した「宮城県スポーツ推進計画」において，国民体育大会における総合成績10位台を本県の競技水準の指標と
しているが，平成22年度の千葉国体での19位を最後に，近年は20位台（H23山口国体20位，H24岐阜国体25位，H25東京国体21
位，H26長崎国体25位，H27和歌山国体23位）にあることから，目標順位を恒常的に維持するため，公益財団法人宮城県体育協会に
補助金を交付し，県内競技団体が行う強化事業を支援した。また，国民体育大会や東北総合体育大会（国民体育大会東北ブロック
大会）の参加に対しても支援を行った。
・スポーツ選手強化対策事業に充てる本県の交付額は，平成13年の「みやぎ国体」をピークとして激減しており，他県と比較しても決
して十分とは言えない状況の中で目標順位には達していないものの，一定の成績は保持している。
・目標達成に向けた競技力向上対策については，県内競技団体を統括する公益財団法人宮城県体育協会と連携して，年間を通し
て検討会を実施した。
・公益財団法人東日本大震災復興支援財団から事業費の支援を受けて平成25年度にスタートした「みやぎ「夢・復興」ジュニアスポー
ツパワーアップ事業」は3年目を迎え，本県のスポーツタレントの発掘及びジュニア期からの一貫した競技力向上対策を推進し，本事
業の修了生1人を「第2回ユースオリンピック冬季競技大会」の選手として輩出した。
・北海道・東北ブロックとして全日本中学校体育大会（卓球競技，ソフトボール競技）を開催した。大会には選手・役員を合わせて
2,150人が参加し，大会を成功裏に終えることができた。
・平成29年度に開催予定の南東北インターハイに向けては，平成26年度にスポーツ健康課に配置した2名の専任を中心にした「全国
高校総体推進室」を設置して開催に向けた準備を進める一方で，地元での選手の活躍を期して県高体連と連携した強化指定制度
（団体・個人）をスタートさせ，より一層の競技力向上に努めた。

・以上のことから，本取組の評価は「概ね順調」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，取組に期待される成果を発現させることができ
たかという視点で，総合的に取組の成果を評価する。

基本方向６

取組　４ 競技スポーツ選手の強化に向けた環境の充実

主な取組
内容

◇本県の競技力の向上を図るため，公益財団法人宮城県体育協会等を通じて競技スポーツ選手の強化を支援する。
◇本県で開催される全国中学校体育大会（卓球競技，ソフトボール競技）及び平成２９年度に南東北３県（山形・福島・
宮城）で開催される全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の開催に向けて支援する。
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　【取組を構成する事業一覧】

基本方向６　生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進

取組１　地域をつくる生涯学習・文化芸術の推進【重点的取組１０】

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

みやぎ県民文化創
造の祭典開催事業 消費生活・文化課

◎ みやぎの文化育成
支援事業 生涯学習課

◎
[震災]

みやぎ県民大学推
進事業 生涯学習課

◎ 図書館市町村連携
事業

生涯学習課

◎ 図書館貴重資料保
存修復事業
（再掲）

生涯学習課

◎ 美術館教育普及事
業

生涯学習課

◎ 美術館照明設備整
備事業

生涯学習課

新規 ◎ 図書館照明設備整
備事業

生涯学習課

◎ 人と自然の交流事
業
（再掲）

生涯学習課

◎ 明るい長寿社会づ
くり推進事業（高
齢者の文化活動）

長寿社会政策課

◎ みどりのふるさと
づくり人材育成・
支援事業

自然保護課

[震災] 公立社会教育施設
災害復旧事業 生涯学習課

[震災] 震災資料収集・公
開事業

生涯学習課

[震災] 松島自然の家再建
事業

生涯学習課

[震災] 防災キャンプ推進
事業 生涯学習課

◎
[震災]

公民館等を核とし
た地域活動支援事
業

生涯学習課

◎ 全国高等学校総合
文化祭宮城大会開
催事業

全国高校総合文化
祭推進室

みやぎシニアカ
レッジ運営事業 長寿社会政策課

・高齢者の創作による作品（日本画，洋画，書，写真，工芸）の募集・展示を通して，高齢者の
文化活動を促し，文化芸術へのふれあいと生きがいづくりを促進する。

　　　　　　　　　　◎　：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城の将来ビジョン推進事業」
　　　　　　　　［震災］：宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画における「宮城県震災復興推進事業」

事業概要

・本県の総合的な文化振興を図るため，美術展，アーティスト派遣によるアウトリーチ，体験型
ワークショップ等の各種事業を市町村や関係機関との連携により実施する。

・青少年に対し，芸術文化を身近に鑑賞する機会を提供するため，宮城県芸術祭参加の絵画・書
道作品の巡回展示，地方音楽会の開催,高等学校文化活動に対する助成，巡回小劇場（音楽公
演・演劇公演）の開催等を行う。

・県民の学習活動を支援するため，県内の学校（大学，高等学校等）や社会教育施設，市町村，
民間団体等との連携・協力により，「みやぎ県民大学」を開催し，多様な学習機会を提供する。

・広く県民に対して充実した図書館サービスを提供するため，市町村立図書館等職員を対象とし
た各種研修等を実施する。
・インターネットを通じて各市町村立図書館と情報ネットワークを構築する。
・市町村立図書館等から借受の要請があった図書館資料を宅配便により当該図書館等に貸し出
す。

・県図書館が所蔵している古絵図などの貴重資料を修復し，後世に伝える。また，代替資料（レ
プリカ）の作成により利活用の促進を図り，郷土の歴史・文化への理解促進に役立てる。

・県民の創作並びに鑑賞活動への参加を促し,美術体験の深化を通じて普及を図る。
・美術を柱として音楽・舞踏・映像等表現関連領域とも連携し，講座・ワークショップ・講演会
などを開催して，親しみある美術館として一層の定着を図る。

・年間23万人程度の来館者数が見込まれる美術館施設への省エネルギー型照明設備導入を「象徴
的取組」として推進することにより，東日本大震災による影響を受けて高まっている県民の節電
意識及び省エネルギーへの関心を更に促進するほか，その普及啓発を図るため，不特定多数の県
民が利用する社会教育施設として省エネルギー型設備に関する環境整備を図る。

・年間平均35万人前後の来館者数が見込まれる図書館施設への省エネルギー型照明設備の導入に
より，消費電力量の抑制及び二酸化炭素排出量の削減による地球温暖化対策等に貢献する。ま
た，同設備の環境整備を通じて，東日本大震災による影響を受けて高まっている県民の節電意識
及び省エネルギーへの関心・理解を更に促進し，同設備に関する普及啓発を図る。

・自然環境に恵まれた県立自然の家の社会教育施設を活用した自然体験プログラムを実施し，環
境保全等に対する理解の動機付けを図るとともに，一人一人が置かれている日々の生活の中で自
ら意識を改革し，より良く行動する人材の育成を図る。

・森や自然の案内人となる「森林インストラクター」を養成する。
・森林公園管理をサポートする人材を育成する。

・震災で甚大な被害を受けた県立社会教育施を復旧するとともに，仕様が困難になった市町村の
公民館等の社会教育施設の再建，復旧に対して支援する。

・東日本大震災を後世に伝えるため，震災に関する図書・雑誌などを収集するとともに，県図書
館内にコーナーを設置し，県民に公開する。
・震災記録や被災した地域の地域資料をデジタル化してWeb上で公開し，地域情報の活用支援を
行う。

　野外活動フィールド施設の建築工事に着手する。
・フィールド先行再開に伴う備品の整備
・現地調査等
・松島自然の家再建に係る懇話会の開催

・地域実行委員会が，地域の実情に即したプログラム内容等を検討し，子どもと保護者及び地域
住民を対象とした防災キャンプを実施するとともに，その事業成果の普及を図る。

・公民館等を核として住民による自主・自立の震災復興機運を醸成するため，市町村が実施する
新たなコミュニティづくりを促進する事業に対して補助を行うとともに，コミュニティづくりに
関する研修会を実施する。

・平成29年度に開催される「全国高等学校総合文化祭宮城大会」に向け，高等学校文化連盟と連
携を図りながら，実施計画の立案，関係機関との調整など，必要な準備作業を行うとともに，開
催にあたっては実行委員会を中心として大会の運営を図る。

・高齢者に生涯学習の場を提供し，生きがいと健康づくりを推進するとともに地域活動指導者の
養成を行うため，みやぎシニアカレッジ（宮城いきいき学園）５校の運営を行う。
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区分 構成事業名 担当課室

 図書館企画広報事
業

生涯学習課

 図書館資料整備事
業

生涯学習課

 美術館企画展示事
業

生涯学習課

 美術館常設展示事
業

生涯学習課

 美術館広報・研究
事業

生涯学習課

 美術品等保存整理
事業

生涯学習課

文化活動促進助成
事業

消費生活・文化課

宮城県芸術選奨新
人賞交付費

消費生活・文化課

知事賞交付事業費

消費生活・文化課

宮城県芸術年鑑発
刊事業

消費生活・文化課

 蔵王自然の家管理
運営事業

生涯学習課

松島自然の家管理
運営事業

生涯学習課

 志津川自然の家管
理運営事業

生涯学習課

環境教育リーダー
事業

環境政策課

 地域教育資源活性
化支援事業

生涯学習課

 社会教育団体活動
促進事業 生涯学習課

 成人教育活動支援
事業

生涯学習課

宮城県みどりの少
年団大会開催事業

自然保護課

 婦人会館施設管理
事業 生涯学習課

 社会教育関係職員
研修事業 生涯学習課

明るい選挙啓発事
業 選挙管理委員会事

務局

・地域がこれまで蓄積してきた教育資源を発掘し活性化を図るため，社会教育施設の事業の計画
立案等の支援や社会教育推進指導員及び公民館職員に対する研修を実施する。

・全国一の規模を誇る絵本原画や洲之内コレクション等の美術館所蔵作品を展示し県民に公開す
る。

・美術館ニュース等を発行し，美術館の広報を図る。
・次年度以降の展覧会，作品受贈等のために必要な調査研究を行う。
・ハイビジョンの展示により美術鑑賞の機会拡充を図る。

・優れた美術作品並びに資料の散逸，亡失を防ぎ，これらを後世に伝えるため，長期的，計画的
に美術作品・資料の収集・保存を行う｡

・公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団の演奏活動に対して支援を行う。

・本県の芸術各分野において，１年間に活発な創作活動を行い優れた作品を発表した方を選奨
し，芸術文化活動の奨励と振興を図る。

・文化芸術の振興を図るため，各団体が実施する文化行事等に対する顕彰や，知事賞等の交付を
行う。

・本県の芸術各分野における１年間の活動状況とその成果を記録し，県民に文化活動の情報を提
供するとともに，文化振興の基礎資料として活用する。

・県民の心身の健全な発達と明るく豊かな県民生活の向上に寄与するため，蔵王自然の家の管理
運営及び主催事業を行う。

・県民の心身の健全な発達と明るく豊かな県民生活の向上に寄与するため，松島自然の家の管理
運営及び主催事業を行う。

・県民の心身の健全な発達と明るく豊かな県民生活の向上に寄与するため，志津川自然の家の管
理運営及び主催事業を行う。

・優れた作家や作品を取り上げるなど，魅力ある企画展を実施し，本県芸術文化の活発化を支援
する。

事業概要

・広報誌，ブログ等を通じて図書館利用に関する情報発信を行う。
・図書館ボランティアの養成講座を実施する｡

・高度化・多様化する県民ニーズ等に応えるため図書館資料の整備充実を図る。

・環境教育や環境保全活動を目的として開催される講演会や学習会等に，県が委嘱する環境教育
リーダーを派遣し，環境教育の普及及び環境保全活動の円滑な推進を図る。

・社会教育の一層の振興発展のため，公共性のある適切かつ緊要な事業を行う社会教育団体に対
し，助成を行う。

・成人教育活動を支援するため，ＰＴＡ指導者に対する中央研修会及び地区研修会の実施,市町
村教委担当者，社会教育施設関係者，教員等を対象とした研修等を実施する。

・みどりの少年団が一同に会し，植樹活動や交流会を通じて，緑の大切さや自然愛護活動の実践
に共通の認識と連携を深めることを目的にみどりの少年団大会を開催する。

・女性の教養向上を支援する研修事業等を行う宮城県婦人会館について，その管理運営に要する
経費を支出する。

・県民の生涯学習を支援する社会教育関係職員の資質向上を図るため，課題設定ごとの研修を行
い，専門性を高める。

・県民一人ひとりが政治や選挙に強い関心を持ち，主権者としての自覚と豊かな政治常識，高い
選挙道義を身に付けることができるよう，選挙啓発資料の作成，若者向けの啓発講座，ポスター
コンクール等を実施する。

82



取組２　文化財の保護と活用

区分 構成事業名 担当課室

◎ 瑞巌寺修理補助事
業 文化財保護課

◎ 図書館貴重資料保
存修復事業

生涯学習課

新規 図書館和古書複製
作製事業

生涯学習課

[震災] 指定文化財等災害
復旧支援事業

文化財保護課

[震災] 被災有形文化財等
保存事業

文化財保護課

[震災] 無形民俗文化財再
生支援事業

文化財保護課

[震災] 復興事業に伴う埋
蔵文化財の発掘調
査事業

文化財保護課

[震災] 特別名勝松島保護
対策事業

文化財保護課

[震災] 被災博物館等再興
事業

文化財保護課

 多賀城跡発掘調査
事業 文化財保護課

 多賀城跡環境整備
事業 文化財保護課

 指定文化財管理費

文化財保護課

新規 重要伝統的建造物
群保存助成費

文化財保護課

文化財保護充実費

文化財保護課

 史跡等環境整備助
成費

文化財保護課

 史跡公有化助成費

文化財保護課

 建造物等保存修理
助成費 文化財保護課

 遺跡緊急調査費

文化財保護課

 東北歴史博物館企
画展示事業

文化財保護課

新規 [震災] 「（仮）東大寺
展」開催事業

文化財保護課

・震災により破損した登録有形文化財(建造物・美術工芸品)を対象に，修理事業等に対する補助
を行う。

事業概要

・国宝「瑞巌寺」の保存修理を実施し，その保存と活用を図る。

・県図書館が所蔵している古絵図などの貴重資料を修復し，後世に伝える。また，代替資料（レ
プリカ）の作成により利活用の促進を図り，郷土の歴史・文化への理解促進に役立てる。

・県図書館が所蔵する和古書（原資料）のデジタルデータを作成し，県図書館のホームページ上
で公開することにより広く一般の利用に供する。

・震災により被害を受けた文化財の修理・修復を図るため，修理・修復費用に対する補助を行
う。

・国・県指定有形文化財等の保存活用を図るため，保存修理を実施する所有者等に対し助成を行
う。

・震災で活動母体のコミュニティが失われたり，用具が流出・損傷したりして，活動の継続が困
難になった地域の祭礼行事や民俗芸能等の無形民俗文化財保持団体に対して，行事や芸能の再開
を促すとともに，伝統文化の実施を通したコミュニティ再生の一助とするために，用具等の備品
の整備を支援する。

・復興事業に係る発掘調査について，市町村単独での実施が困難な場合，発掘調査を迅速に推進
する必要があることから，県が調査を実施又は調査に協力する。

・文化財保護審議会松島部会において，現状変更の可否の判断や適切な保護管理を図るための調
査・検討等を行う。

・東日本大震災により被災した博物館等のミュージアムの再興に向け，資料の修復や保存場所の
確保等に対して支援を行う。

・特別史跡多賀城跡附寺跡を適正に保護し国民共有の財産として広く活用を図っていくため，今
後とも計画的かつ継続的に発掘調査を推進する。

・多賀城政庁地区未表示遺構等の整備を行う｡

・指定文化財を中心に管理パトロールを実施し，県内の指定文化財及び重要な埋蔵文化財の保護
保存と適切な管理体制を図る。
・市町村所有以外の国指定建造物や史跡(建造物に限る）の管理者に対して助成を行う。

・県内の重要伝統的建造物群保存地区について，その保存のための市町村事業又は所有者等の行
う事業に対し市町村がその経費を補助する事業に対して，当該保存地区の適切な保存と活用促進
のため助成を行う。

・文化財保護の基礎資料である遺跡台帳及び文化財地図の整備充実を図るとともに，県内の未指
定文化財の総合調整を行い，県指定文化財候補を把握し，指定を行うための基礎資料とする。

・文化財保護法の規定に基づき指定された史跡等の保存と活用を図るための環境整備に対して助
成を行う。

・文化財保護法の規定により指定された史跡等を開発から守り，その保存・活用のため土地の公
有化を行う市町村に対し助成を行う。

・開発事業計画地内の遺跡の確認調査，個人等に費用負担を求めることが困難な遺跡の発掘調査
や今後開発が急速に進行することが予想される市町村について詳細な分布調査と遺跡地図の整備
を実施し，その成果に基づき関係開発機関と協議を行う。

・常設展の展示替え，メンテナンスに要する経費及び特別展のための調査研究，写真撮影,資料
借用，展示造作及び広報等を行う。

・奈良時代に聖武天皇により鎮護国家のために置かれた東大寺の貴重な寺宝を一堂に公開する東
大寺展を開催し，幾多の困難から復興を遂げた東大寺の姿に，東日本大震災からの復興を重ね合
わせ，今後の指針を探る。
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区分 構成事業名 担当課室

 東北歴史博物館施
設整備事業 文化財保護課

 東北歴史博物館資
料管理事業 文化財保護課

 東北歴史博物館教
育普及事業 文化財保護課

新規 ◎
[震災]

東北歴史博物館教
育普及事業インタ
ラクティブシア
ター整備事業

文化財保護課

 東北歴史博物館調
査研究事業 文化財保護課

 無形民俗文化財助
成費 文化財保護課

 民俗芸能大会費

文化財保護課

 銃砲刀剣登録審査
費 文化財保護課

 天然記念物カモシ
カ保護対策費 文化財保護課

 三陸沿岸道路等関
連遺跡対策費 文化財保護課

 常磐自動車道関連
遺跡対策費 文化財保護課

ＪＲ常磐線関連遺
跡対策費 文化財保護課

取組３　生涯スポーツ社会の実現に向けた環境の充実　【重点的取組１１】

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

広域スポーツセン
ター事業

スポーツ健康課

 体育団体等補助事
業

スポーツ健康課

 宮城ヘルシーふる
さとスポーツ祭費 スポーツ健康課

明るい長寿社会づ
くり推進事業（ね
んりんピック選手
派遣）

長寿社会政策課

 スポーツ振興財団
事業費 スポーツ健康課

 メタボリックシン
ドローム対策戦略
事業
（再掲）

健康推進課

全日本実業団対抗
女子駅伝競走大会
開催支援事業

スポーツ健康課

・宮城県の南奥羽山系カモシカ保護地域における特別天然記念物カモシカの個体数，生息環境等
を調査し，保護対策の資料とする。

・国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所からの依頼により，三陸沿岸道路及び築館バイ
パス建設に係わる遺跡について発掘調査を実施する。

・東日本高速道路株式会社からの依頼により,常磐自動車道建設に係わる遺跡等について発掘調
査（報告書作成業務）を実施する。

・東日本高速道路株式会社からの依頼により,ＪＲ常磐線移設に係わる遺跡等について発掘調査
を実施する。

・美術品として価値のある銃砲刀剣類の登録審査会を年６回行う。

事業概要

・東北歴史博物館の施設設備の整備を行う。

・所蔵歴史資料の保存環境調査・維持管理や県内の発掘調査によって発見された脆弱遺物の保存
処理等を行う。

・東北歴史博物館において教育普及活動及び図書情報室，こども歴史館の運営を行う。

・こども歴史館インタラクティブシアターについて，歴史・防災・ＩＣＴ教育を推進するため，
双方向通信参加型体験学習システムを最新機器へリニューアルし，防災教育副読本と連動した映
像コンテンツを制作する。

・考古資料，民俗資料，建造物資料，文書資料及び美術工芸資料にかかる調査研究及び研究成果
の刊行を行う。

・国及び県から指定を受けた無形文化財の保持者及び無形民俗文化財の団体に対し助成し,後継
者の育成と技術の研鑽を図る。

・全国をブロック分けして開催される大会に本県の民俗芸能保存団体を派遣する。

事業概要

・被災者を含む全ての県民の健康増進と活力維持を図るため，地域や年齢・性別，障害の有無に
関わらず，だれもがスポーツに親しめるよう，みやぎ広域スポーツセンター機能の充実を図り，
県民が主体的にスポーツを楽しむことができるように「総合型地域スポーツクラブ」の設立・育
成に向けた取組を支援する。

・県内の生涯スポーツを振興し，県民の健康維持と体力向上を図るため，スポーツ推進協議会が
実施する研修会や市町村体育協会による総合型地域スポーツクラブの普及推進に係る活動経費を
補助する。

・県民一人ひとりのスポーツ・レクリエーション活動への参加意欲を喚起する「宮城ヘルシーふ
るさとスポーツ祭」を各教育事務所・地域事務所ごとに開催する。

・明るく活力ある長寿社会の実現に向けて，高齢者のスポーツ活動，健康づくり活動を推進する
ため，ねんりんピックに宮城県選手団を派遣するとともにその予選会を開催する。

・財団法人宮城県スポーツ振興財団が行う生涯スポーツ及び競技スポーツの振興に関する事業に
対し補助を行う。

・「第２次みやぎ２１健康プラン」に基づき，メタボリックシンドロームの改善を図るため，
「栄養・食生活」「身体活動・運動」「たばこ」の３つを重点分野として，生活習慣の改善に向
けた普及啓発等を行う。

・多くの日本を代表するトップランナーが出場する「全日本実業団対抗女子駅伝競走大会」が，
宮城県で開催されることに伴い，競技運営を行なう宮城陸上競技協会に対し，運営に要する経費
の補助を行うとともに，大会を盛り上げるための賑わいづくり等，大会を側面から支援する。
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取組４　競技スポーツ選手の強化に向けた環境の充実

区分 構成事業名 担当課室

◎
[震災]

スポーツ選手強化
対策事業

スポーツ健康課

◎ ジュニアアスリー
ト育成事業

スポーツ健康課

[震災] 公立社会体育施設
災害復旧事業

スポーツ健康課

◎
[震災]

県有体育施設整備
充実事業

スポーツ健康課

◎ 平成29年度全国高
等学校総合体育大
会開催事業

全国高校総体推進
室

◎ 平成27年度全日本
中学校体育大会開
催事業 スポーツ健康課

新規 ◎ 平成29年度イン
ターハイ等特別強
化事業

スポーツ健康課

スポーツ奨励事業

スポーツ健康課

 国民体育大会参加
事業費

スポーツ健康課

 東北総合体育大会
参加等事業

スポーツ健康課

 スポーツ施設指定
管理者事業費 スポーツ健康課

 スポーツ施設等維
持管理委託事業 スポーツ健康課

宮城県自転車競技
場管理費補助金 スポーツ健康課

・震災による施設被災で災害復旧が必要になった市町村立体育施設について，復旧事業費補助
（国庫）を行い早期の復旧を図る。

事業概要

・本県の競技力の向上を図るため，公益財団法人宮城県体育協会等を通じて競技スポーツ選手の
強化を支援する。
・被災者の活力と希望を生み出し，県民の生涯スポーツへの参画を促進するため，スポーツにお
ける国際大会・全国大会等で活躍できる選手の育成を支援する。

・スポーツにおける国際大会・全国大会等で活躍できる選手を育成するため，県内全域の小学生
の体力・運動能力の向上を図るとともに，ジュニアアスリートを発掘・育成し，個人の適正に応
じた競技種目選択の機会充実を支援する。

・東北地区のスポーツを振興し，地域住民の体力増進を図ること等を目的として開催される東北
総合体育大会の参加経費の一部を補助する。

・県営スポーツ施設の管理運営業務を効率的かつ効果的に実施するため，民間活力を導入する。

・指定管理制度を導入している施設以外の県営スポーツ施設の維持・管理の委託を行う。

・（財）宮城県スポーツ振興財団の宮城県自転車競技場管理運営に要する経費に対して補助を行
う。

・老朽化している県有体育施設の設備・備品を，被災者を含む全ての県民の健康増進のため，平
成29年度南東北インターハイ開催及び宮城スタジアム第１種陸上競技場公認更新と併せて整備・
更新することにより，施設機能の維持・向上を図る。

・平成29年度に南東北3県（山形・宮城・福島）で開催される全国高等学校総合体育大会（イン
ターハイ）について，主催者として準備及び調整業務を行うとともに，競技大会の運営を主催す
る宮城県高等学校体育連盟等への業務支援を行うことにより，円滑な大会運営を図る。

・平成27年度に宮城県で開催される全日本中学校体育大会について，主催者として準備及び調整
業務を行うとともに，競技大会の運営を主催する宮城県中学校体育連盟等への業務支援を行うこ
とにより，円滑な大会運営を図る。

・平成29年度南東北インターハイの本県開催を成功に導くとともに，本大会は３年後に控えた
2020東京オリンピックに向けた本県出身選手の発掘，育成へも繋がる大会となるため，高等学校
の優秀なチームや選手の育成を目指し，競技力の向上を目指す。また，本大会で好成績を納める
ことで，県民のスポーツへの関心を高め，体力・運動能力向上の契機とし，次世代の人材育成を
図る。

・本県のスポーツに多大なる貢献を果たした個人及び団体を顕彰する「宮城県スポーツ賞」の表
彰を行う。

・広く国民にスポーツを普及し，健康増進と体力向上を図ること等を目的として開催される国民
体育大会の参加経費及び県予選会の開催費等の補助を行う。
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